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第14章 評価書の補正 

環境影響評価書の作成にあたっては、大臣意見を勘案するとともに、環境影響評価書の記載

事項について検討を加え、必要な追記・補正を行った。 

補正前の環境影響評価書からの主な相違点を、表 14-1 に示す。 

なお、表現の適正化及び誤字・脱字等の訂正については、適宜行っている。 

 

表 14-1(1) 補正前の環境影響評価書からの主な相違点 

補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

p.3-34 

ウ．山岳トンネル部（非常

口含む） 

工事の実施にあたり、必要に応じて

工事用道路及び非常口等に工事施工

ヤードを設ける。工事施工ヤードで

は、周囲に工事用のフェンスを設置す

るとともに、発生土の仮置き、濁水処

理設備の設置、必要に応じてコンクリ

ートプラント等を設置する予定とし

ている。また、周辺に住居等が存在す

る場合は、非常口出口に防音扉を設置

する。なお、工事施工ヤードの面積は

0.5～1.0ha を標準として考えている。

工事の実施にあたり、必要に応じて

工事用道路及び非常口等に工事施工

ヤードを設ける。工事施工ヤードで

は、周囲に工事用のフェンス（仮囲い

等）を設置するとともに、発生土の仮

置き、濁水処理設備の設置、必要に応

じてコンクリートプラント等を設置

する予定としている。工事施工ヤード

の復旧にあたっては、可能な限り植栽

工を施すなど、緑化に配慮する予定と

している。また、周辺に住居等が存在

する場合は、非常口出口に防音扉を設

置する。なお、工事施工ヤードの面積

は 0.5～1.0ha を標準として考えてい

る。工事用道路及び工事施工ヤードの

設置においては、可能な限り、改変を

小さくするとともに、良好な自然植生

が残る箇所は避けるよう計画する。ま

た、仮囲い等については、色彩などに

より周辺と調和するよう地域の景観

に配慮していく。 

p.3-38 (4)工事に伴う工事用道路、発生土及

び工事排水の処理 

(4)工事に伴う工事用道路、発生土及

び工事排水の処理等 

p.3-38 

(4)工事に伴う工事用道

路、発生土及び工事排水の

処理等 

 工事で使用する道路は、既存道路を

活用し、必要に応じて新たに工事用道

路を設置する。 

発生土(6)は本事業内で再利用、他の

公共事業等への有効利用に努める。ま

た、新たに発生土置き場等が必要とな

る場合には、事前に調査検討を行い、

周辺環境への影響をできる限り回

避・低減するよう適切に対処する。な

お、発生土置き場等は、県及び関係市

町村の協力を得て選定していくこと

を考えている。 

工事排水は、各自治体において定め

られた排水基準等に従い適切に処理

する。 

工事で使用する道路は、既存道路を

活用し、必要に応じて新たに工事用道

路を設置する。 

発生土(6)は本事業内で再利用、他の

公共事業等への有効利用に努める。新

たに発生土置き場等が必要となる場

合には、事前に調査検討を行い、周辺

環境への影響をできる限り回避・低減

するよう適切に対処する。なお、発生

土置き場等は、県及び関係市町村の協

力を得て選定していくことを考えて

いる。また、場所の選定にあたっては、

地質調査や測量等を実施し、森林法や

河川法等の関係法令に基づいて長野

県や河川の管理者等と協議を行いつ

つ、生物多様性の保全上重要な自然環

境・地域、具体的には環境省が選定し

た「特定植物群落」、「日本の重要湿

地 500」等のほか、自然植生、湿地、

希少な動植物の生息地・生育地、まと

まった緑地等、動植物の重要な生息

地・生育地や自然度の高い区域、土砂

の流出があった場合に近傍河川の汚

濁のおそれがある区域等をできる限
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補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

り避けるとともに、第 10 章に示す調

査及び影響検討を実施し、第 9 章に示

す環境保全措置を詳細なものにして

いく。設計段階においては、発生土の

土質に応じたのり面勾配の確保や擁

壁の設置、排水設備の設置を検討する

とともに、工事完了後には、できる限

り早期に土砂流出防止に有効なのり

面への播種や緑化を実施する。また、

緑化されるまでの期間においても沈

砂池を設置することなどにより土砂

の流出や濁水を防止する対策を実施

し、発生土置き場からの流出土砂によ

る河床上昇・渓床への堆積に伴う災害

危険度の増大、発生土置き場の崩壊に

伴う土砂災害、発生土置き場からの濁

水に伴う河川への影響が生じないよ

う努める。発生土を運搬する際には、

飛散流出等により周辺環境に影響を

及ぼさないよう、ダンプトラックへの

シート設置等の流出防止策を実施し、

沿道への影響を低減していく。さら

に、工事中及び完成後において周辺環

境に影響を及ぼさないための管理計

画を、置き場ごとに作成して、適切に

管理を進める。これらの調査や影響検

討の結果、環境保全措置内容、および

管理計画については公表するととも

に、関係する住民の方々への説明やご

意見を伺う機会を設けていく。第三者

が 終的に管理を行うこととなる場

合には、この管理計画を引き継ぎ、清

掃による排水設備の機能確保等、適切

な管理が継続して行われるようにし

ていく。 

工事排水は、各自治体において定め

られた排水基準等に従い適切に処理

する。なお、沢や河川等の表流水への

トンネル湧水の放流にあたっては、表

流水へ影響する可能性のある箇所で

は専門家等の助言や地方公共団体と

の協議を踏まえて多地点で放流を行

うなど、できる限り影響を回避、低減

すべく計画していく。また、河川等か

らの取水については、取水箇所におけ

る流量測定を行い、流量が取水量に対

して非常に豊富であると確認出来た

場合において、水生生物や生態系に影

響を及ぼす恐れがないことについて

専門家に助言を得るとともに、他に水

を利用する関係者との協議を行った

上で取水する。 

p.3-39 

(5)工事実施期間 

工事は、平成 26 年度に着工し、平

成39年度の営業開始を想定している。

具体的には、工事実施計画認可後、

事業説明、測量、用地説明、用地取得、

設計協議、工事説明会を経て工事着手

となる。工事は着手可能なところから

速やかに開始することとし、構造物、

工事は、平成 26 年度に着工し、平

成39年度の営業開始を想定している。

具体的には、工事実施計画認可後、

事業説明、測量、用地説明、用地取得、

設計協議、工事説明会を経て工事着手

となる。工事は着手可能なところから

速やかに開始することとし、構造物、
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補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

路盤等の工事を進め、ガイドウェイ・

電気機械設備等を施工し、各種検査、

試運転を行う。作業時間は、地上部の

工事は主として昼間の工事、トンネル

工事は昼夜間の工事を考えている。そ

の際には、極力夜間作業が少なくなる

ような工事計画を立て、十分な安全対

策を講じるとともに、付近の住民に対

し事前に工事の実施期間、内容等につ

いて周知徹底する。 

概略の工事実施期間を表 3-4-4に示

す。 

路盤等の工事を進め、ガイドウェイ・

電気機械設備等を施工し、各種検査、

試運転を行う。作業時間は、地上部の

工事は主として昼間の工事、トンネル

工事は昼夜間の工事を考えている。概

略の工事実施期間を表 3-4-4 に示す。

なお、鉄道事業の特性上やむを得な

い場合（現在の列車運行を確保しなが

ら工事を行う場合等）にも夜間作業を

実施する。その際には、極力夜間作業

が少なくなるような工事計画を立て、

十分な安全対策を講じるとともに、関

係機関と適宜協議を行い、工事説明会

などの場を通じて付近の住民の方に

対し事前に工事の実施期間、内容等に

ついてご説明する。 

p.4-1-2 

4-1 地域特性の概要 

地域の特性として、フォッサマグナ

及び中央構造線による複雑な地形地

質に加え、日本海型と太平洋型の両方

の気候の影響を受けるという多様な

環境条件があることから、長野県は自

然環境及び生物多様性が豊かな地域

である。 

地域の特性として、フォッサマグナ

及び中央構造線による複雑な地形地

質に加え、日本海型と太平洋型の両方

の気候の影響を受けるという多様な

環境条件があることから、長野県は自

然環境及び生物多様性が豊かな地域

である。 

 また、平成 22 年 10 月に公表された

環境省による「国立・国定公園総点検

事業」において、現在の国立公園区域

と同等の資質を有する一体性のある

地域として、南アルプス国立公園の周

辺が拡張候補地に抽出されている。 

p.4-2-1-46 

表 4-2-1-32 人の健康の保

護に関する公共用水域水

質測定結果 

p.4-2-1-53 

表 4-2-1-34 人の健康の保

護に関する地下水水質測

定結果 

平成 25 年 6 月時点の水質測定結果を

記載 

平成 26 年 6 月時点で 新の水質測定

結果を記載 

p.4-2-1-77 

表 4-2-1-50 土壌の汚染に

係る環境基準 

1,1-ジクロロエチレン：0.02mg 以下 

 

1,1-ジクロロエチレン：0.1mg 以下 

 

p.4-2-1-78 

表 4-2-1-51 ダイオキシン

類による土壌の汚染に係

る環境基準 

備考 1.環境基準は、廃棄物の埋立地そ

の他の場所であって、外部から

適切に区別されている施設に

係る土壌については適用しな

い。 

  2.基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベ

ンゾ-パラ-ジオキシンの毒性

に換算した値とする。 

  3.環境基準が達成されている場

合であって、土壌中のダイオキ

シン類の量が250pg-TEQ/g以上

の場合（簡易測定方法により測

定した場合にあっては、簡易測

定 値 に 2 を 乗 じ た 値 が

250pg-TEQ/g 以上の場合）には、

必要な調査を実施することと

する。 

備考 1.基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベ

ンゾ-パラ-ジオキシンの毒性

に換算した値とする。 

  2.土壌中に含まれるダイオキシ

ン類をソックスレー抽出又は

高圧流体抽出し、高分解能ガス

クロマトグラフ質量分析計又

はガスクロマトグラフ四重極

形質量分析計により測定する

方法（以下「簡易測定方法」と

いう。）により測定した値（以

下「簡易測定値」という。）に

2 を乗じた値を上限、簡易測定

値に 0.5 を乗じた値を下限と

し、その範囲内の値を測定した

値とみなす。 

  3.環境基準が達成されている場
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補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

合であって、土壌中のダイオキ

シン類の量が250pg-TEQ/g以上

の場合（簡易測定方法により測

定した場合にあっては、簡易測

定 値 に 2 を 乗 じ た 値 が

250pg-TEQ/g 以上の場合）には、

必要な調査を実施することと

する。 

p.4-2-2-31 

表 4-2-2-11 対象事業実施

区域及びその周囲の湧水

等 

－ 以下を追記 

（名称） 

草見の滝 

（所在地） 

飯田市上飯田 

p.5-49 

表 5-2-42 土壌の予測結果 

（大深度部） 

・土壌汚染対策法に基づく形質変更時

要届出区域が 4 箇所存在するため、ト

ンネル、駅および非常口（都市部）等

の工事における土地の掘削等により

基準不適合土壌が拡散する可能性が

ある。 

（大深度部） 

・土壌汚染対策法に基づく形質変更時

要届出区域が 4 箇所存在するため、ト

ンネル、駅および非常口（都市部）等

の工事における土地の掘削等により

基準不適合土壌が拡散する可能性が

ある。また、要措置区域は 1 箇所存在

するものの、該当区域は回避するよう

計画することから、影響はない。 

p.7-39 

表 7-2-1(16)環境影響評価

項目に係る調査、予測及び

評価の手法並びにその選

定理由 

（温室効果ガス 影響要因の区分） 

（工事の実施） 

・建設機械の稼働 

・資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行 

 

（温室効果ガス 予測の基本的な手

法） 

工事の実施に伴う温室効果ガス排

出量を積算する方法により定量的に

検討し、温室効果ガス排出量の削減へ

の取り組みを勘案して定性的に予測

する。 

 

 

 

－ 

（温室効果ガス 影響要因の区分） 

（工事の実施） 

・建設機械の稼働 

・資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行 

・建設資材の使用及び廃棄物の発生 

（温室効果ガス 予測の基本的な手

法） 

工事の実施において建設機械の稼

働、資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行、建設資材の使用及び廃棄物の

発生に伴う温室効果ガス排出量を積

算する方法(4)により定量的に検討し、

温室効果ガス排出量の削減への取り

組みを勘案して定性的に予測する。 

 

欄外に以下を追記 
(4)「名古屋市環境影響評価技術指針マ

ニュアル（温室効果ガス等）」（平成

19 年 8 月、名古屋市環境局）に基づく

p.8-1-1-31 

表 8-1-1-20(1)機械の稼働

による二酸化窒素濃度の

予測結果 

p.8-1-1-36、37 

図 8-1-1-6(4)､(5)調査結

果及び予測結果（大気質）

[建設機械の稼働：二酸化

窒素、浮遊粒子状物質] 

（地点番号 15 直近住居等） 

0.00264 0.006 0.00864 30.6 

 

（地点番号 16 直近住居等） 

0.00480 0.006 0.01080 44.4 

 

（地点番号 17 直近住居等） 

0.00001 0.006 0.00601 0.1 

（地点番号 15 直近住居等） 

0.00480 0.006 0.01080 44.4 

 

（地点番号 16 直近住居等） 

0.00390 0.006 0.00990 39.4 

 

（地点番号 17 直近住居等） 

0.00339 0.006 0.00939 36.1 

p.8-1-1-32 

表 8-1-1-20(2) 機械の稼

働による浮遊粒子状物質

濃度の予測結果 

p.8-1-1-36、37 

図 8-1-1-6(4)、(5)調査結

（地点番号 15 直近住居等） 

0.00028 0.018 0.01828 1.6 

 

（地点番号 16 直近住居等） 

0.00159 0.018 0.01959 8.1 

 

（地点番号 15 直近住居等） 

0.00055 0.018 0.01855 3.0 

 

（地点番号 16 直近住居等） 

0.00041 0.018 0.01841 2.2 
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補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

果及び予測結果（大気質）

[建設機械の稼働：二酸化

窒素、浮遊粒子状物質] 

（地点番号 17 直近住居等） 

0.00000 0.018 0.01800 0.0 
（地点番号 17 直近住居等） 

0.00034 0.018 0.01834 1.9 

p.8-1-1-40 

表 8-1-1-21 環境保全措置

の検討の状況 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とにより、建設機械の稼働を抑えるこ

とができ、二酸化窒素及び浮遊粒子状

物質の発生を回避又は低減できるこ

とから、環境保全措置として採用す

る。 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき

る限り小さくすることで、建設機械の

稼働を抑えることができ、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質の発生を回避又

は低減できることから、環境保全措置

として採用する。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

工事の平準化 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

工事の平準化により偏った施工を避

けることで、二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質の局地的な発生を低減できる

ことから、環境保全措置として採用す

る。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

建設機械の高負荷運転の抑制、建設機

械の点検及び整備について、工事従事

者への講習・指導を実施することによ

り、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の

発生の低減が見込まれるため、環境保

全措置として採用する。 

p.8-1-1-41 

b)環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、建設機械の稼働による

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係

る環境影響を回避又は低減させるた

め、環境保全措置として「排出ガス対

策型建設機械の採用」「工事規模に合

わせた建設機械の設定」「建設機械の

使用時における配慮」「建設機械の点

検及び整備による性能維持」「工事に

伴う改変区域をできる限り小さくす

る」及び「揮発性有機化合物の排出抑

制」を実施する。 

 

本事業では、建設機械の稼働による

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係

る環境影響を回避又は低減させるた

め、環境保全措置として「排出ガス対

策型建設機械の採用」「工事規模に合

わせた建設機械の設定」「建設機械の

使用時における配慮」「建設機械の点

検及び整備による性能維持」「工事に

伴う改変区域をできる限り小さくす

る」「揮発性有機化合物の排出抑制」

「工事の平準化」及び「工事従事者へ

の講習・指導」を実施する。 

p.8-1-1-42 

表 8-1-1-22(5)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とにより、建設機械の稼働を抑えるこ

とができ、二酸化窒素及び浮遊粒子状

物質の発生を回避又は低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき

る限り小さくすることで、建設機械の

稼働を抑えることができ、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質の発生を回避又

は低減できる。 
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p.8-1-1-42 

表 8-1-1-22(7)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-1-1-43 

表 8-1-1-22(8)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-1-1-44 

①回避又は低減に係る評

価 

二酸化窒素については、地点番号 07

（大鹿村大河原上青木）において 大

濃度地点で寄与率 98.7％と 大とな

り、直近住居等で寄与率 93.9％とな

る。また、その他の地点についても

大濃度地点で 22.1％～97.4％、直近住

居等で 0.1％～94.8％となる。 

浮遊粒子状物質については、地点番

号 01（大鹿村大河原釜沢）において

大濃度地点で寄与率 63.2％と 大と

なり、直近住居等で寄与率 25.6％とな

る。また、その他の地点についても

大濃度地点で 0.9.％～54.5％、直近住

居等で 0.0％～37.9％となる。 

二酸化窒素については、地点番号 07

（大鹿村大河原上青木）において 大

濃度地点で寄与率 98.7％と 大とな

り、直近住居等で寄与率 93.9％とな

る。また、その他の地点についても

大濃度地点で 22.1％～97.4％、直近住

居等で 8.2％～94.8％となる。 

浮遊粒子状物質については、地点番

号 01（大鹿村大河原釜沢）において

大濃度地点で寄与率 63.2％と 大と

なり、直近住居等で寄与率 25.6％とな

る。また、その他の地点についても

大濃度地点で 0.9.％～54.5％、直近住

居等で 0.2％～37.9％となる。 

p.8-1-1-46 

表 8-1-1-24(1)基準又は目

標との整合の状況（二酸化

窒素） 

 

（地点番号 15 直近住居等） 

0.00864 0.020 

 

（地点番号 16 直近住居等） 

0.01080 0.023  

 

（地点番号 17 直近住居等） 

0.00601 0.017  

（地点番号 15 直近住居等） 

0.01080 0.023  

 

（地点番号 16 直近住居等） 

0.00990 0.022 

 

（地点番号 17 直近住居等） 

0.00939 0.021 
p.8-1-1-47 

表 8-1-1-24(2)基準又は目

標との整合の状況（浮遊粒

子状物質） 

 

（地点番号 15 直近住居等） 

0.01828 0.046 

 

（地点番号 16 直近住居等） 

0.01959 0.048  

 

（地点番号 17 直近住居等） 

0.01800 0.045  

（地点番号 15 直近住居等） 

0.01855 0.046  

 

（地点番号 16 直近住居等） 

0.01841 0.046 

 

（地点番号 17 直近住居等） 

0.01834 0.046 
p.8-1-1-53 

①車両交通量 

各予測地点における資材及び機械

の運搬に用いる車両の台数を、表

8-1-1-27 に示す。 

各予測地点における資材及び機械

の運搬に用いる車両の台数を、表

8-1-1-27 に示す。また、設定した走行

速度は、渋滞による速度低下等も考慮

するため現地により実測した結果を

踏まえて設定した。 

p.8-1-1-54 

表 8-1-1-27 資材及び機械

の運搬に用いる車両等の

台数 

  
 

表の欄外に以下を追記 

注 1.運行時間帯 昼間：8：00～17：

00（12：00 台を除く） 

地点 
番号 

予測地点 資材及び機械の 
運搬に用いる車両 
（年間発生台数） 市町村名 所在地 

01 

大鹿村 

大河原上市場 208,001 

02 大河原下市場 234,998 

03 大河原下青木 34,477 

04 豊丘村 神稲木門 88,564 

05 喬木村 阿島北 66,689 

06 

飯田市 

座光寺高岡 45,881 

07 上郷飯沼北条 72,419 

08 高羽町6 79,137 

09 北方 79,137 

10 阿智村 清内路下清内路 120,095 

11 

南木曽町 

吾妻漆畑 91,077 

12 吾妻蘭 31,850 

13 吾妻妻籠橋 120,095 

注 1.表中の年間発生台数は、片道の台数を示す。 

地点
番号

予測地点 資材及び機械の 
運搬に用いる車両 
（年間発生台数） 市町村名 所在地 

01 

大鹿村 

大河原上市場 208,001 

02 大河原下市場 234,998 

03 大河原下青木 34,477 

04 豊丘村 神稲木門 88,564 

05 喬木村 阿島北 66,689 

06 

飯田市 

座光寺高岡 45,881 

07 上郷飯沼北条 72,419 

08 高羽町6 79,137 

09 北方 79,137 

10 阿智村 清内路下清内路 120,095 

11 

南木曽町

吾妻漆畑 91,077 

12 吾妻蘭 31,850 

13 吾妻妻籠橋 120,095 

注 1.運行時間帯 昼間：8:00～17:00（12:00 台を除く） 

注 2.表中の年間発生台数は、片道の台数を示す。 
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p.8-1-1-64 

表 8-1-1-31 環境保全措置

の検討の状況 

（発生集中交通量の削減 適否の理

由） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整し、発生集中交通量を

削減することで、二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の発生を低減できること

から、環境保全措置として採用する。

 

 

 

 

 

 

－ 

（発生集中交通量の削減 適否の理

由） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の発生を低減できる

ことから、環境保全措置として採用す

る。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備、環境負荷低減を意識し

た運転について、工事従事者への講

習・指導を実施することにより、二酸

化窒素及び浮遊粒子状物質の発生の

低減が見込まれるため、環境保全措置

として採用する。 

p.8-1-1-65 

b) 環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行による二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質に係る環境影響

を低減させるため、環境保全措置とし

て「資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持」「資

材及び機械の運搬に用いる車両の運

行計画の配慮」「環境負荷低減を意識

した運転の徹底」「揮発性有機化合物

の排出抑制」「工事の平準化」及び「発

生集中交通量の削減」を実施する。 

 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行による二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質に係る環境影響

を低減させるため、環境保全措置とし

て「資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持」「資

材及び機械の運搬に用いる車両の運

行計画の配慮」「環境負荷低減を意識

した運転の徹底」「揮発性有機化合物

の排出抑制」「工事の平準化」「発生

集中交通量の削減」及び「工事従事者

への講習・指導」を実施する。 

p.8-1-1-66 

表 8-1-1-32(6)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整し、発生集中交通量を

削減することで、二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の発生を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、二酸化窒素及び
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浮遊粒子状物質の発生を低減できる。

p.8-1-1-67 

表 8-1-1-32(7)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-1-1-68 

①回避又は低減に係る評

価 

二酸化窒素については、地点番号 02

（大鹿村大河原下市場）において寄与

率 52.0％と 大となり、その他の地点

についても 0.2％～44.8％となる。 

二酸化窒素については、地点番号 02

（大鹿村大河原下市場）において寄与

率 52.0％と 大となり、その他の地点

についても 0.2％～45.8％となる。 

p.8-1-1-76 

表 8-1-1-38 建設機械の稼

働による降下ばいじん量

の予測結果 

 

p.8-1-1-80、81 

図 8-1-1-13(4)、(5)調査結

果及び予測結果(大気質)

[建設機械の稼働：降下ば

いじん] 

(地点番号 12、直近住居等の予測値) 

0.81  1.08  0.98  0.81 

 

(地点番号 15、 大濃度地点の予測値)

1.06  1.43  1.29  1.04 

 

(地点番号 17、直近住居等の予測値) 

0.00  0.00  0.00  0.00 

(地点番号 12、直近住居等の予測値) 

0.32  0.43  0.41  0.33 

 

(地点番号 15、 大濃度地点の予測値)

1.06  1.43  1.29  1.10 

 

(地点番号 17、直近住居等の予測値) 

0.21  0.30  0.29  0.23 

p.8-1-1-84 

表 8-1-1-39 環境保全措置

の検討の状況 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とにより、粉じん等の発生を回避又は

低減できることから、環境保全措置と

して採用する。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき

る限り小さくすることで、粉じん等の

発生を回避又は低減できることから、

環境保全措置として採用する。 

p.8-1-1-85 

表 8-1-1-40(4)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とにより、粉じん等の発生を低減でき

る。 

（環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき

る限り小さくすることで、粉じん等の

発生を回避又は低減できる。 

p.8-1-1-87 

表 8-1-1-42 基準又は目標

との整合の状況 

（地点番号 15、予測値） 

1.06  1.43  1.29  1.04 

（地点番号 15、予測値） 

1.06  1.43  1.29  1.10 

p.8-1-1-97 

表 8-1-1-46 環境保全措置

の検討の状況 

（発生集中交通量の削減 適否の理

由） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整し、発生集中交通量を

削減することで、粉じん等の発生を低

減できることから、環境保全措置とし

て採用する。 

（発生集中交通量の削減 適否の理

由） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、粉じん等の発生

を低減できることから、環境保全措置

として採用する。 

p.8-1-2-9 

5)調査期間 

 現地調査の調査時期は、表 8-1-2-5

のとおり、騒音が年間を通して平均的

な状況であると考えられる平日の 24

時間とした。 

現地調査の調査時期は、表 8-1-2-5

のとおりである。調査範囲が広域に渡

ること、調査員数に限りがあること、

また、天候による調査日選定の関係も

あったことから、同一日における一斉

調査は困難であり、地域毎に調査日が
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異なっているが、騒音が年間を通して

平均的な状況であると考えられる平

日の 24 時間とした。 

p.8-1-2-14 

b)予測式 

＜予測点から音源が見える場合＞ 





 






＜073.00

073.00)(sinh15.25-
0.421 ＜≦

dL
 

＜予測点から音源が見える場合＞ 





 






＜073.00

073.00)(sinh15.25-
0.421 ≦＜

dL

p.8-1-2-21～25 

図 8-1-2-5(1)～(5)調査結

果及び予測結果（騒音）[建

設機械の稼働] 

－ 学校、病院及び福祉施設等の位置を図

示 

p.8-1-2-26 

表 8-1-2-14 環境保全措置

の検討の状況 

（仮囲い・防音シート等の設置による

遮音対策 適否の理由） 

住居等周辺環境を考慮した仮囲い等

の高さの検討を行ったうえで仮囲

い・防音シート等を設置することで、

遮音による騒音の低減効果が見込ま

れることから、環境保全措置として採

用する。 

 

 

 

（改変区域をできる限り小さくする

適否の理由） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とにより、建設機械の稼働を抑えるこ

とができ、騒音の発生を回避又は低減

できることから、環境保全措置として

採用する。 

 

 

 

－ 

（仮囲い・防音シート等の設置による

遮音対策 適否の理由） 

仮囲いについて、住居等周辺環境を考

慮した高さの検討を行ったうえで設

置することや、防音シート等を設置す

ることで、遮音による騒音の低減効果

が見込まれる。なお、防音シートの遮

音性能は、透過損失 10dB とされてい

る（ASJ CN-Model 2007）ことから、

環境保全措置として採用する。 

 

（改変区域をできる限り小さくする

適否の理由） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき

る限り小さくすることで、建設機械の

稼働を抑えることができ、騒音の発生

を回避又は低減できることから、環境

保全措置として採用する。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

建設機械の高負荷運転の抑制、建設機

械の点検及び整備について、工事従事

者への講習・指導を実施することによ

り、騒音の発生の低減が見込まれるた

め、環境保全措置として採用する。 

p.8-1-2-26、27 

ｲ) 環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、建設機械の稼働による

騒音に係る環境影響を回避又は低減

させるため、環境保全措置として「低

騒音型建設機械の採用」「仮囲い・防

音シート等の設置による遮音対策」

「工事規模に合わせた建設機械の設

定」「建設機械の使用時における配慮」

「建設機械の点検及び整備による性

能維持」「改変区域をできる限り小さ

くする」及び「工事の平準化」を実施

する。 

本事業では、建設機械の稼働による

騒音に係る環境影響を回避又は低減

させるため、環境保全措置として「低

騒音型建設機械の採用」「仮囲い・防

音シート等の設置による遮音対策」

「工事規模に合わせた建設機械の設

定」「建設機械の使用時における配慮」

「建設機械の点検及び整備による性

能維持」「改変区域をできる限り小さ

くする」「工事の平準化」及び「工事

従事者への講習・指導」を実施する。
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p.8-1-2-27 

表 8-1-2-15(2)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

住居等周辺環境を考慮した仮囲い等

の高さの検討を行ったうえで仮囲

い・防音シート等を設置することで、

遮音による騒音の低減効果が見込ま

れる。 

（環境保全措置の効果） 

仮囲いについて、住居等周辺環境を考

慮した高さの検討を行ったうえで設

置することや、防音シート等を設置す

ることで、遮音による騒音の低減効果

が見込まれる。なお、防音シートの遮

音性能は、透過損失 10dB とされてい

る（ASJ CN-Model 2007）。 

p.8-1-2-28 

表 8-1-2-15(6)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とにより、建設機械の稼働を抑えるこ

とができ、騒音の発生を回避又は低減

できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき

る限り小さくすることで、建設機械の

稼働を抑えることができ、騒音の発生

を回避又は低減できる。 

p.8-1-2-28 

表 8-1-2-15(8)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-1-2-31 

b)基準又は目標との整合

性の検討 

 以上より、建設機械の稼働による騒

音は、基準又は目標との整合が図られ

ていることを確認した。 

 以上より、建設機械の稼働による騒

音は、基準又は目標との整合が図られ

ていることを確認した。 

 なお、特定建設作業に該当する場合

は、騒音規制法に基づく実施の届出を

行う。 

p.8-1-2-35 

表 8-1-2-19 予測条件 

 

 

（地点番号 13、規制速度） 

 50 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

（地点番号 13、規制速度） 

 40 

 

以下を追記 

「昼夜区分」 

 

表の欄外に以下を追記 

注 1．昼間：6:00～22:00、夜間：22:00

～翌 6:00 

注 2. 表中の 大発生集中交通量は、

往復の台数を示す。 

p.8-1-2-36 

表 8-1-2-20 予測結果 

 

 

－ 

 

 

 

 

以下を追記 

「昼夜区分」 

 

地点
番号 

路線名 
大発生集中 

交通量（台/日）
規制速度
(km/h) 

大型 

01 県道 253 号(赤石岳公園線) 1,566 60 

02 国道 152 号 1,736 60 

03 国道 152 号 234 60 

04 村道 中央線(伊那南部広域農道) 644 60 

05 村道 竜東一貫道路 718 50 

06 県道 251 号(上飯田線) 434 50 

07 国道 153 号 752 40 

08 市道（南信州フルーツライン） 692 50 

09 国道 256 号 692 50 

10 国道 256 号 920 50 

11 国道 256 号 690 50 

12 国道 256 号 458 50 

13 国道 256 号 690 50 

地点
番号

路線名 
大発生集中 

交通量（台/日） 
規制速度
(km/h) 

昼夜区分 

大型 
01 県道 253 号(赤石岳公園線) 1,566 60 昼間 

02 国道 152 号 1,736 60 昼間 

03 国道 152 号 234 60 昼間 

04 村道 中央線(伊那南部広域農道) 644 60 昼間 

05 村道 竜東一貫道路 718 50 昼間 

06 県道 251 号(上飯田線) 434 50 昼間 

07 国道 153 号 752 40 昼間 

08 市道（南信州フルーツライン） 692 50 昼間 

09 国道 256 号 692 50 昼間 

10 国道 256 号 920 50 昼間 

11 国道 256 号 690 50 昼間 

12 国道 256 号 458 50 昼間 

13 国道 256 号 690 40 昼間 

注 1．昼間：6:00～22:00、夜間：22:00～翌 6:00 

注 2. 表中の 大発生集中交通量は、往復の台数を示す。 

地点

番号 
路線名 

等価騒音レベル(LAeq) 

（dB） 

現況値 寄与分 予測値 

01 県道 253 号(赤石岳公園線) 55 9.7 65 

02 国道 152 号 62 6.8 69 

03 国道 152 号 54 4.5 59 

04 村道中央線(伊那南部広域農道) 58 7.5 65 

05 村道竜東一貫道路 68 0.9 69 

06 県道 251 号(上飯田線) 66 0.7 67 

07 国道 153 号 68 0.6 69 

08 市道（南信州フルーツライン） 64 1.0 65 

09 国道 256 号 72 0.9 73 

10 国道 256 号 61 1.8 63 

11 国道 256 号 61 5.4 66 

12 国道 256 号 64 1.9 66 

13 国道 256 号 64 2.9 67 

地点

番号
路線名 

等価騒音レベル(LAeq) 

（dB） 昼夜区分 

現況値 寄与分 予測値 

01 県道 253号(赤石岳公園線) 55 9.7 65 昼間 

02 国道 152号 62 6.8 69 昼間 

03 国道 152号 54 4.5 59 昼間 

04 村道中央線(伊那南部広域農道) 58 7.5 65 昼間 

05 村道竜東一貫道路 68 0.9 69 昼間 

06 県道 251号(上飯田線) 66 0.7 67 昼間 

07 国道 153号 68 0.6 69 昼間 

08 市道（南信州フルーツライン） 64 1.0 65 昼間 

09 国道 256号 72 0.9 73 昼間 

10 国道 256号 61 1.8 63 昼間 

11 国道 256号 61 5.4 66 昼間 

12 国道 256号 64 1.9 66 昼間 

13 国道 256号 64 2.9 67 昼間 

注 1．昼間：6:00～22:00、夜間：22:00～翌 6:00 
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－ 表の欄外に以下を追記 

注 1．昼間：6:00～22:00、夜間：22:00

～翌 6:00 

p.8-1-2-37～41 

図 8-1-2-7(1)～(5)調査結

果及び予測結果（騒音）[資

材及び機械の運搬に用い

る車両の運行] 

－ 学校、病院及び福祉施設等の位置を図

示 

p.8-1-2-43 

表 8-1-2-21 環境保全措置

の検討の状況 

（発生集中交通量の削減 適否の理

由） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整し、発生集中交通量を

削減することで、騒音の発生を低減で

きることから、環境保全措置として採

用する。 

 

 

 

 

 

－ 

（発生集中交通量の削減 適否の理

由） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、騒音の発生を低

減できることから、環境保全措置とし

て採用する。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備、環境負荷低減を意識し

た運転について、工事従事者への講

習・指導を実施することにより、騒音

の発生の低減が見込まれるため、環境

保全措置として採用する。 

p.8-1-2-44 

ｲ) 環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行による騒音に係る

環境影響を低減させるため、環境保全

措置として「資材及び機械の運搬に用

いる車両の点検及び整備による性能

維持」「資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行計画の配慮」「環境負荷低

減を意識した運転の徹底」「工事の平

準化」及び「発生集中交通量の削減」

を実施する。 

 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行による騒音に係る

環境影響を低減させるため、環境保全

措置として「資材及び機械の運搬に用

いる車両の点検及び整備による性能

維持」「資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行計画の配慮」「環境負荷低

減を意識した運転の徹底」「工事の平

準化」「発生集中交通量の削減」及び

「工事従事者への講習・指導」を実施

する。 

p.8-1-2-45 

表 8-1-2-22(5)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整し、発生集中交通量を

（環境保全措置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工
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削減することで、騒音の発生を低減で

きる。 

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、騒音の発生を低

減できる。 

p.8-1-2-45 

表 8-1-2-22(6)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-1-2-47 

a)回避又は低減に係る評

価 

本事業では、これらの状況に加え、

「資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持」「資

材及び機械の運搬に用いる車両の運

行計画の配慮」「環境負荷低減を意識

した運転の徹底」「工事の平準化」及

び「発生集中交通量の削減」の環境保

全措置を確実に実施することから、資

材及び機械の運搬に用いる車両の運

行による騒音に係る環境影響につい

ては低減が図られているものと評価

する。 

本事業では、これらの状況に加え、

「資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持」「資

材及び機械の運搬に用いる車両の運

行計画の配慮」「環境負荷低減を意識

した運転の徹底」「工事の平準化」「発

生集中交通量の削減」及び「工事従事

者への講習・指導」の環境保全措置を

確実に実施することから、資材及び機

械の運搬に用いる車両の運行による

騒音に係る環境影響については低減

が図られているものと評価する。 

p.8-1-2-47 

b)基準又は目標との整合

性の検討 

この内、現況で騒音に係る環境基準

を超過している地点の予測結果は

69dB、73dB となる。これは現況の騒音

レベルが基準を超過しているもので

あり、資材及び機械の運搬に用いる車

両による寄与は小さい。 

この内、現況で騒音に係る環境基準

を超過している地点の予測結果は

69dB、73dB となる。これは現況の騒音

レベルが基準を超過しているもので

あり、資材及び機械の運搬に用いる車

両による寄与はほとんどない。なお、

既に環境基準を超過している地点に

ついては、道路管理者と連絡、調整を

密に図り、更なる環境影響の低減に努

める。 

p.8-1-2-47 

表 8-1-2-24 評価結果 

 

 

－ 

 

 

 

－ 

 

 

以下を追記 

「昼夜区分」 

 

表の欄外に以下を追記 

注 1．昼間：6:00～22:00、夜間：22:00

～翌 6:00 

p.8-1-2-52 

ｵ)予測地点 

予測地点は、予測地域の内、住居等

の分布状況と環境対策工の種類を考

慮し、列車の走行（地下を走行する場

合を除く。）に係る騒音の影響を適切

に予測することができる場所として、

表 8-1-2-25 に示す市町村の代表地点

を設定した。予測高さは、地表から

1.2m とした。 

 

予測地点は、予測地域の内、住居等

の分布状況と環境対策工の種類を考

慮し、列車の走行（地下を走行する場

合を除く。）に係る騒音の影響を適切

に予測することができる場所として、

表 8-1-2-25 に示す市町村の代表地点

を設定した。市町村の主な代表地点に

ついては、環境対策工の種類を考慮し

たうえで、基本的には線路近傍で も

住居の集積が多いと考えられる箇所

を選定した。予測高さは、地表から

1.2m とした。 

地点

番号 
路線名 

等価騒音レベル(LAeq) 

（dB） 

現況値 

（dB） 

寄与分 

（dB） 

予測値 

（dB） 

環境基準 

（dB） 

01 県道 253 号(赤石岳公園線) 55 9.7 65 

70 02 国道 152 号 62 6.8 69 

03 国道 152 号 54 4.5 59 

04 村道 中央線(伊那南部広域農道) 58 7.5 65 
65 

05 村道 竜東一貫道路 68 0.9 69 

06 県道 251 号(上飯田線) 66 0.7 67 

70 

07 国道 153 号 68 0.6 69 

08 市道（南信州フルーツライン） 64 1.0 65 

09 国道 256 号 72 0.9 73 

10 国道 256 号 61 1.8 63 

11 国道 256 号 61 5.4 66 

12 国道 256 号 64 1.9 66 

13 国道 256 号 64 2.9 67 

地点

番号
路線名 

等価騒音レベル(LAeq) 

（dB） 
昼夜区分

現況値 

（dB） 

寄与分 

（dB） 

予測値 

（dB） 

環境基準 

（dB） 

01 県道 253号(赤石岳公園線) 55 9.7 65 

70 

昼間 

02 国道 152号 62 6.8 69 昼間 

03 国道 152号 54 4.5 59 昼間 

04 村道 中央線(伊那南部広域農道) 58 7.5 65 
65 

昼間 

05 村道 竜東一貫道路 68 0.9 69 昼間 

06 県道 251号(上飯田線) 66 0.7 67 

70 

昼間 

07 国道 153号 68 0.6 69 昼間 

08 市道（南信州フルーツライン） 64 1.0 65 昼間 

09 国道 256号 72 0.9 73 昼間 

10 国道 256号 61 1.8 63 昼間 

11 国道 256号 61 5.4 66 昼間 

12 国道 256号 64 1.9 66 昼間 

13 国道 256号 64 2.9 67 昼間 

注 1．昼間：6:00～22:00、夜間：22:00～翌6:00 
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p.8-1-2-63 

表 8-1-2-30 環境保全措置

の検討の状況 

（個別家屋対策 適否の理由） 

家屋の防音工事等を行うことにより、

騒音の影響を低減できることから、環

境保全措置として採用する。 

 

 

 

 

（沿線の土地利用対策 適否の理由）

新幹線計画と整合した公共施設（道

路、公園、緑地等）を配置する等の土

地利用対策を推進するよう関係機関

に協力の要請をすることで、鉄道施設

との距離を確保することにより住居

等における騒音を低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

（個別家屋対策 適否の理由） 

対象となる家屋の所有者と調整した

上で、防音型アルミサッシへの取替や

防振パッキングといった家屋の防音

工事等を行うことにより、騒音の影響

を低減できることから、環境保全措置

として採用する。 

 

（沿線の土地利用対策 適否の理由）

新幹線計画と整合した開発の抑制や

公共施設（道路、公園、緑地等）の配

置等の土地利用対策を推進するよう

関係機関に協力の要請をすることで、

鉄道施設との距離を確保することに

より住居等における騒音を低減でき

ることから、環境保全措置として採用

する。 

p.8-1-2-65 

表 8-1-2-31(5)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

家屋の防音工事等を行うことにより、

騒音の影響を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

対象となる家屋の所有者と調整した

上で、防音型アルミサッシへの取替や

防振パッキングといった家屋の防音

工事等を行うことにより、騒音の影響

を低減できる。 

p.8-1-2-65 

表 8-1-2-31(6)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

新幹線計画と整合した公共施設（道

路、公園、緑地等）を配置する等の土

地利用対策を推進することで、鉄道施

設との距離を確保することにより、住

居等における騒音を低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

新幹線計画と整合した開発の抑制や

公共施設（道路、公園、緑地等）の配

置等の土地利用対策を推進すること

で、鉄道施設との距離を確保すること

により、住居等における騒音を低減で

きる。 

p.8-1-2-66、67 

b)基準又は目標との整合

性の検討 

列車の走行（地下を走行する場合を

除く。）に係る騒音の予測値は表

8-1-2-29 に示したとおりである。な

お、評価の指標となる表 8-1-2-32 の

「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」

は、新幹線鉄道騒音による被害を防止

するための音源対策、障害防止対策

（個別家屋対策）、土地利用対策等の

各種施策を総合的に推進するに際し

ての行政上の目標となるべきものと

されている。 

 具体的な類型の指定は、工事実施計

画認可後に行われることになるが、本

事業の列車の走行（地下を走行する場

合を除く。）に伴う騒音の影響に対し

ては、今後、防音壁等による騒音対策

に加えて、前述の総合的な騒音対策の

実施により、基準値との整合を図るよ

う努めることとする。 

列車の走行（地下を走行する場合を

除く。）に係る騒音の予測値は表

8-1-2-29 に示したとおりである。な

お、評価の指標となる表 8-1-2-32 の

「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」

は、新幹線鉄道騒音による被害を防止

するための音源対策、障害防止対策

（個別家屋対策）、土地利用対策等の

各種施策を総合的に推進するに際し

ての行政上の目標となるべきものと

されている。 

また、「新幹線鉄道騒音対策要綱」

（昭和 51 年 3 月 5 日閣議了解）にお

いても、音源対策、障害防止対策、沿

線地域の土地利用対策等の対策実施

を強力に推進するものとされている。

生活環境の保全に配慮すべき住居

等が多く存在している集落の区域や

病院等の保全施設が近くにあるとこ

ろにおいては、音源対策として防音防

災フードを設置することを基本に考

えており、結果として、地上区間の多

くの部分において、この考え方により

防音防災フードを設置することを想

定している。 

しかしながらその一方で、観光振興

の観点等から、走行するリニア車両を

一定の区間見えるようにしてほしい、
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との地元自治体からの要請もあると

いう現状がある。 

走行するリニア車両の騒音を音源

対策として抑制するためには、防音防

災フードのように隙間のない構造と

する必要があり、透明材でフードを構

成することは極めて困難であり、現状

のコンクリート製のフードとする必

要があることから、走行するリニア車

両を見えるようにするためには、防音

防災フードを設置するのではなく、防

音壁とする以外に現実的な方策はな

いと考えている。 

したがって、連続した防音壁区間を

確保するため、新幹線鉄道騒音から通

常の生活を保全する必要がある箇所

に該当しない、河川部、農用地、工業

専用地域となっている区間の他、これ

らに挟まれた比較的家屋の少ない区

間についても防音壁とすることを想

定している。仮に、こうした場所につ

いて類型指定がなされる場合、Ⅱ類型

であったとしても防音壁という音源

対策だけでは基準を達成することが

できないため、まずは類型指定がなさ

れないよう、関係機関に要請をすると

ともに、類型指定がなされた場合は公

共施設（道路、公園、緑地等）の配置、

宅地開発の抑制といった土地利用対

策を関係機関に要請していくが、それ

らの対策によっても環境基準が達成

できない場合には、障害防止対策（個

別家屋対策）を実施することにより、

環境基準が達成された場合と同等の

屋内環境を保持して、基準との整合を

図っていく。 

これらの点を踏まえて、音源対策と

しての環境対策工の配置については、

関係機関による土地利用対策の考え

方も勘案し、現状の住居等の分布状況

や土地利用の状況に基づいて、県およ

び沿線市町村と協議して決定し、計画

の進捗に合わせて今後各段階で実施

する説明会等の場で住民の皆様に説

明し、ご理解を深めて頂く考えであ

る。 

また、土地利用対策については、昭

和 50 年に環境庁大気保全局長から各

都道府県の知事に通知された環大特

第 100 号において、「新幹線鉄道沿線

地域を含む土地利用計画を決定し、又

は変更しようとする場合は、この基準

の維持達成に資するよう配慮するこ

と」とされていることから、工事期間

中や供用後を含め、この趣旨に沿った

取扱いが継続して進められるよう、関

係機関に協力を要請していく。 

完成後は、環境対策工の配置を踏ま

えて測定地点を選定し、騒音測定を行



 

14-15 

補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

う。その結果、環境基準との整合が図

られていない場合には、原因を究明の

うえ、必要な環境保全措置を講じてい

く。 

なお、学校については、全て環境基

準を達成するよう配慮を行っている。

p.8-1-3-9 

5)調査期間 

 現地調査の調査時期は表 8-1-3-5に

示すとおり、振動が年間を通して平均

的な状況であると考えられる平日の

24 時間とした。 

現地調査の調査時期は表8-1-3-5に

示すとおりである。調査範囲が広域に

渡ること、調査員数に限りがあるこ

と、また、天候による調査日選定の関

係もあったことから、同一日における

一斉調査は困難であり、地域毎に調査

日が異なっているが、振動が年間を通

して平均的な状況であると考えられ

る平日の 24 時間とした。 

p.8-1-3-19～23 

図 8-1-3-4(1)～(5)調査結

果及び予測結果（振動）[建

設機械の稼働] 

－ 学校、病院及び福祉施設等の位置を図

示 

p.8-1-3-24 

表 8-1-3-15 環境保全措置

の検討の状況 

（改変区域をできる限り小さくする

適否の理由） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とにより、建設機械の稼働を抑えるこ

とができ、振動の発生を回避又は低減

できることから、環境保全措置として

採用する。 

 

 

 

－ 

（改変区域をできる限り小さくする

適否の理由） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき

る限り小さくすることで、建設機械の

稼働を抑えることができ、振動の発生

を回避又は低減できることから、環境

保全措置として採用する。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

建設機械の高負荷運転の抑制、建設機

械の点検及び整備について、工事従事

者への講習・指導を実施することによ

り、振動の発生の低減が見込まれるた

め、環境保全措置として採用する。 

p.8-1-3-24 

ｲ) 環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、建設機械の稼働による

振動に係る環境影響を回避又は低減

させるため、環境保全措置として「低

振動型建設機械の採用」「工事規模に

合わせた建設機械の設定」「建設機械

の使用時における配慮」「建設機械の

点検及び整備による性能維持」「改変

区域をできる限り小さくする」及び

「工事の平準化」を実施する。 

 

本事業では、建設機械の稼働による

振動に係る環境影響を回避又は低減

させるため、環境保全措置として「低

振動型建設機械の採用」「工事規模に

合わせた建設機械の設定」「建設機械

の使用時における配慮」「建設機械の

点検及び整備による性能維持」「改変

区域をできる限り小さくする」「工事

の平準化」及び「工事従事者への講

習・指導」を実施する。 

p.8-1-3-25 

表 8-1-3-16(5)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とにより、建設機械の稼働を 小限に

抑えることで、振動の発生を回避又は

低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき

る限り小さくすることで、建設機械の

稼働を抑えることができ、振動の発生

を回避又は低減できる。 
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p.8-1-3-26 

表 8-1-3-16(7)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-1-3-28 

b)基準又は目標との整合

性の検討 

以上より、建設機械の稼働による振

動は、基準又は目標との整合性は図ら

れていることを確認した。 

以上より、建設機械の稼働による振

動は、基準又は目標との整合が図られ

ていることを確認した。 

なお、特定建設作業に該当する場合

は、振動規制法に基づく実施の届出を

行う。 

p.8-1-3-31 

表 8-1-3-20 予測条件 

 

 

（地点番号 13、規制速度） 

 50 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

（地点番号 13、規制速度） 

40 

 

以下を追記 

「昼夜区分」 

 

表の欄外に以下を追記 

注 1．昼間：7:00～19:00、夜間：19:00

～翌 7:00 

注 2. 表中の 大発生集中交通量は、

往復の台数を示す。 

p.8-1-3-32 

表 8-1-3-21 予測結果 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

 

以下を追記 

「昼夜区分」 

 

表の欄外に以下を追記 

注 1．昼間：7:00～19:00、夜間：19:00

～翌 7:00 

p.8-1-3-33～37 

図 8-1-3-6(1)～(5)調査結

果及び予測結果（振動）[資

材及び機械の運搬に用い

る車両の運行] 

－ 学校、病院及び福祉施設等の位置を図

示 

地点 
番号 

路線名 

大発生集中交通量

（台/日） 
規制速度

（km/h）
大型 

01 県道 253 号（赤石岳公園線） 1,566 60※ 

02 国道 152 号 1,736 60※ 

03 国道 152 号 234 60※ 

04 村道 中央線（伊那南部広域農道） 644 60※ 

05 村道 竜東一貫道路 718 50 

06 県道 251 号（上飯田線） 434 50 

07 国道 153 号 752 40 

08 市道（南信州フルーツライン） 692 50 

09 国道 256 号 692 50 

10 国道 256 号 920 50 

11 国道 256 号 690 50 

12 国道 256 号 458 50 

13 国道 256 号 690 50 

※：規制速度が設定されていないため、一般的な規制速度を準用した。 

地点 
番号 

路線名 

大発生集中交通量 

（台/日） 
規制速度

（km/h） 
昼夜区分

大型 

01 県道 253 号（赤石岳公園線） 1,566 60※ 昼間 

02 国道 152 号 1,736 60※ 昼間 

03 国道 152 号 234 60※ 昼間 

04 村道 中央線（伊那南部広域農道） 644 60※ 昼間 

05 村道 竜東一貫道路 718 50 昼間 

06 県道 251 号（上飯田線） 434 50 昼間 

07 国道 153 号 752 40 昼間 

08 市道（南信州フルーツライン） 692 50 昼間 

09 国道 256 号 692 50 昼間 

10 国道 256 号 920 50 昼間 

11 国道 256 号 690 50 昼間 

12 国道 256 号 458 50 昼間 

13 国道 256 号 690 40 昼間 

注 1．昼間：7:00～19:00、夜間：19:00～翌 7:00 

注 2. 表中の 大発生集中交通量は、往復の台数を示す。 

※：規制速度が設定されていないため、一般的な規制速度を準用した。 

予測

地点 
路線名 

振動レベルの 80％レンジの 

上端値 L10（dB） 

現況値 寄与分 予測値 

01 県道 253 号（赤石岳公園線） <25 (15) 32 47 

02 国道 152 号 <25 (21) 17 38 

03 国道 152 号 <25 (23) 13 36 

04 村道 中央線（伊那南部広域農道） <25 (23) 17 40 

05 村道 竜東一貫道路 37 3 40 

06 県道 251 号（上飯田線） 41 2 43 

07 国道 153 号 37 1 38 

08 市道（南信州フルーツライン） 36 4 40 

09 国道 256 号 35 2 37 

10 国道 256 号 35 5 40 

11 国道 256 号 32 13 45 

12 国道 256 号 36 3 39 

13 国道 256 号 33 7 40 

注 1.（）内の数値は参考値 

注 2.「<25」は、振動計の定量下限値である 25dB 未満であることを示す。 

注 3.１時間毎に算出した予測値（現況値＋寄与分）の内、 大値を示している。よって、調

査結果に示した現況値と上表の現況値が異なる場合がある。 

 

予測

地点
路線名 

振動レベルの 80％レンジの 

上端値 L10（dB） 昼夜区分

現況値 寄与分 予測値 

01 県道 253 号（赤石岳公園線） <25 (15) 32 47 昼間 

02 国道 152 号 <25 (21) 17 38 昼間 

03 国道 152 号 <25 (23) 13 36 昼間 

04 村道 中央線（伊那南部広域農道） <25 (23) 17 40 昼間 

05 村道 竜東一貫道路 37 3 40 昼間 

06 県道 251 号（上飯田線） 41 2 43 昼間 

07 国道 153 号 37 1 38 昼間 

08 市道（南信州フルーツライン） 36 4 40 昼間 

09 国道 256 号 35 2 37 昼間 

10 国道 256 号 35 5 40 昼間 

11 国道 256 号 32 13 45 昼間 

12 国道 256 号 36 3 39 昼間 

13 国道 256 号 33 7 40 昼間 

注 1．昼間：7:00～19:00、夜間：19:00～翌 7:00 

注 2.（ ）内の数値は参考値 

注 3.「<25」は、振動計の定量下限値である 25dB 未満であることを示す。 

注 4.１時間毎に算出した予測値（現況値＋寄与分）の内、 大値を示している。よって、調

査結果に示した現況値と上表の現況値が異なる場合がある。 
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p.8-1-3-39 

表 8-1-3-22 環境保全措置

の検討の状況 

（環境保全措置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整し、発生集中交通量を

削減することで、振動の発生を低減で

きることから、環境保全措置として採

用する。 

 

 

 

 

 

－ 

（環境保全措置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、振動の発生を低

減できることから、環境保全措置とし

て採用する。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備、環境負荷低減を意識し

た運転について、工事従事者への講

習・指導を実施することにより、振動

の発生の低減が見込まれるため、環境

保全措置として採用する。 

p.8-1-3-40 

ｲ)環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行による振動に係る

環境影響を低減させるため、環境保全

措置として「資材及び機械の運搬に用

いる車両の点検及び整備による性能

維持」「資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行計画の配慮」「環境負荷低

減を意識した運転の徹底」「工事の平

準化」及び「発生集中交通量の削減」

を実施する。 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行による振動に係る

環境影響を低減させるため、環境保全

措置として「資材及び機械の運搬に用

いる車両の点検及び整備による性能

維持」「資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行計画の配慮」「環境負荷低

減を意識した運転の徹底」「工事の平

準化」「発生集中交通量の削減」及び

「工事従事者への講習・指導」を実施

する。 

p.8-1-3-41 

表 8-1-3-23(5)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整し、発生集中交通量を

削減することで、振動の発生を低減で

きる。 

（環境保全措置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、振動の発生を低

減できる。 

p.8-1-3-41 

表 8-1-3-23(6)環境保全措

置の内容 

－ 追記 
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p.8-1-3-42 

a)回避又は低減に係る評

価 

本事業では、これらの状況に加え、「資

材及び機械の運搬に用いる車両の点

検及び整備による性能維持」「資材及

び機械の運搬に用いる車両の運行計

画の配慮」「環境負荷低減を意識した

運転の徹底」「工事の平準化」及び「発

生集中交通量の削減」の環境保全措置

を確実に実施することから、資材及び

機械の運搬に用いる車両の運行によ

る振動に係る環境影響について低減

が図られているものと評価する。 

 

本事業では、これらの状況に加え、「資

材及び機械の運搬に用いる車両の点

検及び整備による性能維持」「資材及

び機械の運搬に用いる車両の運行計

画の配慮」「環境負荷低減を意識した

運転の徹底」「工事の平準化」「発生

集中交通量の削減」及び「工事従事者

への講習・指導」の環境保全措置を確

実に実施することから、資材及び機械

の運搬に用いる車両の運行による振

動に係る環境影響について低減が図

られているものと評価する。 

p.8-1-3-43 

表 8-1-3-25 評価結果 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 
以下を追記 

「昼夜区分」 

 

表の欄外に以下を追記 

注 1．昼間：7:00～19:00、夜間：19:00

～翌 7:00 
p.8-1-3-47 

a)予測地点における予測

結果 

 表 8-1-3-28 に示したとおり、高架

橋の諸元により異なっているものの、

大値は 61dB（ガイドウェイ中心から

6.6m の位置）となっている。これに編

成両数の影響を加味すると、各地点に

おける 16 両編成での予測値は、表

8-1-3-29 及び図 8-1-3-10 に示すとお

りで 62dB となり、表 8-1-3-30 に示す

「環境保全上緊急を要する新幹線鉄

道振動対策について（勧告）」（昭和

51 年 環大特第 32 号）に示された基

準値（70dB）を下回っている。 

表 8-1-3-28 に示したとおり、高架

橋の諸元により異なっているものの、

大値は 61dB（ガイドウェイ中心から

6.6m の位置）となっている。これに編

成両数の影響を加味すると、各地点に

おける 16 両編成での予測値は、表

8-1-3-29 及び図 8-1-3-10 に示すとお

りで 62dB となり、表 8-1-3-30 に示す

「環境保全上緊急を要する新幹線鉄

道振動対策について（勧告）」（昭和

51 年 環大特第 32 号）に示された基

準値（70dB）を下回っている。 

なお、地表式では、荷重が分散して

伝わることにより、高架橋と比べると

振動は小さくなることから、山梨リニ

ア実験線において測定を行った高架

橋の振動値により予測を実施した。 

p.8-1-4-8 

②基準又は目標との整合

性の検討 

また、緩衝工端部中心から 80m の距

離においては 大でも 20Pa を下回る

ことから、今後、路線近傍の住居分布

等の周辺環境に留意し、トンネル、防

音防災フードの配置に応じて適切な

位置に緩衝工を設置し、必要な延長を

確保することにより、基準値との整合

が図られることを確認した。 

また、緩衝工端部中心から 80m の距

離においては 大でも20Paを下回るこ

とから、今後、路線近傍の住居分布等

の周辺環境に留意し、トンネル、防音

防災フードの配置に応じて適切な位置

に緩衝工を設置し、必要な延長を確保

することにより、基準値との整合が図

られることを確認した。また、環境対

策工の具体的な設置位置を決める際に

は、可能な限り 80m 以内に民家が存在

しないよう検討する。また、80m 以内に

民家が存在する場合などはトンネル等

の出入り口に設置する緩衝工延長を評

予測

地点 
路線名 

振動レベル （dB） 

現況値 寄与分 予測値 要請限度※1

01 県道 253 号（赤石岳公園線） 15 32 47 

65 

02 国道 152 号 21 17 38 

03 国道 152 号 23 13 36 

04 村道 中央線（伊那南部広域農道） 23 17 40 

05 村道 竜東一貫道路 37 3 40 

06 県道 251 号（上飯田線） 41 2 43 

07 国道 153 号 37 1 38 70 

08 市道（南信州フルーツライン） 36 4 40 

65 

09 国道 256 号 35 2 37 

10 国道 256 号 35 5 40 

11 国道 256 号 32 13 45 

12 国道 256 号 36 3 39 

13 国道 256 号 33 7 40 

※1. 用途地域の指定がなく区域の区分がない地域は、第１種区域の要請限度を当てはめることとした。 

注 1．１時間毎に算出した予測値（現況値＋寄与分）の内、 大値を示している。よって、調査結果に示し

た現況値と上表の現況値が異なる場合がある。 

 

予測

地点
路線名 

振動レベル （dB） 
昼夜区分

現況値 寄与分 予測値 要請限度※1 

01 県道 253 号（赤石岳公園線） 15 32 47 

65 

昼間 

02 国道 152 号 21 17 38 昼間 

03 国道 152 号 23 13 36 昼間 

04 村道 中央線（伊那南部広域農道） 23 17 40 昼間 

05 村道 竜東一貫道路 37 3 40 昼間 

06 県道 251 号（上飯田線） 41 2 43 昼間 

07 国道 153 号 37 1 38 70 昼間 

08 市道（南信州フルーツライン） 36 4 40 

65 

昼間 

09 国道 256 号 35 2 37 昼間 

10 国道 256 号 35 5 40 昼間 

11 国道 256 号 32 13 45 昼間 

12 国道 256 号 36 3 39 昼間 

13 国道 256 号 33 7 40 昼間 

注 1．昼間：7:00～19:00、夜間：19:00～翌 7:00 

注 2. ※1:用途地域の指定がなく区域の区分がない地域は、第１種区域の要請限度を当てはめることとした。 

注 3．１時間毎に算出した予測値（現況値＋寄与分）の内、 大値を示している。よって、調査結果に示し

た現況値と上表の現況値が異なる場合がある。 
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価書で予測した150mから延ばすなどの

対策を行い基準との整合が図られるよ

う検討していく。 

p.8-2-1-14 

表 8-2-1-8 環境保全措置

の検討の状況 

 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の濁りの発生を低

減できることから、環境保全措置とし

て採用する。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

設置する諸設備を検討し、設置する設

備やその配置を工夫することなどに

より工事に伴う改変区域をできる限

り小さくすることで、水の濁りの発生

を低減できることから、環境保全措置

として採用する。 

p.8-2-1-14 

表 8-2-1-8 環境保全措置

の検討の状況 

p.8-2-1-24 

表 8-2-1-14 環境保全措置

の検討の状況 

p.8-2-1-35 

表 8-2-1-23 環境保全措置

の検討の状況 

（下水道への排水 適否の理由） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議し、処理したうえで下

水道へ排水することで、公共用水域へ

の影響を回避又は低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

（下水道への排水 適否の理由） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議して処理方法を確定

し、処理したうえで下水道へ排水する

ことで、公共用水域への影響を回避又

は低減できることから、環境保全措置

として採用する。 

p.8-2-1-15 

表 8-2-1-9(2) 環境保全措

置の内容 

 

（環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の濁りの発生を低

減することができる。 

（環境保全措置の効果） 

設置する諸設備を検討し、設置する設

備やその配置を工夫することなどに

より工事に伴う改変区域をできる限

り小さくすることで、水の濁りの発生

を低減することができる。 

p.8-2-1-16 

表 8-2-1-9(7) 環境保全措

置の内容 

p.8-2-1-25 

表 8-2-1-15(5) 環境保全

措置の内容 

p.8-2-1-37 

表 8-2-1-24(7) 環境保全

措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議し、処理したうえで下

水道へ排水することで、公共用水域へ

の影響を回避又は低減することがで

きる。 

（環境保全措置の効果） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議して処理方法を確定

し、処理したうえで下水道へ排水する

ことで、公共用水域への影響を回避又

は低減することができる。 

p.8-2-1-19 

表 8-2-1-11 環境保全措置

の検討の状況 

－ 以下を追記 

（環境保全措置） 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢

の温度への影響の可能性があるよう

な場合は、河川・沢の流量を考慮して

放流箇所を調整するとともに、難しい

場合は外気に晒して温度を河川と同

程度にしてから放流することで、公共

用水域への影響を低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

p.8-2-1-20 

b)環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、トンネルの工事による

水の濁りに係る環境影響を低減させ

るため、環境保全措置として「工事排

水の適切な処理」「工事排水の監視」

及び「処理装置の点検・整備による性

能維持」を実施する。 

本事業では、トンネルの工事による

水の濁りに係る環境影響を低減させ

るため、環境保全措置として「工事排

水の適切な処理」「工事排水の監視」

「処理装置の点検・整備による性能維

持」及び「放流時の放流箇所及び水温

の調整」を実施する。 
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p.8-2-1-21 

表 8-2-1-12(4)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-2-1-21 

①回避又は低減に係る評

価 

本事業では、環境保全措置として

「工事排水の適切な処理」「工事排水

の監視」及び「処理装置の点検・整備

による性能維持」を確実に実施するこ

とから、トンネルの工事による水の濁

りに係る環境影響の低減が図られて

いると評価する。 

本事業では、環境保全措置として

「工事排水の適切な処理」「工事排水

の監視」「処理装置の点検・整備によ

る性能維持」及び「放流時の放流箇所

及び水温の調整」を確実に実施するこ

とから、トンネルの工事による水の濁

りに係る環境影響の低減が図られて

いると評価する。 

p.8-2-1-24 

表 8-2-1-14 環境保全措置

の検討の状況 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の濁りの発生を低

減できることから、環境保全措置とし

て採用する。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより工事に伴う改変

区域をできる限り小さくすることで、

水の濁りの発生を低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

p.8-2-1-25 

表 8-2-1-15(2) 環境保全

措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の濁りの発生を低

減することができる。 

（環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより工事に伴う改変

区域をできる限り小さくすることで、

水の濁りの発生を低減することがで

きる。 

p.8-2-1-35 

表 8-2-1-23 環境保全措置

の検討の状況 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の汚れの発生を低

減できることから、環境保全措置とし

て採用する。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

設置する諸設備を検討し、設置する設

備やその配置を工夫することなどに

より工事に伴う改変区域をできる限

り小さくすることで、水の汚れの発生

を低減できることから、環境保全措置

として採用する。 

p.8-2-1-36 

表 8-2-1-24(2) 環境保全

措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の汚れの発生を低

減することができる。 

（環境保全措置の効果） 

設置する諸設備を検討し、設置する設

備やその配置を工夫することなどに

より工事に伴う改変区域をできる限

り小さくすることで、水の汚れの発生

を低減することができる。 

p.8-2-1-41 

表 8-2-1-26 環境保全措置

の検討の状況 

－ 以下を追記 

（環境保全措置） 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢

の温度への影響の可能性があるよう

な場合は、河川・沢の流量を考慮して

放流箇所を調整するとともに、難しい

場合は外気に晒して温度を河川と同

程度にしてから放流することで、公共

用水域への影響を低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

p.8-2-1-41 

b)環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、トンネルの工事による

水の汚れに係る環境影響を低減させ

るため、環境保全措置として「工事排

水の適切な処理」「工事排水の監視」

本事業では、トンネルの工事による

水の汚れに係る環境影響を低減させ

るため、環境保全措置として「工事排

水の適切な処理」「工事排水の監視」
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及び「処理装置の点検・整備による性

能維持」を実施する。 

「処理装置の点検・整備による性能維

持」及び「放流時の放流箇所及び水温

の調整」を実施する。 

p.8-2-1-42 

表 8-2-1-27(4)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-2-1-43 

①回避又は低減に係る評

価 

本事業では、環境保全措置として

「工事排水の適切な処理」「工事排水

の監視」及び「処理装置の点検・整備

による性能維持」を確実に実施するこ

とから、トンネルの工事による水の汚

れに係る環境影響の低減が図られて

いると評価する。 

本事業では、環境保全措置として

「工事排水の適切な処理」「工事排水

の監視」「処理装置の点検・整備によ

る性能維持」及び「放流時の放流箇所

及び水温の調整」を確実に実施するこ

とから、トンネルの工事による水の汚

れに係る環境影響の低減が図られて

いると評価する。 

p.8-2-1-47 

表 8-2-1-32 環境保全措置

の検討の状況 

（下水道への排水 適否の理由） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議し、処理したうえで下

水道へ排水することで、公共用水域へ

の影響を回避できることから、環境保

全措置として採用する。 

（下水道への排水 適否の理由） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議して処理方法を確定

し、処理したうえで下水道へ排水する

ことで、公共用水域への影響を回避で

きることから、環境保全措置として採

用する。 

p.8-2-1-48 

表 8-2-1-33(1) 環境保全

措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議し、処理したうえで下

水道へ排水することで、公共用水域へ

の影響を回避することができる。 

（環境保全措置の効果） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議して処理方法を確定

し、処理したうえで下水道へ排水する

ことで、公共用水域への影響を回避す

ることができる。 

p.8-2-3-28 

表 8-2-3-12 環境保全措置

の検討の状況 

 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、地下水の水質及び水

位への影響を低減できることから、環

境保全措置として採用する。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

設置する諸設備を検討し、設置する設

備やその配置を工夫することなどに

より工事に伴う改変区域をできる限

り小さくすることで、地下水の水質及

び水位への影響を低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

p.8-2-3-29 

表 8-2-3-13(2)環境保全措

置の内容 

 

（環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、地下水の水質及び水

位への影響を低減することができる。

（環境保全措置の効果） 

設置する諸設備を検討し、設置する設

備やその配置を工夫することなどに

より工事に伴う改変区域をできる限

り小さくすることで、地下水の水質及

び水位への影響を低減することがで

きる。 

p.8-2-3-45 

表 8-2-3-14 環境保全措置

の検討の状況 

（適切な構造及び工法の採用 適否の

理由） 

工事の施工に先立ち地質、地下水の調

査を実施し、覆工コンクリート、防水

シートの設置等を行うとともに、必要

に応じて薬液注入工法を実施するこ

となどにより、地下水への影響を低減

できることから環境保全措置として

採用する。 

（適切な構造及び工法の採用 適否の

理由） 

本線トンネルや先進坑は、工事の施工

に先立ち事前に先進ボーリング等、

先端の探査技術を用いて地質や地下

水の状況を把握したうえで、必要に応

じて薬液注入を実施することや、覆工

コンクリート、防水シートを設置する

ことにより、地下水への影響を低減で

きる。 

また、非常口（山岳部）についても、

工事前から工事中にかけて河川流量

や井戸の水位等の調査を行うととも

に、掘削中は湧水量や地質の状況を慎

重に確認し、浅層と深層の帯水層を貫

く場合は水みちが生じないように必
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要に応じて薬液注入を実施するとと

もに、帯水層を通過し湧水量の多い箇

所に対しては、覆工コンクリートや防

水シートを設置し地下水の流入を抑

えることなどにより、地下水への影響

を低減できることから、環境保全措置

として採用する。 

p.8-2-3-46 

表 8-2-3-15(2)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事の施工に先立ち地質、地下水の調

査を実施し、覆工コンクリート、防水

シートの設置等を行うとともに、必要

に応じて薬液注入工法を実施するこ

となどにより、地下水への影響を低減

できる。 

（環境保全措置の効果） 

本線トンネルや先進坑は、工事の施工

に先立ち事前に先進ボーリング等、

先端の探査技術を用いて地質や地下

水の状況を把握したうえで、必要に応

じて薬液注入を実施することや、覆工

コンクリート、防水シートを設置する

ことにより、地下水への影響を低減で

きる。 

また、非常口（山岳部）についても、

工事前から工事中にかけて河川流量

や井戸の水位等の調査を行うととも

に、掘削中は湧水量や地質の状況を慎

重に確認し、浅層と深層の帯水層を貫

く場合は水みちが生じないように必

要に応じて薬液注入を実施するとと

もに、帯水層を通過し湧水量の多い箇

所に対しては、覆工コンクリートや防

水シートを設置し地下水の流入を抑

えることなどにより、地下水への影響

を低減できる。 

p.8-2-3-46 

ウ.事後調査 

地下水の水質へ影響を与える要因

と環境保全措置を明らかにした。ま

た、採用した環境保全措置は効果に係

る知見が十分に把握されていると判

断できるため予測、効果の不確実性は

小さいと考えられることから環境影

響評価法に基づく事後調査は実施し

ない。 

地下水の水位の予測は地質等調査の

結果を踏まえ水文地質的に行ってお

り、予測の不確実性の程度が小さく、

採用した環境保全措置についても効

果にかかる知見が十分に蓄積されて

いる。しかしながら、破砕帯付近や土

被りの小さい箇所等、状況によっては

工事中に集中的な湧水が発生する可

能性があり、水資源に与える影響の予

測の不確実性が一部あることから、破

砕帯や土被りの小さい箇所等におい

て地下水を利用した水資源を対象と

して、「8-2-4 水資源」において環境

影響評価法に基づく事後調査を実施

する。 

地下水の水質へ影響を与える要因

と環境保全措置を明らかにした。ま

た、採用した環境保全措置は効果に係

る知見が十分に把握されていると判

断できるため予測、効果の不確実性は

小さいと考えられることから環境影

響評価法に基づく事後調査は実施し

ない。 

地下水の水位の予測は地質等調査の

結果を踏まえ水文地質的に行ってお

り、予測の不確実性の程度が小さく、

採用した環境保全措置についても効

果にかかる知見が十分に蓄積されて

いる。しかしながら、本線トンネル及

び非常口（山岳部）等において、破砕

帯付近や土被りの小さい箇所等、状況

によっては工事中に集中的な湧水が

発生する可能性があり、水資源に与え

る影響の予測の不確実性が一部ある

ことから、本線トンネル及び非常口

（山岳部）等において、破砕帯や土被

りの小さい箇所等において地下水を

利用した水資源を対象として、「8-2-4 

水資源」において環境影響評価法に基

づく事後調査を実施する。 

p.8-2-3-49 

表 8-2-3-16 環境保全措置

の検討の状況 

 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、地下水の水質及び水

位への影響を低減できることから、環

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより工事に伴う改変
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境保全措置として採用する。 区域をできる限り小さくすることで、

地下水の水質及び水位への影響を低

減できることから、環境保全措置とし

て採用する。 

p.8-2-3-49 

表 8-2-3-17(1)環境保全措

置の内容 

 

（環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、地下水の水質及び水

位への影響を低減することができる。

（環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより工事に伴う改変

区域をできる限り小さくすることで、

地下水の水質及び水位への影響を低

減することができる。 

p.8-2-4-29 

表 8-2-4-9 環境保全措置の

検討の状況 

 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の濁りの発生、地

下水の水質及び水位への影響を低減

できることから、環境保全措置として

採用する。 

 

 

 

（下水道への排水 適否の理由） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議し、処理したうえで下

水道へ排水することで、公共用水域へ

の影響を回避又は低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

設置する諸設備を検討し、設置する設

備やその配置を工夫することなどに

より工事に伴う改変区域をできる限

り小さくすることで、水の濁りの発

生、地下水の水質及び水位への影響を

低減できることから、環境保全措置と

して採用する。 

 

（下水道への排水 適否の理由） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議して処理方法を確定

し、処理したうえで下水道へ排水する

ことで、公共用水域への影響を回避又

は低減できることから、環境保全措置

として採用する。 

p.8-2-4-30 

表 8-2-4-10(2)環境保全措

置の内容 

 

（環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の濁りの発生、地

下水の水質及び水位への影響を低減

することができる。 

（環境保全措置の効果） 

設置する諸設備を検討し、設置する設

備やその配置を工夫することなどに

より工事に伴う改変区域をできる限

り小さくすることで、水の濁りの発

生、地下水の水質及び水位への影響を

低減することができる。 

p.8-2-4-31 

表 8-2-4-10(7)環境保全措

置の内容 

p.8-2-4-55 

表 8-2-4-19(6)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議し、処理したうえで下

水道へ排水することで、公共用水域へ

の影響を回避又は低減することがで

きる。 

（環境保全措置の効果） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議して処理方法を確定

し、処理したうえで下水道へ排水する

ことで、公共用水域への影響を回避又

は低減することができる。 

p.8-2-4-44 

ｱ）環境保全措置の検討の

状況 

本事業では、計画の立案の段階にお

いて、「適切な構造及び工法の採用」

について検討した。さらに、事業者に

より実行可能な範囲内で、トンネルの

工事及び鉄道施設（トンネル）の存在

による水資源に係る環境影響をでき

る限り回避又は低減することを目的

として、環境保全措置の検討を行っ

た。 

環境保全措置の検討の状況を表

8-2-4-15 に示す。 

本事業では、計画の立案の段階にお

いて、「適切な構造及び工法の採用」

について検討した。さらに、事業者に

より実行可能な範囲内で、トンネルの

工事及び鉄道施設（トンネル）の存在

による水資源に係る環境影響をでき

る限り回避又は低減することを目的

として、環境保全措置の検討を行っ

た。 

検討にあたっては、「工事排水の適

切な処理」、「薬液注入工法における

指針の順守」を基本とした上で、さら

に影響を低減させる措置を検討する。

また、その結果を踏まえ、必要な場合

には、損なわれる環境の有する価値を

代償するための措置を検討した。 

環境保全措置の検討の状況を表
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8-2-4-15 に示す。 

p.8-2-4-45 

表 8-2-4-15(1)環境保全措

置の検討の状況 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（適切な構造及び工法の採用 適否の

理由） 

工事の施工に先立ち地質、地下水の調

査を実施し、覆工コンクリート、防水

シートの設置等を行うとともに、必要

に応じて薬液注入工法を実施するこ

となどにより、地下水への影響を低減

できることから環境保全措置として

採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（代替水源の確保 適否の理由） 

他の環境保全措置を実施した上で、水

量の不足等重要な水源の機能を確保

できなくなった場合は、代償措置とし

て、水源の周辺地域においてその他の

水源を確保することで、水資源の利用

への影響を代償できることから、環境

保全措置として採用する。 

以下を追記 

（環境保全措置） 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢

の温度への影響の可能性があるよう

な場合は、河川・沢の流量を考慮して

放流箇所を調整するとともに、難しい

場合は外気に晒して温度を河川と同

程度にしてから放流することで、公共

用水域への影響を低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

 

（適切な構造及び工法の採用 適否の

理由） 

本線トンネルや先進坑は、工事の施工

に先立ち事前に先進ボーリング等、

先端の探査技術を用いて地質や地下

水の状況を把握したうえで、必要に応

じて薬液注入を実施することや、覆工

コンクリート、防水シートを設置する

ことにより、地下水への影響を低減で

きる。 

また、非常口（山岳部）についても、

工事前から工事中にかけて河川流量

や井戸の水位等の調査を行うととも

に、掘削中は湧水量や地質の状況を慎

重に確認し、浅層と深層の帯水層を貫

く場合は水みちが生じないように必

要に応じて薬液注入を実施するとと

もに、帯水層を通過し湧水量の多い箇

所に対しては、覆工コンクリートや防

水シートを設置し地下水の流入を抑

えることなどにより、地下水への影響

を低減できることから、環境保全措置

として採用する。 

 

（代替水源の確保 適否の理由） 

回避、低減のための他の環境保全措置

を実施した上で、水量の不足等重要な

水源の機能を確保できなくなった場

合は、代償措置として、水源の周辺地

域においてその他の水源を確保する

ことで、水資源の利用への影響を代償

できることから、環境保全措置として

採用する。 

p.8-2-4-47 

表 8-2-4-16(4)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-2-4-47 

表 8-2-4-16(5)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事の施工に先立ち地質、地下水の調

査を実施し、覆工コンクリート、防水

シートの設置等を行うとともに、必要

に応じて薬液注入工法を実施するこ

となどにより、地下水への影響を低減

（環境保全措置の効果） 

本線トンネルや先進坑は、工事の施工

に先立ち事前に先進ボーリング等、

先端の探査技術を用いて地質や地下

水の状況を把握したうえで、必要に応

じて薬液注入を実施することや、覆工
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できる。 コンクリート、防水シートを設置する

ことにより、地下水への影響を低減で

きる。 

また、非常口（山岳部）についても、

工事前から工事中にかけて河川流量

や井戸の水位等の調査を行うととも

に、掘削中は湧水量や地質の状況を慎

重に確認し、浅層と深層の帯水層を貫

く場合は水みちが生じないように必

要に応じて薬液注入を実施するとと

もに、帯水層を通過し湧水量の多い箇

所に対しては、覆工コンクリートや防

水シートを設置し地下水の流入を抑

えることなどにより、地下水への影響

を低減できる。 

p.8-2-4-49 

表 8-2-4-17(1)事後調査の

内容 

（調査の内容） 

○調査地域・地点 

・準備書における文献調査及び現地調

査で把握した井戸 

・予測検討範囲内で、上記「井戸の利

用状況等の調査」を踏まえ、井戸の

分布状況、標高、地形や地質、トン

ネルとの位置関係等を考慮の上、一

定の集落の単位で調査地点を検討す

る。 

・地域の意見を踏まえ、必要に応じて

予測検討範囲の周囲についても調査

地点を検討する。 

（調査の内容） 

○調査地域・地点 

・準備書における文献調査及び現地調

査で把握した井戸 

・非常口（山岳部）を含む予測検討範

囲内で、上記「井戸の利用状況等の

調査」を踏まえ、井戸の分布状況、

標高、地形や地質、トンネルとの位

置関係等を考慮の上、一定の集落の

単位で調査地点を検討する。 

・断層や破砕帯の性状や連続性、及び

地域の意見を踏まえ、必要に応じて

予測検討範囲の周囲についても調

査地点を検討する。 

p.8-2-4-50 

表 8-2-4-17(2)事後調査の

内容 

（調査の内容） 

○調査地域・地点 

・工事着手前：トンネルの工事に伴い

影響が生じる可能性があると想定

した河川、沢を対象にその流域の下

流地点等 

・工事中：工事着手前の調査地点を基

本とし、工事の進捗状況等を踏まえ

必要に応じて調査地点を増減させ

ることを考えている。 

・工事完了後：工事中の調査地点を基

本とし、状況を踏まえて必要に応じ

て調査地点を増減させることを考

えている。 

○調査方法 

「地下水調査及び観測指針（案）」

（平成 5 年 建設省河川局）に準拠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

（調査の内容） 

○調査地域・地点 

・工事着手前：断層や破砕帯の性状や

連続性も考慮のうえで、非常口（山

岳部）を含むトンネルの工事に伴い

影響が生じる可能性があると想定

した河川、沢を対象にその流域の下

流地点等 

・工事中：工事着手前の調査地点を基

本とし、工事の進捗状況等を踏まえ

必要に応じて調査地点を増減させ

ることを考えている。 

・工事完了後：工事中の調査地点を基

本とし、状況を踏まえて必要に応じ

て調査地点を増減させることを考

えている。 

○調査方法 

「地下水調査及び観測指針（案）」

（平成 5 年 建設省河川局）に準拠

 

※なお、河川における調査について

は、定常的なものと考えられる流水等

が新たに確認された場合はその流量

等の把握を行ったうえで、水系ごと

に、流量の少ない源流部や支流部を含

めて複数の地点を定める。 

 

表の欄外に以下を追記 

※地表水の流量の測定にあたっては、



14-26 

補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

専門家等の助言を踏まえて計測地点

や計測頻度に係る計画を策定のうえ

で、実施する。 

p.8-2-4-53 

表 8-2-4-18 環境保全措置

の検討の状況 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の濁りの発生、地

下水の水質及び水位への影響を低減

できることから、環境保全措置として

採用する。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより工事に伴う改変

区域をできる限り小さくすることで、

水の濁りの発生、地下水の水質及び水

位への影響を低減できることから、環

境保全措置として採用する。 

p.8-2-4-54 

表 8-2-4-19(2)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の濁りの発生、地

下水の水質及び水位への影響を低減

することができる。 

（環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより工事に伴う改変

区域をできる限り小さくすることで、

水の濁りの発生、地下水の水質及び水

位への影響を低減することができる。

p.8-3-1-12 

表 8-3-1-7 環境保全措置の

検討の状況 

（地形の改変をできる限り小さくし

た工事施工ヤード及び工事用道路の

計画 適否の理由） 

工事施工ヤード及び工事用道路の設

置に際し、地形の改変をできる限り小

さくする計画とすることで、重要な地

形及び地質への影響を回避又は低減

できることから、環境保全措置として

採用する。 

（地形の改変をできる限り小さくし

た工事施工ヤード及び工事用道路の

計画 適否の理由） 

工事施工ヤード及び工事用道路の設

置に際し、設置する諸設備を検討し、

設置する設備やその配置を工夫する

ことなどにより地形の改変をできる

限り小さくする計画とすることで、重

要な地形及び地質への影響を回避又

は低減できることから、環境保全措置

として採用する。 

p.8-3-1-13 

表 8-3-1-8(1)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事施工ヤード及び工事用道路の設

置に際し、地形の改変をできる限り小

さくする計画とすることで、重要な地

形及び地質への影響を回避又は低減

できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事施工ヤード及び工事用道路の設

置に際し、設置する諸設備を検討し、

設置する設備やその配置を工夫する

ことなどにより地形の改変をできる

限り小さくする計画とすることで、重

要な地形及び地質への影響を回避又

は低減できる。 

p.8-3-3-2 

ｵ)予測結果 

予測地域は、「4-2-1 (4)地形及び

地質の状況」の図 4-2-1-17 に示すと

おり概ね岩盤で、地山が安定している

ため、地盤沈下の生じるおそれはない

と予測する。また、土被りが小さい区

間などで地山が緩むおそれのある箇

所では、地質の状況に応じて適切な補

助工法等を採用し、地山の安定を確保

するため、地盤沈下はないと予測す

る。 

予測地域は、「4-2-1 (4)地形及び

地質の状況」の図 4-2-1-17 に示すと

おり概ね岩盤で、地山が安定している

ため、地盤沈下の生じるおそれはない

と予測する。また、土被りが小さい区

間などで地山が緩むおそれのある箇

所では、地質の状況に応じて適切な補

助工法等を採用し、地山の安定を確保

するため、地盤沈下は小さいと予測す

る。 

p.8-3-3-3 

ウ．事後調査 

 採用した予測手法は、その予測精度

に係る知見が蓄積されていると判断

でき、予測の不確実性の程度が小さい

こと、また、採用した環境保全措置に

ついても効果に係る知見が蓄積され

ていると判断できることから、環境影

響評価法に基づく事後調査は実施し

ない。 

ア）事後調査を行うこととした理由 

採用した予測手法は、その予測精度

に係る知見が十分に蓄積されている

と判断でき、予測の不確実性の程度が

小さいこと、また、採用した環境保全

措置についても効果に係る知見が十

分に蓄積されている。トンネル（山岳

部）の土被りが小さく、地質的に未固

結である区間においては、地表面の沈

下量の予測に不確実性があることか



 

14-27 

補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

ら、環境影響評価法に基づく事後調査

を実施する。 

イ）事後調査の項目及び手法 

実 施 す る 事 後 調 査 の 内 容 を 表

8-3-3-3 に示す。（表 8-3-3-3 を追記）

ウ）事後調査の結果により環境影響の

程度が著しいことが判明した場合の

対応の方針 

事後調査の結果について、環境影響

の程度が著しいと判明した場合は、そ

の原因の把握に努めるとともに改善

を図るものとする。 

エ)事後調査の結果の公表方法 

事後調査の結果の公表は、原則とし

て事業者が行うものとし、公表時期・

方法等については、関係機関と連携し

つつ適切に実施するものとする。 

p.8-3-4-17 

表 8-3-4-6 環境保全措置

の検討の状況 

（環境保全措置） 

発生土を有効利用する事業者への土

壌汚染に関する情報提供の徹底 

（発生土を有効利用する事業者への

土壌汚染に関する情報提供の徹底

適否の理由） 

発生土を他事業において有効利用す

るにあたっては、当該事業者が発生土

の管理方法について判断できるよう

に、発生土の自然由来重金属の含有状

況等に係る情報提供を徹底すること

で、二次的な土壌汚染を回避又は低減

できることから、環境保全措置として

採用する。 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

（環境保全措置） 

発生土を有効利用する事業者への情

報提供 

（発生土を有効利用する事業者への

情報提供 適否の理由） 

発生土を他事業において有効利用す

るにあたっては、当該事業者が発生土

の管理方法について判断できるよう

に、発生土の自然由来重金属等の含有

状況等に係る情報提供を徹底するこ

とで、二次的な土壌汚染を回避でき

る。また、動植物の重要な生息地・生

育地や自然度の高い区域等の改変を

防止するための措置についても情報

提供を行うことで、動植物への影響を

回避又は低減できるため、環境保全措

置として採用する。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

仮置き場における掘削土砂の適切な

管理 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

発生土の仮置き場に屋根、側溝、シー

ト覆いを設置する等の管理を行うこ

とで、重金属等の有無を確認するまで

の間の雨水等による重金属等の流出

を防止し、土壌汚染を回避できること

から、環境保全措置として採用する。

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

工事排水の適切な処理 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

工事排水について、処理施設により法

令に基づく排水基準等を踏まえ、水質

の改善を図るための処理をしたうえ

で排水することで、土壌汚染を回避で
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きることから、環境保全措置として採

用する。 

p.8-3-4-18 

表 8-3-4-7(3)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

発生土を他事業において有効利用す

るにあたっては、当該事業者が発生土

の管理方法について判断できるよう

に、発生土の自然由来重金属の含有状

況等に係る情報提供を徹底すること

で、二次的な土壌汚染を回避又は低減

できる。 

（環境保全措置の効果） 

発生土を他事業において有効利用す

るにあたっては、当該事業者が発生土

の管理方法について判断できるよう

に、発生土の自然由来重金属等の含有

状況等に係る情報提供を徹底するこ

とで、二次的な土壌汚染を回避でき

る。また、動植物の重要な生息地・生

育地や自然度の高い区域等の改変を

防止するための措置についても情報

提供を行うことで、動植物への影響を

回避又は低減できる。 

p.8-3-4-18～19 

表 8-3-4-7(4)(5)環境保全

措置の内容 

－ 追記 

p.8-3-4-21 

表 8-3-4-8 環境保全措置

の検討の状況 

（環境保全措置） 

発生土を有効利用する事業者への土

壌汚染に関する情報提供の徹底 

（発生土を有効利用する事業者への

土壌汚染に関する情報提供の徹底

適否の理由） 

発生土を他事業において有効利用す

るにあたっては、当該事業者が発生土

の管理方法について判断できるよう

に、発生土の自然由来重金属の含有状

況等に係る情報提供を徹底すること

で、二次的な土壌汚染を回避又は低減

できることから、環境保全措置として

採用する。 

（環境保全措置） 

発生土を有効利用する事業者への情

報提供 

（発生土を有効利用する事業者への

情報提供 適否の理由） 

発生土を他事業において有効利用す

るにあたっては、当該事業者が発生土

の管理方法について判断できるよう

に、発生土の自然由来重金属等の含有

状況等に係る情報提供を徹底するこ

とで、二次的な土壌汚染を回避でき

る。また、動植物の重要な生息地・生

育地や自然度の高い区域等の改変を

防止するための措置についても情報

提供を行うことで、動植物への影響を

回避又は低減できるため、環境保全措

置として採用する。 

p.8-3-4-23 

表 8-3-4-9(5)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

発生土を他事業において有効利用す

るにあたっては、当該事業者が発生土

の管理方法について判断できるよう

に、発生土の自然由来重金属の含有状

況等に係る情報提供を徹底すること

で、二次的な土壌汚染を回避又は低減

できる。 

（環境保全措置の効果） 

発生土を他事業において有効利用す

るにあたっては、当該事業者が発生土

の管理方法について判断できるよう

に、発生土の自然由来重金属等の含有

状況等に係る情報提供を徹底するこ

とで、二次的な土壌汚染を回避でき

る。また、動植物の重要な生息地・生

育地や自然度の高い区域等の改変を

防止するための措置についても情報

提供を行うことで、動植物への影響を

回避又は低減できるため、環境保全措

置として採用する。 

p.8-3-7-39 

表 8-3-7-7 環境保全措置の

検討の状況 

（改変区域をできる限り小さくする

適否の理由） 

工事の施工範囲をできる限り小さく

することにより、文化財への影響を回

避又は低減できることから、環境保全

措置として採用する。 

（改変区域をできる限り小さくする

適否の理由） 

工事の施工範囲に設置する諸設備を

検討し、設置する設備やその配置を工

夫することなどにより、改変区域をで

きる限り小さくすることで、文化財へ

の影響を回避又は低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

p.8-3-7-40 

表 8-3-7-8(1)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事の施工範囲をできる限り小さく

することにより、文化財の改変区域を

（環境保全措置の効果） 

工事の施工範囲に設置する諸設備を

検討し、設置する設備やその配置を工
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回避又は低減できる。 夫することなどにより、改変区域をで

きる限り小さくすることで、文化財へ

の影響を回避又は低減できる。 

p.8-3-7-52 

表 8-3-7-10 環境保全措置

の検討の状況 

（改変区域をできる限り小さくする

適否の理由） 

工事の施工範囲をできる限り小さく

することにより、文化財への影響を回

避又は低減できることから、環境保全

措置として採用する。 

（改変区域をできる限り小さくする

適否の理由） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき

る限り小さくすることで、文化財への

影響を回避又は低減できることから、

環境保全措置として採用する。 

p.8-3-7-53 

表 8-3-7-11(1)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事の施工範囲をできる限り小さく

することにより、文化財の改変区域を

回避又は低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき

る限り小さくすることで、文化財への

影響を回避又は低減できる。 

p.8-3-7-65 

表 8-3-7-13 環境保全措置

の検討の状況 

（改変区域をできる限り小さくする

適否の理由） 

工事の施工範囲をできる限り小さく

することにより、文化財への影響を回

避又は低減できることから、環境保全

措置として採用する。 

（改変区域をできる限り小さくする

適否の理由） 

工事の施工範囲に設置する諸設備を

検討し、設置する設備やその配置を工

夫することなどにより、改変区域をで

きる限り小さくすることで、文化財へ

の影響を回避又は低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

p.8-3-7-66 

表 8-3-7-14(1)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事の施工範囲をできる限り小さく

することにより、文化財の改変区域を

回避又は低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事の施工範囲に設置する諸設備を

検討し、設置する設備やその配置を工

夫することなどにより、改変区域をで

きる限り小さくすることで、文化財へ

の影響を回避又は低減できる。 

p.8-4-1-2 

表 8-4-1-1(1)動物の調査

方法 

（哺乳類 捕獲調査） 

【ネズミ類】 

調査地域内に見られる樹林、草地等の

様々な環境に地点を設定し、トラップ

を設置した。トラップにはシャーマン

トラップ及び墜落かんを使用した。シ

ャーマントラップの設置数は29個／1

地点、墜落かんの設置数は 2 から 3 個

／1 地点とし、2 晩設置した。23 地点

に設置した。 

（哺乳類 捕獲調査） 

【ネズミ類】 

調査地域内に見られる樹林、草地等の

様々な環境に地点を設定し、トラップ

を設置した。トラップにはシャーマン

トラップ及び墜落かんを使用した。シ

ャーマントラップの設置数は30個／1

地点、墜落かんの設置数は 2 から 3 個

／1 地点とし、2 晩設置した。23 地点

に設置した。 

p.8-4-1-11 

表 8-4-1-4(1)調査期間 
（哺乳類 調査手法） 

任意確認（フィールドサイン法）、夜

間撮影 

 

（哺乳類 調査手法） 

小型哺乳類捕獲調査（ネズミ類） 

 

 

（哺乳類 調査手法） 

小型哺乳類捕獲調査（カワネズミ） 

 

 

（哺乳類 調査手法） 

小型哺乳類捕獲調査（モグラ類） 

 

 

（哺乳類 調査手法） 

（哺乳類 調査手法） 

任意確認（フィールドサイン法）、夜

間撮影（1 晩設置） 

 

（哺乳類 調査手法） 

小型哺乳類捕獲調査（ネズミ類） 

（２晩設置） 

 

（哺乳類 調査手法） 

小型哺乳類捕獲調査（カワネズミ） 

（２晩設置） 

 

（哺乳類 調査手法） 

小型哺乳類捕獲調査（モグラ類） 

（２晩設置） 

 

（哺乳類 調査手法） 
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捕獲等調査（コウモリ類） 

 

 

（哺乳類 調査手法） 

小型哺乳類巣箱調査（ヤマネ確認調

査） 

 

 

（鳥類 一般鳥類 調査手法） 

任意確認（春季、繁殖期、冬季は夜間

調査も実施） 

 

（鳥類 一般鳥類 調査手法） 

ラインセンサス法 

ポイントセンサス法 

 

 

－ 

捕獲等調査（コウモリ類） 

（日没前後から 3～4 時間） 

 

（哺乳類 調査手法） 

小型哺乳類巣箱調査（ヤマネ確認調

査） 

（巣箱は 1 年間設置） 

 

（鳥類 一般鳥類 調査手法） 

任意確認（春季、繁殖期、冬季は日没

後 2～3 時間の夜間調査も実施） 

 

（鳥類 一般鳥類 調査手法） 

ラインセンサス法 

ポイントセンサス法 

（早朝に実施） 

 

欄外に以下を追記 

注 1.哺乳類、一般鳥類の任意確認調査

は日中に行った。 

p.8-4-1-12 

表 8-4-1-4(2)調査期間 
（爬虫類 調査手法） 

任意確認 

 

 

（両生類） 

任意確認 

 

 

（昆虫類） 

任意採集 

ライトトラップ法 

ベイトトラップ法 

 

 

－ 

（爬虫類 調査手法） 

任意確認（春季、夏季は日没後 2～3

時間の夜間調査も実施） 

 

（両生類） 

任意確認（春季、夏季は日没後 2～3

時間の夜間調査も実施） 

 

（昆虫類） 

任意採集 

ライトトラップ法（ボックス法は 1 晩

設置、カーテン法は日没後約 3 時間）

ベイトトラップ法（1 晩設置） 

 

表の欄外に以下を追記 

注 1.希少猛禽類の定点観察法・営巣地

調査、爬虫類、両生類の任意確認調査、

昆虫類、魚類の任意採集調査、底生動

物の任意採集調査及びコドラート法

は日中に行った。 

p.8-4-1-13 

ｲ)重要な哺乳類の分布、生

息の状況及び生息環境の

状況 

 文献調査及び現地調査により確認

した重要な哺乳類は 5 目 8 科 16 種で

あった。文献及び現地で確認された重

要な哺乳類とその選定基準を、表

8-4-1-7 に示す。 

文献調査及び現地調査により確認

した重要な哺乳類は 5 目 9 科 15 種で

あった。文献及び現地で確認された重

要な哺乳類とその選定基準を、表

8-4-1-7 に示す。 

p.8-4-1-14 

表 8-4-1-7 重要な哺乳類確

認種一覧 

No.11 ネコ目イタチ科チョウセンイ

タチ 

No.15 ネズミ目リス科ホンシュウカ

ヤネズミ 

計 目名 5 目 科名 8 科 種名 16 種

  確認状況 文献 16 種 現地 9 種

削除 

 

No.14 ネズミ目ネズミ科ホンシュウ

カヤネズミ 

計 目名 5 目 科名 9 科 種名 15 種

  確認状況 文献 15 種 現地 9 種

p.8-4-1-34 

表 8-4-1-27(1)予測対象種

の選定結果 

（哺乳類 文献調査において対象事業

実施区域及びその周囲に生息する可

能性が高いと考えられる重要な種の

内、現地調査で確認されなかった種）

7 種 

（種名） 

（哺乳類 文献調査において対象事業

実施区域及びその周囲に生息する可

能性が高いと考えられる重要な種の

内、現地調査で確認されなかった種）

6 種 

（種名） 
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ホンシュウトガリネズミ、ミズラモグ

ラ、ホンドノレンコウモリ、ニホンウ

サギコウモリ、テングコウモリ、チョ

ウセンイタチ、ホンドオコジョ 

ホンシュウトガリネズミ、ミズラモグ

ラ、ホンドノレンコウモリ、ニホンウ

サギコウモリ、テングコウモリ、ホン

ドオコジョ 

p.8-4-1-35 

表 8-4-1-27(2)予測対象種

の選定結果 

（鳥類 文献調査において対象事業実

施区域及びその周囲に生息する可能

性が高いと考えられる重要な種の内、

現地調査で確認されなかった種） 

29 種 

（種名） 

ライチョウ、ウズラ、ヒシクイ、マガ

ン、コハクチョウ、トモエガモ、カン

ムリカイツブリ、アカオネッタイチョ

ウ、ヨシゴイ、オオヨシゴイ、ササゴ

イ、クイナ、ヒクイナ、ケリ、ヤマシ

ギ、タカブシギ、ハマシギ、タマシギ、

コアジサシ、オジロワシ、オオコノハ

ズク、コノハズク、アオバズク、トラ

フズク、ヤツガシラ、ヤイロチョウ、

チゴモズ、コヨシキリ、ホオアカ 

 

（両生類文献調査において対象事業

実施区域及びその周囲に生息する可

能性が高いと考えられる重要な種の

内、現地調査で確認されなかった種）

5 種 

（種名） 

アカイシサンショウウオ、クロサンシ

ョウウオ、オオサンショウウオ、ナゴ

ヤダルマガエル、ナガレタゴガエル 

（鳥類 文献調査において対象事業実

施区域及びその周囲に生息する可能

性が高いと考えられる重要な種の内、

現地調査で確認されなかった種） 

27 種 

（種名） 

ウズラ、ヒシクイ、マガン、コハクチ

ョウ、トモエガモ、カンムリカイツブ

リ、ヨシゴイ、オオヨシゴイ、ササゴ

イ、クイナ、ヒクイナ、ケリ、ヤマシ

ギ、タカブシギ、ハマシギ、タマシギ、

コアジサシ、オジロワシ、オオコノハ

ズク、コノハズク、アオバズク、トラ

フズク、ヤツガシラ、ヤイロチョウ、

チゴモズ、コヨシキリ、ホオアカ 

 

 

（両生類文献調査において対象事業

実施区域及びその周囲に生息する可

能性が高いと考えられる重要な種の

内、現地調査で確認されなかった種）

4 種 

（種名） 

アカイシサンショウウオ、クロサンシ

ョウウオ、ナゴヤダルマガエル、ナガ

レタゴガエル 

p.8-4-1-36 

表 8-4-1-27(3)予測対象種

の選定結果 

（昆虫類 文献調査において対象事業

実施区域及びその周囲に生息する可

能性が高いと考えられる重要な種の

内、現地調査で確認されなかった種）

113 種 

（種名） 

モートンイトトンボ、ホソミイトトン

ボ、コバネアオイトトンボ、アオハダ

トンボ、キイロサナエ、ヒメサナエ、

アオヤンマ、サラサヤンマ、マダラヤ

ンマ、カトリヤンマ、ハネビロエゾト

ンボ、フライソンアミメカワゲラ、チ

ッチゼミ、タガメ、ヒメナガヒラタム

シ、カワラハンミョウ、イナオサムシ、

オンタケクロナガオサムシ、サンプク

クロナガオサムシ、アカイシホソヒメ

クロオサムシ、ミヤマヒサゴゴミム

シ、シンシュウナガゴミムシ、トダイ

オオナガゴミムシ、マスモトナガゴミ

ムシ、キソコマナガゴミムシ、スルガ

ナガゴミムシ、エナオオズナガゴミム

シ、キソナガゴミムシ、ミヤママルガ

タゴミムシ、アシグロツヤゴモクム

シ、リュウトウツヤゴモクムシ、キソ

ツヤゴモクムシ、ゲンゴロウ、コオナ

ガミズスマシ、シジミガムシ、ヤマト

モンシデムシ、ヒメモンシデムシ、オ

（昆虫類 文献調査において対象事業

実施区域及びその周囲に生息する可

能性が高いと考えられる重要な種の

内、現地調査で確認されなかった種）

99 種 

（種名） 

モートンイトトンボ、ホソミイトトン

ボ、コバネアオイトトンボ、アオハダ

トンボ、キイロサナエ、ヒメサナエ、

アオヤンマ、サラサヤンマ、マダラヤ

ンマ、カトリヤンマ、ハネビロエゾト

ンボ、フライソンアミメカワゲラ、チ

ッチゼミ、タガメ、ヒメナガヒラタム

シ、カワラハンミョウ、イナオサムシ、

ミヤマヒサゴゴミムシ、シンシュウナ

ガゴミムシ、トダイオオナガゴミム

シ、マスモトナガゴミムシ、キソコマ

ナガゴミムシ、スルガナガゴミムシ、

エナオオズナガゴミムシ、キソナガゴ

ミムシ、ミヤママルガタゴミムシ、ア

シグロツヤゴモクムシ、リュウトウツ

ヤゴモクムシ、キソツヤゴモクムシ、

ゲンゴロウ、コオナガミズスマシ、シ

ジミガムシ、ヤマトモンシデムシ、オ

ニヒラタシデムシ、クチキクシヒゲム

シ、オオルリクワガタ、ホソツヤルリ

クワガタ、ヒメオオクワガタ、ヒラタ
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ニヒラタシデムシ、クチキクシヒゲム

シ、オオルリクワガタ、ホソツヤルリ

クワガタ、ヒメオオクワガタ、ヒラタ

クワガタ、ムネアカセンチコガネ、ア

カマダラセンチコガネ、オオチャイロ

ハナムグリ、アカマダラハナムグリ、

コカブトムシ、タマムシ、トゲフタオ

タマムシ、ヒメボタル、ルリヒラタム

シ、オオキノコムシ、ハラグロオオテ

ントウ、ココノホシテントウ、ダイモ

ンテントウ、ヤマトアザミテントウ、

ルイヨウマダラテントウ、ヤクハナノ

ミ、カクズクビナガムシ、ミヤマカミ

キリモドキ、ムネアカクロアカハネム

シ、ケブカマルクビカミキリ、オトメ

クビアカハナカミキリ、アラメハナカ

ミキリ、ヨツボシカミキリ、ホソムネ

シラホシヒゲナガコバネカミキリ、ミ

ドリヒメスギカマキリ、エゾアカヤマ

アリ、ヤマトアシナガバチ、モンスズ

メバチ、キオビクロスズメバチ、キイ

ロフタマタアミカ、モリオカツトガ、

ホシチャバネセセリ、タカネキマダラ

セセリ、アカセセリ、ミヤマチャバネ

セセリ、チャマダラセセリ、スジグロ

チャバネセセリ、ギフチョウ、ヒメギ

フチョウ、クモマツマキチョウ、ミヤ

マシロチョウ、ツマグロキチョウ、ヤ

マキチョウ、ヒメシロチョウ、ウスイ

ロオナガシジミ、ウラジロミドリシジ

ミ、ウラナミアカシジミ、アサマシジ

ミ、ゴマシジミ、クロシジミ、ヒメシ

ジミ、ムモンアカシジミ、ベニモンカ

ラスシジミ、コヒオドシ、ヒョウモン

チョウ、オオウラギンヒョウモン、オ

オイチモンジ、コヒョウモンモドキ、

ヒョウモンモドキ、クモマベニヒカ

ゲ、ベニヒカゲ、キマダラモドキ、ク

ロヒカゲモドキ、オオヒカゲ、ウラナ

ミジャノメ、シンジュサン、ヒメスズ

メ、マエアカヒトリ、コシロシタバ、

ミヨタトラヨトウ 

クワガタ、ムネアカセンチコガネ、ア

カマダラセンチコガネ、オオチャイロ

ハナムグリ、アカマダラハナムグリ、

コカブトムシ、タマムシ、トゲフタオ

タマムシ、ヒメボタル、ルリヒラタム

シ、オオキノコムシ、ハラグロオオテ

ントウ、ココノホシテントウ、ヤマト

アザミテントウ、ルイヨウマダラテン

トウ、ヤクハナノミ、カクズクビナガ

ムシ、ミヤマカミキリモドキ、ムネア

カクロアカハネムシ、ケブカマルクビ

カミキリ、ヨツボシカミキリ、エゾア

カヤマアリ、ヤマトアシナガバチ、モ

ンスズメバチ、キオビクロスズメバ

チ、キイロフタマタアミカ、モリオカ

ツトガ、ホシチャバネセセリ、アカセ

セリ、ミヤマチャバネセセリ、チャマ

ダラセセリ、スジグロチャバネセセ

リ、ギフチョウ、ヒメギフチョウ、ツ

マグロキチョウ、ヤマキチョウ、ヒメ

シロチョウ、ウスイロオナガシジミ、

ウラジロミドリシジミ、ウラナミアカ

シジミ、アサマシジミ、ゴマシジミ、

クロシジミ、ヒメシジミ、ムモンアカ

シジミ、ベニモンカラスシジミ、コヒ

オドシ、ヒョウモンチョウ、オオウラ

ギンヒョウモン、オオイチモンジ、コ

ヒョウモンモドキ、ヒョウモンモド

キ、キマダラモドキ、クロヒカゲモド

キ、オオヒカゲ、ウラナミジャノメ、

シンジュサン、ヒメスズメ、マエアカ

ヒトリ、コシロシタバ、ミヨタトラヨ

トウ 

p.8-4-1-37 

表 8-4-1-27(4)予測対象種

の選定結果 

（底生動物 文献調査において対象事

業実施区域及びその周囲に生息する

可能性が高いと考えられる重要な種

の内、現地調査で確認されなかった

種） 

4 種 

（種名） 

カワシンジュガイ、カラスガイ、ヤマ

トシジミ、マシジミ 

（昆虫は昆虫類の項に含めた） 

（底生動物 文献調査において対象事

業実施区域及びその周囲に生息する

可能性が高いと考えられる重要な種

の内、現地調査で確認されなかった

種） 

3 種 

（種名） 

カワシンジュガイ、カラスガイ、マシ

ジミ 

（昆虫は昆虫類の項に含めた） 

p.8-4-1-39 

キ.予測結果 

現地調査により確認されている重

要な種は、対象事業の実施によりその

生息地、生息環境が改変される程度に

ついて予測した。なお、文献調査によ

り対象事業実施区域周辺に生息する

現地調査により確認されている重

要な種は、対象事業の実施によりその

生息地、生息環境が改変される程度に

ついて予測した。なお、文献調査によ

り対象事業実施区域周辺に生息する
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とされている重要な種の内、現地調査

で確認されなかった種は、対象事業の

実施によりその種の生息環境が改変

される程度を予測した。 

とされている重要な種の内、現地調査

で確認されなかった種は、対象事業の

実施によりその種の生息環境が改変

される程度を予測した。なお、魚類や

底生動物等の移動範囲に関する知見

は限られているが、個別の種ごとの一

般生態、確認地点の生息環境を踏まえ

て、予測評価を実施した。 

p.8-4-1-45 

表 8-4-1-29(1)重要な哺乳

類の予測結果 

p.8-4-1-50 

表 8-4-1-30(1)重要な鳥類

の予測結果 

p.8-4-1-52 

表 8-4-1-30(3)重要な鳥類

の予測結果 

p.8-4-1-52 

表 8-4-1-30(4)重要な鳥類

の予測結果 

p.8-4-1-54 

表 8-4-1-30(7)重要な鳥類

の予測結果 

p.8-4-1-55 

表 8-4-1-30(8)重要な鳥類

の予測結果 

p.8-4-1-55 

表 8-4-1-30(9)重要な鳥類

の予測結果 

p.8-4-1-56 

表 8-4-1-30(10)重要な鳥

類の予測結果 

p.8-4-1-65 

表 8-4-1-30(21)重要な鳥

類の予測結果 

p.8-4-1-73 

表 8-4-1-32(1)重要な爬虫

類の予測結果 

p.8-4-1-74 

表 8-4-1-32(2)重要な両生

類の予測結果 

p.8-4-1-75 

表 8-4-1-32(3)重要な両生

類の予測結果 

p.8-4-1-76 

表 8-4-1-32(4)重要な両生

類の予測結果 

p.8-4-1-77 

表 8-4-1-32(5)重要な両生

類の予測結果 

p.8-4-1-78 

表 8-4-1-33(1)重要な昆虫

類の予測結果 

p.8-4-1-79 

表 8-4-1-33(2)重要な昆虫

類の予測結果 

p.8-4-1-79 

表 8-4-1-33(3)重要な昆虫

類の予測結果 

（予測結果 鉄道施設の存在） 

・工事の実施による生息環境の改変以

外に新たな改変はないことから、鉄

道施設の存在による生息環境の変

化は生じない。 

・鉄道施設の存在により、河川の一部

で流量が減少するものの、本種の生

息環境への影響は小さい。 

・したがって、生息環境に変化は生じ

ない。 

（予測結果 鉄道施設の存在） 

・工事の実施による生息環境の改変以

外に新たな改変はないことから、鉄

道施設の存在による生息環境の変

化は生じない。 

・トンネルの工事及び鉄道施設（トン

ネル）の存在により、破砕帯等の周

辺にある河川の一部において流量

への影響の可能性があるものの、周

辺に同様の環境が広く残されるこ

とから、本種の生息環境への影響は

小さい。 

・したがって、生息環境に変化は生じ

ない。 
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p.8-4-1-80 

表 8-4-1-33(5)重要な昆虫

類の予測結果 

p.8-4-1-83 

表 8-4-1-33(9)重要な昆虫

類の予測結果 

p.8-4-1-84 

表 8-4-1-33(12)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-85 

表 8-4-1-33(13)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-85 

表 8-4-1-33(14)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-89 

表 8-4-1-33(22)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-90 

表 8-4-1-33(24)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-94 

表 8-4-1-33(34)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-94 

表 8-4-1-33(35)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-95 

表 8-4-1-33(37)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-98 

表 8-4-1-33(44)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-101 

表 8-4-1-33(52)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-102 

表 8-4-1-33(54)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-103 

表 8-4-1-33(55)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-109 

表 8-4-1-34(1)重要な魚類

の予測結果 

p.8-4-1-110 

表 8-4-1-34(2)重要な魚類

の予測結果 

p.8-4-1-111 

表 8-4-1-34(3)重要な魚類

の予測結果 

p.8-4-1-111 

表 8-4-1-34(4)重要な魚類

の予測結果 

p.8-4-1-112 

表 8-4-1-34(5)重要な魚類

の予測結果 

p.8-4-1-113 

表 8-4-1-34(6)重要な魚類
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の予測結果 

p.8-4-1-114 

表 8-4-1-34(7)重要な魚類

の予測結果 

p.8-4-1-115 

表 8-4-1-34(8)重要な魚類

の予測結果 

p.8-4-1-116 

表 8-4-1-35(2)重要な底生

動物の予測結果 

p.8-4-1-117 

表 8-4-1-35(3)重要な底生

動物の予測結果 

p.8-4-1-117 

表 8-4-1-35(4)重要な底生

動物の予測結果 

p.8-4-1-118 

表 8-4-1-35(5)重要な底生

動物の予測結果 

p.8-4-1-62 

表 8-4-1-30(17)重要な鳥

類の予測結果 

（一般生態） 

北海道、本州、四国、九州等の各地

に記録があるが、繁殖地はもっと狭

く、岩手、宮城、新潟、長野、石川、

兵庫、島根等の各県で繁殖が確認され

ている。 

数百メートルに達する断崖の連な

る山地に生息し、岩場を中心に広大な

樹林地が行動域である。好みの崖地が

あれば、低山帯、亜高山帯、高山帯の

広葉樹林や針葉樹林をすみかとする。

キュウシュウノウサギ、ホンドテ

ン、ホンドキツネ、ホンドイタチ等の

中型哺乳類、キジ、キジバト等の中・

大型鳥類、アオダイショウ、シマヘビ

等の爬虫類を捕食する。繁殖期は 3 か

ら 6 月。巣は崖地の中間部の岩棚で、

上にオーバーハングのあるところに

つくり、南向きの崖を好む。 

（一般生態） 

北海道、本州、四国、九州等の各地

に記録があるが、繁殖地はもっと狭

く、岩手、宮城、新潟、長野、石川、

兵庫、島根等の各県で繁殖が確認され

ている。 

数百メートルに達する断崖の連な

る山地に生息し、岩場を中心に広大な

樹林地が行動域である。好みの崖地が

あれば、低山帯、亜高山帯、高山帯の

広葉樹林や針葉樹林をすみかとする。

キュウシュウノウサギ、ホンドテ

ン、ホンドキツネ、ホンドイタチ等の

中型哺乳類、キジ、キジバト等の中・

大型鳥類、アオダイショウ、シマヘビ

等の爬虫類を捕食する。繁殖期は 3 か

ら 6 月。巣は崖地の中間部の岩棚で、

上にオーバーハングのあるところや

切り立った岩場、大木等につくり、南

向きの崖を好む。 

p.8-4-1-64 

表 8-4-1-30(20)重要な鳥

類の予測結果 

p.8-4-1-80 

表 8-4-1-33(4)重要な昆虫

類の予測結果 

p.8-4-1-81 

表 8-4-1-33(7)重要な昆虫

類の予測結果 

p.8-4-1-82 

表 8-4-1-33(8)重要な昆虫

類の予測結果 

p.8-4-1-91 

表 8-4-1-33(26)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-99 

表 8-4-1-33(45)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-102 

（予測結果 鉄道施設の存在） 

・工事の実施による生息環境の改変以

外に新たな改変はないことから、鉄

道施設の存在による生息環境の変

化は生じない。 

・したがって、生息環境に変化は生じ

ない。 

（予測結果 鉄道施設の存在） 

・工事の実施による生息環境の改変以

外に新たな改変はないことから、鉄

道施設の存在による生息環境の変

化は生じない。 

・トンネルの工事及び鉄道施設（トン

ネル）の存在により、破砕帯等の周

辺にある河川の一部において流量

への影響の可能性があるものの、周

辺に同様の環境が広く残されるこ

とから、本種の生息環境への影響は

小さい。 

・したがって、生息環境に変化は生じ

ない。 



14-36 

補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

表 8-4-1-33(53)重要な昆

虫類の予測結果 

p.8-4-1-73 

表 8-4-1-32(1)重要な両生

類の予測結果 

（一般生態） 

カゲロウ・カワゲラ・トビケラ等の

幼虫を餌としている。幼生のまま越冬

することがあり、そのような沢では一

年中幼生を見ることができる。 

（一般生態） 

カゲロウ・カワゲラ・トビケラ等の

幼虫を餌としている。幼生のまま越冬

することがあり、そのような沢では一

年中幼生を見ることができる。 

なお、本種の行動圏は十分に知られ

ていないが、徳江ら（2011） による

と、小型サンショウウオであるトウキ

ョウサンショウウオは 大 100m かそ

れ以上、また樹林地際から産卵場所ま

での距離は平均 50m 超で 大 130m で

ある。 

p.8-4-1-74 

表 8-4-1-32(2)重要な両生

類の予測結果 

（一般生態） 

非常に貪食で、動物質なら種類は選

ばず食する。 

（一般生態） 

非常に貪食で、動物質なら種類は選

ばず食する。 

なお、竹内ら（2008） によると、

再捕獲した 41 個体の平均移動距離は

17.23m である。また、小林ら（2009） 

によると、再捕獲した個体の内、 も

遠くまで移動したものは 45m である。

p.8-4-1-76 

表 8-4-1-32(4)重要な両生

類の予測結果 

（一般生態） 

同所に分布するダルマガエル、トウ

キョウダルマガエルとの分布境界部

では、それぞれ本種との雑種が見つか

っている。 

（一般生態） 

同所に分布するダルマガエル、トウ

キョウダルマガエルとの分布境界部

では、それぞれ本種との雑種が見つか

っている。 

なお、本種の行動圏は十分に知られ

ていないが、戸金ら（2010）によると、

近縁のトウキョウダルマガエルでは

平均 85.5m、 大 175.8m の移動距離が

報告されている。 

p.8-4-1-77 

表 8-4-1-32(5)重要な両生

類の予測結果 

（一般生態） 

繁殖期は 4月から 7月で、水田の畦、

林道の水たまり及び池や沼の周辺の

樹林の枝先に白い泡状の卵塊を産み

付ける。道路の側溝、人家の貯水槽等

で産卵する場合もある。暗褐色から緑

色をした中型のカエルである。 

（一般生態） 

繁殖期は 4月から 7月で、水田の畦、

林道の水たまり及び池や沼の周辺の

樹林の枝先に白い泡状の卵塊を産み

付ける。道路の側溝、人家の貯水槽等

で産卵する場合もある。暗褐色から緑

色をした中型のカエルである。 

なお、徳江ら（2011） によると、

本種の移動距離は、平均 80m で 大

125m である。 

p.8-4-1-80 

表 8-4-1-33(5)重要な昆虫

類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 6 月中旬から 11 月中旬頃ま

で見られる。 

 

（一般生態） 

成虫は 6 月中旬から 11 月中旬頃ま

で見られる。 

なお、徳江ら(2011)によると、同じ

ヤンマ科のアオヤンマは平均 2,260m

で 大 3,047m の移動距離が報告され

ている。 

p.8-4-1-81 

表 8-4-1-33(6)重要な昆虫

類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 6 月中旬から 10 月上旬まで

見られる。 

 

（一般生態） 

成虫は 6 月中旬から 10 月上旬まで

見られる。 

なお、徳江ら(2011)によると、同じ

ヤンマ科のアオヤンマは平均 2,260m

で 大 3,047m の移動距離が報告され

ている。 

p.8-4-1-81 

表 8-4-1-33(7)重要な昆虫

（一般生態） 

成虫は 4月上旬から 6月下旬まで見

（一般生態） 

成虫は 4月上旬から 6月下旬まで見
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類の予測結果 られる。 

 

られる。 

なお、徳江ら(2011)によると、同じ

ヤンマ科のアオヤンマは平均 2,260m

で 大 3,047m の移動距離が報告され

ている。 

p.8-4-1-82 

表 8-4-1-33(8)重要な昆虫

類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 4 月中旬から 10 月末頃まで

見られる。 

 

（一般生態） 

成虫は 4 月中旬から 10 月末頃まで

見られる。 

なお、徳江ら(2011)によると、同じ

ヤンマ科のアオヤンマは平均 2,260m

で 大 3,047m の移動距離が報告され

ている。 

p.8-4-1-89 

表 8-4-1-33(22)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

清流に生息する。 

 

（一般生態） 

清流に生息する。 

なお、本種の移動距離は十分に知ら

れていないが、四方(1999)によると、

同じゲンゴロウ科のゲンゴロウは、

1km 程は移動することが確認された。

p.8-4-1-89 

表 8-4-1-33(23)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 8月から 9月に出現し成虫で

越冬する。 

 

（一般生態） 

成虫は 8月から 9月に出現し成虫で

越冬する。 

なお、本種の移動距離は十分に知ら

れていないが、四方(1999)によると、

同じゲンゴロウ科のゲンゴロウは、

1km 程は移動することが確認された。

p.8-4-1-90 

表 8-4-1-33(24)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は昆虫の死骸を食べる。 

 

（一般生態） 

成虫は昆虫の死骸を食べる。 

なお、本種の移動距離は十分に知ら

れていないが、四方(1999)によると、

同じオサムシ上科のゲンゴロウの移

動距離は、約 1km である。 

p.8-4-1-92 

表 8-4-1-33(30)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 4 月から 10 月に見られる。

 

（一般生態） 

成虫は 4 月から 10 月に見られる。

なお、本種の移動距離は十分に知ら

れていないが、前河(2005)によると、

同じコガネムシ科のアオカナブンの

移動距離は 150m～450m である。 

p.8-4-1-93 

表 8-4-1-33(31)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 6 月から 8 月に見られる。 

 

（一般生態） 

成虫は 6 月から 8 月に見られる。 

なお、本種の移動距離は十分に知ら

れていないが、前河(2005)によると、

同じコガネムシ科のアオカナブンの

移動距離は 150m～450m である。 

p.8-4-1-93 

表 8-4-1-33(32)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は初夏に出現する。 

 

（一般生態） 

成虫は初夏に出現する。 

なお、本種の移動距離は十分に知ら

れていないが、前河(2005)によると、

同じコガネムシ科のアオカナブンの

移動距離は 150m～450m である。 

p.8-4-1-93 

表 8-4-1-33(33)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 7 月から 8 月に見られる。 

 

（一般生態） 

成虫は 7 月から 8 月に見られる。 

なお、本種の移動距離は十分に知ら

れていないが、前河(2005)によると、

同じコガネムシ科のアオカナブンの

移動距離は 150m～450m である。 

p.8-4-1-95 

表 8-4-1-33(37)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 5 月から 7 月に出現する。 

 

（一般生態） 

成虫は 5 月から 7 月に出現する。 

なお、宮下ら（1998） によると、
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蛹になるために上陸した幼虫は、ほと

んどが水面からの高さが 1m 以下の場

所で蛹となった。 

p.8-4-1-97 

表 8-4-1-33(42)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 7 月から 9 月に出現する。 

 

（一般生態） 

成虫は 7 月から 9 月に出現する。 

なお、本種の移動距離は知られてい

ないが、佐藤(2005)によると、フライ

トミル法によるカミキリムシ科のケ

ブカトラカミキリの飛翔距離は、平均

122m、 長 1,170m である。また、遠

田(1985)によると、フライトミル法に

よるカミキリムシ科のマツノマダラ

カミキリの飛翔距離は、平均 600m、

大 3,200m である。 

p.8-4-1-98 

表 8-4-1-33(43)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 6 月から 9 月に出現する。 

 

（一般生態） 

成虫は 6 月から 9 月に出現する。 

なお、本種の移動距離は知られてい

ないが、佐藤(2005)によると、フライ

トミル法によるカミキリムシ科のケ

ブカトラカミキリの飛翔距離は、平均

122m、 長 1,170m である。また、遠

田(1985)によると、フライトミル法に

よるカミキリムシ科のマツノマダラ

カミキリの飛翔距離は、平均 600m、

大 3,200m である。 

p.8-4-1-98 

表 8-4-1-33(44)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

清流環境に生息するニンギョウト

ビケラの前蛹から蛹に寄生する。 

 

（一般生態） 

清流環境に生息するニンギョウト

ビケラの前蛹から蛹に寄生する。 

なお、青柳(2008)によると、活発な

飛翔行動をみせず、水系間の移動能力

が低い可能性がある。 

p.8-4-1-99 

表 8-4-1-33(45)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

丘陵地から低山地にかけて見られ

る。 

 

（一般生態） 

丘陵地から低山地にかけて見られ

る。 

なお、久保田(1988)によると、アリ

科のクロヤマアリの移動距離は、巣か

ら 100m 以上である。 

p.8-4-1-99 

表 8-4-1-33(46)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

クロオオアリ等に一時的社会寄生

する。立木の根際のうろに巣を作る。

 

（一般生態） 

クロオオアリ等に一時的社会寄生

する。立木の根際のうろに巣を作る。

なお、久保田(1988)によると、アリ

科のクロヤマアリの移動距離は、巣か

ら 100m 以上である。 

p.8-4-1-101 

表 8-4-1-33(51)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫はツリフネソウ、アヤメ、ニシ

キウツギ、ヤマホタルブクロ等の花に

訪れる。 

 

（一般生態） 

成虫はツリフネソウ、アヤメ、ニシ

キウツギ、ヤマホタルブクロ等の花に

訪れる。 

なお、ハインリッチ(1991)による

と、同じマルハナバチ属の一種の行動

距離は、少なくとも 5km である。 

p.8-4-1-102 

表 8-4-1-33(54)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は春から秋まで出現する。 

 

（一般生態） 

成虫は春から秋まで出現する。 

なお、本種の移動距離は十分に知ら

れていないが、西村（1981）によると、

同じトビケラ目のニッポンヒゲナガ

カワトビケラについては、越冬世代の

成虫は顕著な遡上飛行を行い、1 回の

飛行で 2.5～3.1km 程度の遡上能力を
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もつとしている。また、川の横断方向

では、川岸の樹木や構造物付近で、地

上 1～3m を群飛するとしている。 

p.8-4-1-104 

表 8-4-1-33(58)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 7 月上旬を中心に出現する。

 

（一般生態） 

成虫は 7 月上旬を中心に出現する。

なお、本種の行動圏に関する十分な

知見はないが、徳江ら（2011）による

と、オオルリシジミは 大 560m 移動

する。 

p.8-4-1-105 

表 8-4-1-33(59)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

長野県内では、特に北部地方での減

少が著しい。 

 

（一般生態） 

長野県内では、特に北部地方での減

少が著しい。 

なお、本種の行動圏に関する十分な

知見はないが、徳江ら（2011）による

と、オオルリシジミは 大 560m 移動

する。 

p.8-4-1-105 

表 8-4-1-33(60)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 7 月を中心に出現する。 

 

（一般生態） 

成虫は 7 月を中心に出現する。 

なお、本種の行動圏に関する十分な

知見はないが、徳江ら（2011）による

と、オオルリシジミは 大 560m 移動

する。 

p.8-4-1-106 

表 8-4-1-33(61)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 5 月、7 月、9 月を中心に出

現する。 

 

（一般生態） 

成虫は 5 月、7 月、9 月を中心に出

現する。 

なお、本種の行動圏に関する十分な

知見はないが、徳江ら（2011）による

と、オオルリシジミは 大 560m 移動

する。 

p.8-4-1-107 

表 8-4-1-33(63)重要な昆

虫類の予測結果 

（一般生態） 

成虫は 6 月から 8 月頃まで見られ

る。 

 

（一般生態） 

成虫は 6 月から 8 月頃まで見られ

る。 

なお、あいちミティゲーション定量

評価ツール利用マニュアル（愛知県））

によると、移動範囲は1km程度である。

p.8-4-1-110 

表 8-4-1-34(2)重要な魚類

の予測結果 

（一般生態） 

西日本での産卵期は 6 月から 7 月。

水田周辺では、しろかきと同時に周囲

の用水路から水田に遡上する。遡上

後、水田で何日かを過ごしたあと夜間

に産卵する。 

雑食性。 

 

（一般生態） 

西日本での産卵期は 6 月から 7 月。

水田周辺では、しろかきと同時に周囲

の用水路から水田に遡上する。遡上

後、水田で何日かを過ごしたあと夜間

に産卵する。 

雑食性。 

なお、西田ら(2005）によると、本

種の移動距離は 100～300m である。 

p.8-4-1-112 

表 8-4-1-34(5)重要な魚類

の予測結果 

（一般生態） 

稚魚は主に小型の水生昆虫、成魚は

流下動物、底生動物等を食する。 

 

（一般生態） 

稚魚は主に小型の水生昆虫、成魚は

流下動物、底生動物等を食する。 

なお、山本ら(2004)によると、本種

の出水前後での移動状況は±25m 以内

が大半を占め定着性が強い。 

p.8-4-1-113 

表 8-4-1-34(6)重要な魚類

の予測結果 

（一般生態） 

主に水生昆虫の幼虫を食するが、夏

には陸生の落下昆虫を食することが

多くなる。 

 

（一般生態） 

主に水生昆虫の幼虫を食するが、夏

には陸生の落下昆虫を食することが

多くなる。 

なお、NAKANO ら（1990）によると、

本種の移動距離は、非繁殖期には 20m

以下、繁殖期には移動距離がわずかに

増加する傾向があるが、定住性がみら



14-40 

補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

れる。 

p.8-4-1-114 

表 8-4-1-34(7)重要な魚類

の予測結果 

（一般生態） 

近年、本種とメダカ北日本集団

（Oryzias sakaizumii ）の 2 種に分

けられた。分布が異なるほか、体側鱗

の黒い縁取りの有無等外部形態によ

っても区別される。 

 

（一般生態） 

近年、本種とメダカ北日本集団

（Oryzias sakaizumii ）の 2 種に分

けられた。分布が異なるほか、体側鱗

の黒い縁取りの有無等外部形態によ

っても区別される。 

なお、佐原（私信）によると、水路

のみで生息する本種の移動距離は条

件がよければ 1,500ｍ程度である。 

p.8-4-1-115 

表 8-4-1-34(8)重要な魚類

の予測結果 

（一般生態） 

肉食性で、主に水生昆虫を食するほ

か、流下昆虫、底生小動物、小魚も食

する。 

 

（一般生態） 

肉食性で、主に水生昆虫を食するほ

か、流下昆虫、底生小動物、小魚も食

する。 

なお、棗田（2007）によると、 外

郭法によって算出された夜間の行動

圏 サ イ ズ は 平 均 9.8m2 、 レ ン ジ

0.3-79.9m2である。 

p.8-4-1-118 

ｳ)文献調査でのみ確認さ

れた重要な種に対する予

測結果 

文献調査により対象事業実施区域

及びその周囲に生息する可能性が高

いと考えられる重要な種のうち、現地

調査では確認されなかった重要な種

は、哺乳類 7 種、鳥類 29 種、爬虫類 1

種、両生類 5 種、昆虫類 113 種、魚類

4 種、底生動物 4 種であった。 

文献調査により対象事業実施区域

及びその周囲に生息する可能性が高

いと考えられる重要な種のうち、現地

調査では確認されなかった重要な種

は、哺乳類 6 種、鳥類 27 種、爬虫類 1

種、両生類 4 種、昆虫類 99 種、魚類 4

種、底生動物 3 種であった。 

p.8-4-1-118 

a)哺乳類 

予測対象種は、ホンシュウトガリネ

ズミ、ミズラモグラ、ホンドノレンコ

ウモリ、ニホンウサギコウモリ、テン

グコウモリ、チョウセンイタチ、ホン

ドオコジョの 7 種である。 

工事の実施又は鉄道施設の存在に

より、生息環境の一部が消失、縮小す

る可能性があるが、その程度はわずか

であり、周辺に同質の生息環境が広く

分布することから生息環境は確保さ

れる。 

したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な哺乳類

の生息環境は保全されると予測され

る。 

予測対象種は、ホンシュウトガリネ

ズミ、ミズラモグラ、ホンドノレンコ

ウモリ、ニホンウサギコウモリ、テン

グコウモリ、ホンドオコジョの 6 種で

ある。 

これらの種は、山地や里地・里山の

樹林などが主な生息環境である。この

ため、工事の実施又は鉄道施設の存在

により、生息環境の一部が消失、縮小

する可能性があるが、その程度はわず

かであり、周辺に同質の生息環境が広

く分布することから生息環境は確保

される。 

したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な哺乳類

の生息環境は保全されると予測され

る。 

p.8-4-1-118 

b)鳥類 

 予測対象種は、ライチョウ、ウズラ、

ヒシクイ、マガン、コハクチョウ、ト

モエガモ、カンムリカイツブリ、アカ

オネッタイチョウ、ヨシゴイ、オオヨ

シゴイ、ササゴイ、クイナ、ヒクイナ、

ケリ、ヤマシギ、タカブシギ、ハマシ

ギ、タマシギ、コアジサシ、オジロワ

シ、オオコノハズク、コノハズク、ア

オバズク、トラフズク、ヤツガシラ、

ヤイロチョウ、チゴモズ、コヨシキリ、

ホオアカの 29 種である。 

 工事の実施又は鉄道施設の存在に

より、生息環境の一部が消失、縮小す

る可能性があるが、その程度はわずか

であり、周辺に同質の生息環境が広く

分布することから生息環境は確保さ

 予測対象種は、ウズラ、ヒシクイ、

マガン、コハクチョウ、トモエガモ、

カンムリカイツブリ、ヨシゴイ、オオ

ヨシゴイ、ササゴイ、クイナ、ヒクイ

ナ、ケリ、ヤマシギ、タカブシギ、ハ

マシギ、タマシギ、コアジサシ、オジ

ロワシ、オオコノハズク、コノハズク、

アオバズク、トラフズク、ヤツガシラ、

ヤイロチョウ、チゴモズ、コヨシキリ、

ホオアカの 27 種である。 

 これらのうち、ヤマシギ、オオコノ

ハズク、コノハズク、アオバズク、ト

ラフズク、ヤツガシラ、ヤイロチョウ、

チゴモズの 8 種は、山地や里地・里山

の樹林が主な生息環境である。ウズ

ラ、ヒシクイ、マガン、コハクチョウ、
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れる。 

 したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な鳥類の

生息環境は保全されると予測される。

トモエガモ、カンムリカイツブリ、ヨ

シゴイ、オオヨシゴイ、ササゴイ、ク

イナ、ヒクイナ、ケリ、タカブシギ、

ハマシギ、タマシギ、コアジサシ、オ

ジロワシ、コヨシキリ、ホオアカの 19

種は、里地・里山の草地、湿地や水域

が主な生息環境である。このため、工

事の実施又は鉄道施設の存在により、

生息環境の一部が消失、縮小する可能

性があるが、その程度はわずかであ

り、周辺に同質の生息環境が広く分布

することから生息環境は確保される。

 したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な鳥類の

生息環境は保全されると予測される。

p.8-4-1-119 

c)爬虫類 

予測対象種は、ニホンイシガメの 1

種である。 

工事の実施又は鉄道施設の存在に

より、生息環境の一部が消失、縮小す

る可能性があるが、その程度はわずか

であり、周辺に同質の生息環境が広く

分布することから生息環境は確保さ

れる。 

したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な爬虫類

の生息環境は保全されると予測され

る。 

予測対象種は、ニホンイシガメの 1

種で、里地・里山の湿地や水域が主な

生息環境である。このため、工事の実

施又は鉄道施設の存在により、生息環

境の一部が消失、縮小する可能性があ

るが、その程度はわずかであり、周辺

に同質の生息環境が広く分布するこ

とから生息環境は確保される。 

したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な爬虫類

の生息環境は保全されると予測され

る。 

p.8-4-1-119 

d)両生類 

予測対象種は、アカイシサンショウ

ウオ、クロサンショウウオ、オオサン

ショウウオ、ナゴヤダルマガエル、ナ

ガレタゴガエルの 5 種である。 

工事の実施又は鉄道施設の存在に

より、生息環境の一部が消失、縮小す

る可能性があるが、その程度はわずか

であり、周辺に同質の生息環境が広く

分布することから生息環境は確保さ

れる。 

したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な両生類

の生息環境は保全されると予測され

る。 

予測対象種は、アカイシサンショウ

ウオ、クロサンショウウオ、ナゴヤダ

ルマガエル、ナガレタゴガエルの 4 種

である。これらの種は、山地や里地・

里山の樹林、湿地や水域が主な生息環

境である。このため、工事の実施又は

鉄道施設の存在により、生息環境の一

部が消失、縮小する可能性があるが、

その程度はわずかであり、周辺に同質

の生息環境が広く分布することから

生息環境は確保される。 

したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な両生類

の生息環境は保全されると予測され

る。 

p.8-4-1-119 

e)昆虫類 

予測対象種は、モートンイトトン

ボ、ホソミイトトンボ、コバネアオイ

トトンボ、アオハダトンボ、キイロサ

ナエ、ヒメサナエ、アオヤンマ、サラ

サヤンマ、マダラヤンマ、カトリヤン

マ、ハネビロエゾトンボ、フライソン

アミメカワゲラ、チッチゼミ、タガメ、

ヒメナガヒラタムシ、カワラハンミョ

ウ、イナオサムシ、オンタケクロナガ

オサムシ、サンプククロナガオサム

シ、アカイシホソヒメクロオサムシ、

ミヤマヒサゴゴミムシ、シンシュウナ

ガゴミムシ、トダイオオナガゴミム

シ、マスモトナガゴミムシ、キソコマ

ナガゴミムシ、スルガナガゴミムシ、

エナオオズナガゴミムシ、キソナガゴ

予測対象種は、モートンイトトン

ボ、ホソミイトトンボ、コバネアオイ

トトンボ、アオハダトンボ、キイロサ

ナエ、ヒメサナエ、アオヤンマ、サラ

サヤンマ、マダラヤンマ、カトリヤン

マ、ハネビロエゾトンボ、フライソン

アミメカワゲラ、チッチゼミ、タガメ、

ヒメナガヒラタムシ、カワラハンミョ

ウ、イナオサムシ、ミヤマヒサゴゴミ

ムシ、シンシュウナガゴミムシ、トダ

イオオナガゴミムシ、マスモトナガゴ

ミムシ、キソコマナガゴミムシ、スル

ガナガゴミムシ、エナオオズナガゴミ

ムシ、キソナガゴミムシ、ミヤママル

ガタゴミムシ、アシグロツヤゴモクム

シ、リュウトウツヤゴモクムシ、キソ



14-42 

補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

ミムシ、ミヤママルガタゴミムシ、ア

シグロツヤゴモクムシ、リュウトウツ

ヤゴモクムシ、キソツヤゴモクムシ、

ゲンゴロウ、コオナガミズスマシ、シ

ジミガムシ、ヤマトモンシデムシ、ヒ

メモンシデムシ、オニヒラタシデム

シ、クチキクシヒゲムシ、オオルリク

ワガタ、ホソツヤルリクワガタ、ヒメ

オオクワガタ、ヒラタクワガタ、ムネ

アカセンチコガネ、アカマダラセンチ

コガネ、オオチャイロハナムグリ、ア

カマダラハナムグリ、コカブトムシ、

タマムシ、トゲフタオタマムシ、ヒメ

ボタル、ルリヒラタムシ、オオキノコ

ムシ、ハラグロオオテントウ、ココノ

ホシテントウ、ダイモンテントウ、ヤ

マトアザミテントウ、ルイヨウマダラ

テントウ、ヤクハナノミ、カクズクビ

ナガムシ、ミヤマカミキリモドキ、ム

ネアカクロアカハネムシ、ケブカマル

クビカミキリ、オトメクビアカハナカ

ミキリ、アラメハナカミキリ、ヨツボ

シカミキリ、ホソムネシラホシヒゲナ

ガコバネカミキリ、ミドリヒメスギカ

ミキリ、エゾアカヤマアリ、ヤマトア

シナガバチ、モンスズメバチ、キオビ

クロスズメバチ、キイロフタマタアミ

カ、モリオカツトガ、ホシチャバネセ

セリ、タカネキマダラセセリ、アカセ

セリ、ミヤマチャバネセセリ、チャマ

ダラセセリ、スジグロチャバネセセ

リ、ギフチョウ、ヒメギフチョウ、ク

モマツマキチョウ、ミヤマシロチョ

ウ、ツマグロキチョウ、ヤマキチョウ、

ヒメシロチョウ、ウスイロオナガシジ

ミ、ウラジロミドリシジミ、ウラナミ

アカシジミ、アサマシジミ、ゴマシジ

ミ、クロシジミ、ヒメシジミ、ムモン

アカシジミ、ベニモンカラスシジミ、

コヒオドシ、ヒョウモンチョウ、オオ

ウラギンヒョウモン、オオイチモン

ジ、コヒョウモンモドキ、ヒョウモン

モドキ、クモマベニヒカゲ、ベニヒカ

ゲ、キマダラモドキ、クロヒカゲモド

キ、オオヒカゲ、ウラナミジャノメ、

シンジュサン、ヒメスズメ、マエアカ

ヒトリ、コシロシタバ、ミヨタトラヨ

トウの 113 種である。 

工事の実施又は鉄道施設の存在に

より、生息環境の一部が消失、縮小す

る可能性があるが、その程度はわずか

であり、周辺に同質の生息環境が広く

分布することから生息環境は確保さ

れる。 

したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な昆虫類

の生息環境は保全されると予測され

る。 

ツヤゴモクムシ、ゲンゴロウ、コオナ

ガミズスマシ、シジミガムシ、ヤマト

モンシデムシ、オニヒラタシデムシ、

クチキクシヒゲムシ、オオルリクワガ

タ、ホソツヤルリクワガタ、ヒメオオ

クワガタ、ヒラタクワガタ、ムネアカ

センチコガネ、アカマダラセンチコガ

ネ、オオチャイロハナムグリ、アカマ

ダラハナムグリ、コカブトムシ、タマ

ムシ、トゲフタオタマムシ、ヒメボタ

ル、ルリヒラタムシ、オオキノコムシ、

ハラグロオオテントウ、ココノホシテ

ントウ、ヤマトアザミテントウ、ルイ

ヨウマダラテントウ、ヤクハナノミ、

カクズクビナガムシ、ミヤマカミキリ

モドキ、ムネアカクロアカハネムシ、

ケブカマルクビカミキリ、ヨツボシカ

ミキリ、エゾアカヤマアリ、ヤマトア

シナガバチ、モンスズメバチ、キオビ

クロスズメバチ、キイロフタマタアミ

カ、モリオカツトガ、ホシチャバネセ

セリ、アカセセリ、ミヤマチャバネセ

セリ、チャマダラセセリ、スジグロチ

ャバネセセリ、ギフチョウ、ヒメギフ

チョウ、ツマグロキチョウ、ヤマキチ

ョウ、ヒメシロチョウ、ウスイロオナ

ガシジミ、ウラジロミドリシジミ、ウ

ラナミアカシジミ、アサマシジミ、ゴ

マシジミ、クロシジミ、ヒメシジミ、

ムモンアカシジミ、ベニモンカラスシ

ジミ、コヒオドシ、ヒョウモンチョウ、

オオウラギンヒョウモン、オオイチモ

ンジ、コヒョウモンモドキ、ヒョウモ

ンモドキ、キマダラモドキ、クロヒカ

ゲモドキ、オオヒカゲ、ウラナミジャ

ノメ、シンジュサン、ヒメスズメ、マ

エアカヒトリ、コシロシタバ、ミヨタ

トラヨトウの 99 種である。 

このうち、チッチゼミ、ヒメナガヒ

ラタムシ、イナオサムシ、ミヤマヒサ

ゴゴミムシ、シンシュウナガゴミム

シ、トダイオオナガゴミムシ、マスモ

トナガゴミムシ、キソコマナガゴミム

シ、スルガナガゴミムシ、エナオオズ

ナガゴミムシ、キソナガゴミムシ、ミ

ヤママルガタゴミムシ、アシグロツヤ

ゴモクムシ、リュウトウツヤゴモクム

シ、キソツヤゴモクムシ、ヤマトモン

シデムシ、オニヒラタシデムシ、クチ

キクシヒゲムシ、オオルリクワガタ、

ホソツヤルリクワガタ、ヒメオオクワ

ガタ、ヒラタクワガタ、ムネアカセン

チコガネ、アカマダラセンチコガネ、

オオチャイロハナムグリ、アカマダラ

ハナムグリ、コカブトムシ、タマムシ、

トゲフタオタマムシ、ヒメボタル、ル

リヒラタムシ、オオキノコムシ、ハラ

グロオオテントウ、ココノホシテント

ウ、ヤマトアザミテントウ、ルイヨウ
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マダラテントウ、ヤクハナノミ、カク

ズクビナガムシ、ミヤマカミキリモド

キ、ムネアカクロアカハネムシ、ケブ

カマルクビカミキリ、ヨツボシカミキ

リ、エゾアカヤマアリ、ヤマトアシナ

ガバチ、モンスズメバチ、キオビクロ

スズメバチ、ホシチャバネセセリ、ア

カセセリ、ミヤマチャバネセセリ、チ

ャマダラセセリ、スジグロチャバネセ

セリ、ギフチョウ、ヒメギフチョウ、

ツマグロキチョウ、ヤマキチョウ、ヒ

メシロチョウ、ウスイロオナガシジ

ミ、ウラジロミドリシジミ、ウラナミ

アカシジミ、アサマシジミ、ゴマシジ

ミ、クロシジミ、ヒメシジミ、ムモン

アカシジミ、ベニモンカラスシジミ、

コヒオドシ、ヒョウモンチョウ、オオ

ウラギンヒョウモン、オオイチモン

ジ、コヒョウモンモドキ、ヒョウモン

モドキ、キマダラモドキ、クロヒカゲ

モドキ、オオヒカゲ、ウラナミジャノ

メ、シンジュサン、ヒメスズメ、マエ

アカヒトリ、コシロシタバ、ミヨタト

ラヨトウの 80 種は、山地や里地・里

山の樹林や草地が主な生息環境であ

る。 

モートンイトトンボ、ホソミイトト

ンボ、コバネアオイトトンボ、アオハ

ダトンボ、キイロサナエ、ヒメサナエ、

アオヤンマ、サラサヤンマ、マダラヤ

ンマ、カトリヤンマ、ハネビロエゾト

ンボ、フライソンアミメカワゲラ、タ

ガメ、ゲンゴロウ、コオナガミズスマ

シ、シジミガムシ、キイロフタマタア

ミカ、モリオカツトガの 18 種は、里

地・里山の湿地や水域が主な生息環境

である。カワラハンミョウは、河原や

海岸の砂丘が主な生息環境である。 

このため、工事の実施又は鉄道施設

の存在により、生息環境の一部が消

失、縮小する可能性があるが、その程

度はわずかであり、周辺に同質の生息

環境が広く分布することから生息環

境は確保される。 

したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な昆虫類

の生息環境は保全されると予測され

る。 

p.8-4-1-121 

f)魚類 

予測対象種は、ニホンウナギ、ヤリ

タナゴ、アジメドジョウ、ヤマトイワ

ナの 4 種である。 

工事の実施又は鉄道施設の存在に

より、生息環境の一部が消失、縮小す

る可能性があるが、その程度はわずか

であり、周辺に同質の生息環境が広く

分布することから生息環境は確保さ

れる。 

したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な魚類の

予測対象種は、ニホンウナギ、ヤリ

タナゴ、アジメドジョウ、ヤマトイワ

ナの 4 種である。これらは、山地や里

地・里山の水域が主な生息環境であ

る。このため、工事の実施又は鉄道施

設の存在により、生息環境の一部が消

失、縮小する可能性があるが、その程

度はわずかであり、周辺に同質の生息

環境が広く分布することから生息環

境は確保される。 

したがって、事業の実施による影響
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生息環境は保全されると予測される。 の程度はわずかであり、重要な魚類の

生息環境は保全されると予測される。

p.8-4-1-121 

g)底生動物 

予測対象種は、カワシンジュガイ、

カラスガイ、ヤマトシジミ、マシジミ

の 4 種である。 

工事の実施又は鉄道施設の存在に

より、生息環境の一部が消失、縮小す

る可能性があるが、その程度はわずか

であり、周辺に同質の生息環境が広く

分布することから生息環境は確保さ

れる。 

したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な底生動

物の生息環境は保全されると予測さ

れる。 

予測対象種は、カワシンジュガイ、

カラスガイ、マシジミの 3 種である。

これらは、里地・里山の水域が主な生

息環境である。このため、工事の実施

又は鉄道施設の存在により、生息環境

の一部が消失、縮小する可能性がある

が、その程度はわずかであり、周辺に

同質の生息環境が広く分布すること

から生息環境は確保される。 

したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な底生動

物の生息環境は保全されると予測さ

れる。 

p.8-4-1-122 

ア．環境保全措置の検討の

状況 

本事業では、計画の立案の段階にお

いて、動物に係る環境影響を回避又は

低減するため「工事に伴う改変区域を

できる限り小さくする」「資材運搬等

の適切化」「防音シート、低騒音・低

振動型の建設機械の採用」について検

討した。さらに、事業者により実行可

能な範囲内で、工事の実施（建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬に伴う車

両の運行、切土工等又は既存の工作物

の除去、トンネルの工事又は工事施工

ヤード及び工事用道路の設置）、鉄道

施設（トンネル、地表式又は掘割式、

嵩上式、駅、変電施設、保守基地）の

存在による動物に係る環境影響を回

避又は低減することを目的として、環

境保全措置の検討を行った。 

本事業では、計画の立案の段階にお

いて、動物に係る環境影響を回避又は

低減するため「工事に伴う改変区域を

できる限り小さくする」「資材運搬等

の適切化」「防音シート、低騒音・低

振動型の建設機械の採用」について検

討した。さらに、事業者により実行可

能な範囲内で、工事の実施（建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬に伴う車

両の運行、切土工等又は既存の工作物

の除去、トンネルの工事又は工事施工

ヤード及び工事用道路の設置）、鉄道

施設（トンネル、地表式又は掘割式、

嵩上式、駅、変電施設、保守基地）の

存在による動物に係る環境影響を回

避又は低減することを目的として、環

境保全措置の検討を行った。 

検討にあたっては、「工事に伴う改

変区域をできる限り小さくする」を基

本とした上で、さらに影響を低減させ

る措置を実施する。また、その結果を

踏まえ、必要な場合には、損なわれる

環境の有する価値を代償するための

措置を検討した。 

p.8-4-1-123 

表 8-4-1-36 環境保全措置

の検討の状況 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

重要な種の生息地への影響を回避又

は低減できることから、環境保全措置

として採用する。 

 

 

 

 

（照明の工夫 保全対象種） 

オビカゲロウ、ノギカワゲラなどの重

要な走光性昆虫類 

 

（照明の工夫 適否の理由） 

照明の漏れ出しの抑制等により走光

性の昆虫類などへの影響を低減でき

ることから、環境保全措置として採用

する。 

 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、重要な種の生息

地への影響を回避又は低減できるこ

とから、環境保全措置として採用す

る。 

 

（照明の工夫 保全対象種） 

オビカゲロウ、ノギカワゲラなどの重

要な走光性昆虫類等 

 

（照明の工夫 適否の理由） 

専門家等の助言を得つつ、設置する照

明については、極力外部に向けないよ

うな配慮による漏れ光の抑制、昆虫類

等の誘引効果が少ない照明の採用、適

切な照度の設定等を行うとともに、管
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（代替巣の設置 適否の理由） 

鳥類の繁殖活動においてより良い環

境を創出できることから、環境保全措

置として採用する。 

 

 

 

（代替生息地の確保（食草となる植物

の移植） 適否の理由） 

生息地の代替地が必要となる場合は、

食草を移植することで、重要な種の生

息環境や個体への影響を低減、代償で

きることから、環境保全措置として採

用する。 

理上支障のない範囲で夜間は消灯す

るなど点灯時間への配慮を行うこと

で、走光性の重要な昆虫類等の生息環

境への影響を低減できることから、環

境保全措置として採用する。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

（保全対象種） 

トンネルからの湧水を放流する河川

を生息環境とする保全対象種全般 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢

の温度への影響の可能性があるよう

な場合は、河川・沢の流量を考慮して

放流箇所を調整するとともに、難しい

場合は外気に晒して温度を河川と同

程度にしてから放流することで、水生

生物への影響を低減できることから、

環境保全措置として採用する。 

 

（代替巣の設置 適否の理由） 

回避、低減のための措置を講じても生

息環境の一部がやむを得ず消失する

場合において、鳥類の繁殖活動におい

てより良い環境を創出できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

 

（代替生息地の確保（食草となる植物

の移植） 適否の理由） 

回避、低減のための措置を講じても生

息環境の一部がやむを得ず消失する

場合において、生息地の代替地が必要

となる場合は、食草を移植すること

で、重要な種の生息環境や個体への影

響を低減、代償できることから、環境

保全措置として採用する。 

p.8-4-1-124 

ア．環境保全措置の検討の

状況 

－ 工事計画を検討するにあたり、重要

な種の生息状況を踏まえ、専門家の助

言等を踏まえ、環境影響を可能な限り

回避又は低減し、必要な場合には損な

われる環境の有する価値を代償する

ための措置を講じていく。 

 

両生類、爬虫類のうち、一部の冬眠

する重要種については、過去の事例や

専門家の意見も踏まえ、確認位置から

重要種の生息地の分布範囲を推定し、

改変の可能性のある範囲との関係か

ら、一部改変の可能性のある範囲で確

認されるものの殆どは同種の生息環

境が広がり、地域個体群に影響を与え

る程度ではなく、種として生息環境は

保全されると予測している。一方で、

同質の生息環境が限られている場合
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は一部保全されないものと予測し、該

当する重要種に対しては工事前に移

植や生息環境の創出などの環境保全

措置を実施する。個体レベルでの影響

については、環境保全措置である「工

事に伴う改変区域をできる限り小さ

くする」などを実施することで、改変

の可能性のある範囲で確認されてい

る個体への影響の低減を図るが、今

後、事業計画を具体的に検討する段階

において、必要に応じて専門家の助言

を受け、さらに検討を進める。 

p.8-4-1-124 － 「ｱ) 大鹿村クマタカペアについての

検討の状況」を追記 

p.8-4-1-125 － 「ｲ) 喬木村オオタカペアについての

検討の状況」を追記 

p.8-4-1-126 

イ.環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、工事の実施（建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬に伴う車

両の運行、切土工等又は既存の工作物

の除去、トンネルの工事又は工事施工

ヤード及び工事用道路の設置）及び鉄

道施設（トンネル、地表式又は掘割式、

嵩上式、駅、変電施設、保守基地）の

存在による動物に係る環境影響を低

減させるため、環境保全措置として

「工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする」「資材運搬等の適切化」

「防音シート、低騒音・低振動型の建

設機械の採用」「工事従事者への講

習・指導」「コンディショニングの実

施」「代替巣の設置」「代替生息地の

確保（食草となる植物の移植）」及び

「照明の工夫」を実施する。 

本事業では、工事の実施（建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬に伴う車

両の運行、切土工等又は既存の工作物

の除去、トンネルの工事又は工事施工

ヤード及び工事用道路の設置）及び鉄

道施設（トンネル、地表式又は掘割式、

嵩上式、駅、変電施設、保守基地）の

存在による動物に係る環境影響を低

減させるため、環境保全措置として

「工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする」「資材運搬等の適切化」

「防音シート、低騒音・低振動型の建

設機械の採用」「工事従事者への講

習・指導」「コンディショニングの実

施」「照明の工夫」「放流時の放流箇

所及び水温の調整」「代替巣の設置」

及び「代替生息地の確保（食草となる

植物の移植）」を実施する。なお、「代

替巣等の設置」については複数の種が

巣を競合するという知見もあるため、

今後の継続調査の結果や専門家意見

を踏まえ、詳細な設置検討を行ってい

く。 

p.8-4-1-126 

表 8-4-1-37(1)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

重要な種の生息地への影響を回避又

は低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、重要な種の生息

地への影響を回避又は低減できる。 

p.8-4-1-128 

表 8-4-1-37(6)環境保全措

置の内容 

（保全対象種） 

オビカゲロウ、ノギカワゲラなどの重

要な走光性昆虫類 

（実施内容 位置・範囲） 

事業区域及びその周囲 

 

（実施内容 時期・期間） 

工事中 

（環境保全措置の効果） 

照明の漏れ出しの抑制等により走光

性の昆虫類などへの影響を低減でき

る。 

 

 

（保全対象種） 

オビカゲロウ、ノギカワゲラなどの重

要な走光性昆虫類等 

（実施内容 位置・範囲） 

山岳部における事業区域及びその周

囲 

（実施内容 時期・期間） 

工事中 供用時 

（環境保全措置の効果） 

専門家等の助言を得つつ、設置する照

明については、極力外部に向けないよ

うな配慮による漏れ光の抑制、昆虫類

等の誘引効果が少ない照明の採用、適

切な照度の設定等を行うとともに、管
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（効果の不確実性） 

なし 

理上支障のない範囲で夜間は消灯す

るなど点灯時間への配慮を行うこと

で、走光性の重要な昆虫類等の生息環

境への影響を低減できる。 

（効果の不確実性） 

あり 

p.8-4-1-128 

表 8-4-1-37(7)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-4-1-130 

表 8-4-1-38 事後調査の概

要 

－ 以下追記 

（調査項目） 

照明の漏れ出し範囲における昆虫類

等の生息状況調査 

（調査内容） 

○調査時期・期間 

 工事中及び工事完了後 

○調査地域・地点 

 山岳部における工事施工ヤードや

供用時の各種施設等における照明設

置場所及びその周辺 

○調査方法 

 任意観察による生息状況の確認 

※専門家の助言を踏まえながら実施

する。 

（実施主体） 

東海旅客鉄道株式会社 

p.8-4-1-130 

ウ.事後調査の結果により

環境影響の程度が著しい

ことが判明した場合の対

応の方針 

事後調査の結果について、環境影響

の程度が著しいと判明した場合は、そ

の原因の解明に努めるとともに改善

を図るものとする。 

事後調査の結果について、環境影響

の程度が著しいと判明した場合は、そ

の原因の解明に努めるとともに、専門

家の助言も踏まえ、必要な場合には種

の特性に合わせた改変時期の設定や

改変期間の短縮についても検討し、改

善を図るものとする。 

p.8-4-1-131 

ｱ)回避又は低減に係る評

価 

なお、「コンディショニングの実施」

等については、環境保全措置の効果に

不確実性が生じるため、事後調査を実

施する。また、予測し得ない影響が生

じた場合は、専門家の助言等を踏まえ

て、別途対策を検討する。 

このことから、動物に係る環境影響

の回避又は低減が図られていると評

価する。 

なお、「コンディショニングの実施」

等については、環境保全措置の効果に

不確実性が生じるため、事後調査を実

施する。また、予測し得ない影響が生

じた場合は、専門家の助言等を踏まえ

て、別途対策を検討する。 

さらに、列車の走行に関する騒音等

が野生動物に及ぼす影響に関しては、

現時点で十分な知見が蓄積されてい

ないが、影響の把握や保全措置等につ

いて、整備新幹線での対応状況もみな

がら検討を進めていく。 

このことから、動物に係る環境影響

の回避又は低減が図られていると評

価する。 

p.8-4-2-52 

表 8-4-2-17(1)予測対象種

及び群落 

（植物に係る植物相（重要な種） 文献

調査において対象事業実施区域及びそ

の周囲に生育する可能性が高いと考え

られる重要な種の内、現地調査で確認

されなかった種） 

886 種 

（種名及び群落名） 

チシマヒカゲノカズラ、ミヤマヒカゲ

ノカズラ、タカネスギカズラ、ヒメス

ギラン、タカネヒカゲノカズラ、マン

（植物に係る植物相（重要な種） 文献

調査において対象事業実施区域及びそ

の周囲に生育する可能性が高いと考え

られる重要な種の内、現地調査で確認

されなかった種） 

608 種 

（種名及び群落名） 

ヒメスギラン、マンネンスギ、ヒモカ

ズラ、ヤマハナワラビ、エゾフユノハ

ナワラビ、コハナヤスリ、フタツキジ
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ネンスギ、チシマスギラン、エゾヒメ

クラマゴケ、ヒモカズラ、ミヤマハナ

ワラビ、ヒメハナワラビ、ヤマハナワ

ラビ、エゾフユノハナワラビ、コハナ

ヤスリ、フタツキジノオ、ハイホラゴ

ケ、チチブホラゴケ、キヨスミコケシ

ノブ、オオフジシダ、アイフジシダ、

ホラシノブ、イヌイワガネソウ、ヤツ

ガタケシノブ、シシラン、ナカミシシ

ラン、アマクサシダ、オオバノハチジ

ョウシダ、マツザカシダ、セフリイノ

モトソウ、ヤマドリトラノオ、ヌリト

ラノオ、シモツケヌリトラノオ、トキ

ワトラノオ、オクタマシダ、クモノス

シダ、イヌチャセンシダ、アオチャセ

ンシダ、クモイワトラノオ、オオカナ

ワラビ、ナンタイシダ、ツクシヤブソ

テツ、オクヤマシダ、カラフトメンマ、

キノクニベニシダ、イワカゲワラビ、

エンシュウベニシダ、ハコネオオクジ

ャク、タカヤマナライシダ、センジョ

ウデンダ、イナデンダ、タカネシダ、

ヒイラギデンダ、カタイノデ、ヤシャ

イノデ、トヨグチイノデ、フジイノデ、

オニイノデ、ヒメカナワラビ、ドウリ

ョウイノデ、ハコネイノデ、ハタジュ

クイノデ、フナコシイノデ、カタイノ

デモドキ、ナメライノデ、オンガタイ

ノデ、ツヤナシイノデモドキ、タカオ

イノデ、ゴテンバイノデ、ホシダ、ヨ

コグラヒメワラビ、ツクシヤワラシダ、

テバコワラビ、オクヤマワラビ、ユノ

ツルイヌワラビ、ヘビヤマイヌワラビ、

タカオシケチシダ、ナヨシダ、ムクゲ

シケシダ、ウスバミヤマノコギリシダ、

キタノミヤマシダ、ヘラシダ、ノコギ

リシダ、ダンドシダ、ウサギシダ、オ

オエビラシダ、トガクシデンダ、ヒメ

デンダ、ミヤマウラボシ、トヨグチウ

ラボシ、ウロコノキシノブ、イナノキ

シノブ、クリハラン、アオネカズラ、

キレハオオクボシダ、ヤツシロヒトツ

バ、デンジソウ、サンショウモ、オオ

アカウキクサ、イイダモミ、イラモミ、

ヒメマツハダ、ハイマツ、ミヤマビャ

クシン、ホンドミヤマネズ、タカネイ

ワヤナギ、コマイワヤナギ、ジゾウカ

ンバ、アカガシ、ナラガシワ、ムクノ

キ、タチゲヒカゲミズ、コケミズ、ミ

ヤマツチトリモチ、オンタデ、イブキ

トラノオ、ハルトラノオ、ムカゴトラ

ノオ、マルバギシギシ、ウナギツカミ、

ヒメタデ、ヤナギヌカボ、サデクサ、

ヌカボタデ、タカネスイバ、ノダイオ

ウ、マルミノヤマゴボウ、タガソデソ

ウ、タカネミミナグサ、ミヤマミミナ

グサ、ミヤマナデシコ、タカネナデシ

コ、センジュガンピ、エンビセンノウ、

タカネツメクサ、ミヤマツメクサ、ホ

ノオ、ハイホラゴケ、チチブホラゴケ、

キヨスミコケシノブ、オオフジシダ、

アイフジシダ、ホラシノブ、イヌイワ

ガネソウ、シシラン、ナカミシシラン、

オオバノハチジョウシダ、マツザカシ

ダ、セフリイノモトソウ、ヤマドリト

ラノオ、ヌリトラノオ、シモツケヌリ

トラノオ、トキワトラノオ、オクタマ

シダ、クモノスシダ、イヌチャセンシ

ダ、アオチャセンシダ、クモイワトラ

ノオ、オオカナワラビ、ナンタイシダ、

ツクシヤブソテツ、キノクニベニシダ、

イワカゲワラビ、エンシュウベニシダ、

ハコネオオクジャク、タカヤマナライ

シダ、カタイノデ、ヤシャイノデ、ト

ヨグチイノデ、フジイノデ、オニイノ

デ、ヒメカナワラビ、ドウリョウイノ

デ、ハコネイノデ、ハタジュクイノデ、

フナコシイノデ、カタイノデモドキ、

ナメライノデ、オンガタイノデ、ツヤ

ナシイノデモドキ、タカオイノデ、ゴ

テンバイノデ、ホシダ、ヨコグラヒメ

ワラビ、ツクシヤワラシダ、テバコワ

ラビ、ユノツルイヌワラビ、ヘビヤマ

イヌワラビ、タカオシケチシダ、ナヨ

シダ、ムクゲシケシダ、ウスバミヤマ

ノコギリシダ、キタノミヤマシダ、ヘ

ラシダ、ノコギリシダ、ダンドシダ、

ウサギシダ、オオエビラシダ、ミヤマ

ウラボシ、トヨグチウラボシ、ウロコ

ノキシノブ、イナノキシノブ、クリハ

ラン、アオネカズラ、ヤツシロヒトツ

バ、デンジソウ、サンショウモ、オオ

アカウキクサ、イイダモミ、イラモミ、

ヒメマツハダ、コマイワヤナギ、ジゾ

ウカンバ、アカガシ、ナラガシワ、ム

クノキ、タチゲヒカゲミズ、コケミズ、

ミヤマツチトリモチ、ハルトラノオ、

ウナギツカミ、ヒメタデ、ヤナギヌカ

ボ、サデクサ、ヌカボタデ、ノダイオ

ウ、マルミノヤマゴボウ、タガソデソ

ウ、センジュガンピ、エンビセンノウ、

ビランジ、シラオイハコベ、エゾオオ

ヤマハコベ、ミドリアカザ、イワアカ

ザ、オオヤマレンゲ、ヤブニッケイ、

シロダモ、レイジンソウ、オンタケブ

シ、アズマレイジンソウ、ミチノクフ

クジュソウ、ヒメイチゲ、ミスミソウ、

イチリンソウ、アズマイチゲ、サンリ

ンソウ、レンゲショウマ、エンコウソ

ウ、ミヤマハンショウヅル、カザグル

マ、オウレン、バイカオウレン、サバ

ノオ、チチブシロカネソウ、トウゴク

サバノオ、オキナグサ、ハイキツネノ

ボタン、セツブンソウ、マンセンカラ

マツ、ミヤマカラマツ、イワカラマツ、

ヘビノボラズ、オオバメギ、サンカヨ

ウ、ジュンサイ、マツモ、マルバウマ

ノスズクサ、ウマノスズクサ、オオバ
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ソバツメクサ、タカネビランジ、ビラ

ンジ、タカネマンテマ、カンチヤチハ

コベ、シラオイハコベ、イワツメクサ、

エゾオオヤマハコベ、シコタンハコベ、

ミドリアカザ、イワアカザ、オオヤマ

レンゲ、カゴノキ、ヤブニッケイ、シ

ロダモ、アカイシトリカブト、レイジ

ンソウ、オンタケブシ、キタザワブシ、

アズマレイジンソウ、ホソバトリカブ

ト、タカネトリカブト、ミチノクフク

ジュソウ、ヒメイチゲ、ミスミソウ、

ハクサンイチゲ、イチリンソウ、アズ

マイチゲ、サンリンソウ、レンゲショ

ウマ、ミヤマオダマキ、キタダケソウ、

エンコウソウ、ミヤマハンショウヅル、

カザグルマ、オウレン、バイカオウレ

ン、ミツバオウレン、 

ウマノスズクサ、ヤマシャクヤク、ベ

ニバナヤマシャクヤク、ヒメシャラ、

アカテンオトギリ、アゼオトギリ、タ

コアシオトギリ、エゾエンゴサク、ジ

ロボウエンゴサク、ツルキケマン、ヘ

ラハタザオ、ミヤマハタザオ、イワハ

タザオ、ミツバコンロンソウ、キリシ

マミズキ、アオベンケイ、マルバマン

ネングサ、ハナチダケサシ、キバナハ

ナネコノメ、ハナネコノメ、ヒダボタ

ン、タチネコノメソウ、シラヒゲソウ、

ウメバチソウ、ヤワタソウ、タコノア

シ、ヤシャビシャク、エゾスグリ、 

p.8-4-2-53 

表 8-4-2-17(2)予測対象種

及び群落 

（植物に係る植物相（重要な種） 文献

調査において対象事業実施区域及びそ

の周囲に生育する可能性が高いと考え

られる重要な種の内、現地調査で確認

されなかった種） 

886 種 

（種名及び群落名） 

サバノオ、チチブシロカネソウ、トウ

ゴクサバノオ、オキナグサ、ミヤマキ

ンポウゲ、キタダケキンポウゲ、クモ

マキンポウゲ、ハイキツネノボタン、

セツブンソウ、ヒメカラマツ、マンセ

ンカラマツ、ミヤマカラマツ、イワカ

ラマツ、モミジカラマツ、キンバイソ

ウ、シナノキンバイ、ヘビノボラズ、

オオバメギ、サンカヨウ、ジュンサイ、

マツモ、マルバウマノスズクサ、ウマ

ノスズクサ、オオバウマノスズクサ、

ヤマシャクヤク、ベニバナヤマシャク

ヤク、ヒメシャラ、フジオトギリ、ア

カテンオトギリ、ウツクシオトギリ、

シナノオトギリ、アゼオトギリ、タコ

アシオトギリ、エゾエンゴサク、ジロ

ボウエンゴサク、ツルキケマン、オサ

バグサ、ヘラハタザオ、ミヤマハタザ

オ、イワハタザオ、クモイナズナ、ミ

ツバコンロンソウ、ミヤマタネツケバ

ナ、ハナハタザオ、キタダケナズナ、

シロウマナズナ、ハクセンナズナ、キ

リシマミズキ、アオベンケイ、イワベ

ンケイ、ミヤママンネングサ、マルバ

マンネングサ、ハナチダケサシ、アラ

シグサ、キバナハナネコノメ、ハナネ

コノメ、ヒダボタン、タチネコノメソ

ウ、マルバチャルメルソウ、シラヒゲ

ソウ、ウメバチソウ、コウメバチソウ、

ヤワタソウ、タコノアシ、ヤシャビシ

ャク、エゾスグリ、トガスグリ、エチ

ゼンダイモンジソウ、ムカゴユキノシ

タ、シコタンソウ、ミヤマダイモンジ

ソウ、ダイモンジソウ、ウチワダイモ

ンジソウ、クロクモソウ、クモマグサ、

（植物に係る植物相（重要な種） 文献

調査において対象事業実施区域及びそ

の周囲に生育する可能性が高いと考え

られる重要な種の内、現地調査で確認

されなかった種） 

608 種 

（種名及び群落名） 

トガスグリ、エチゼンダイモンジソウ、

ダイモンジソウ、ウチワダイモンジソ

ウ、クロクモソウ、チョウセンキンミ

ズヒキ、シモツケソウ、アカバナシモ

ツケ、シロバナノヘビイチゴ、イワキ

ンバイ、ミネザクラ、アカツキザクラ、

リンボク、カシオザクラ、チチブザク

ラ、ナルサワザクラ、ニッコウザクラ、

サナギイチゴ、キソキイチゴ、コガネ

イチゴ、ハスノハイチゴ、ミヤマモミ

ジイチゴ、コジキイチゴ、モメンヅル、

タヌキマメ、レンリソウ、イヌハギ、

ミヤマタニワタシ、ヤマフジ、オオヤ

マカタバミ、グンナイフウロ、イヨフ

ウロ、コフウロ、ビッチュウフウロ、

マツバニンジン、ノウルシ、ニシキソ

ウ、ヒメナツトウダイ、ヒナノキンチ

ャク、シバタカエデ、ハナノキ、エン

シュウツリフネソウ、キソオニツルツ

ゲ、ムラサキマユミ、ゴンズイ、ツゲ、

ミヤマクマヤナギ、アマヅル、チョウ

センナニワズ、ヒメミヤマスミレ、キ

クバワカミヤスミレ、ヒラツカスミレ、

アソキクバスミレ、キクバヒナスミレ、

フギレサクラスミレ、ワカミヤスミレ、

フギレアカネスミレ、ウンゼンスミレ、

アルガスミレ、コワシミズスミレ、ヤ

シュウスミレ、キタザワスミレ、ミハ

シスミレ、サクラマルバスミレ、アカ

ネマルバスミレ、オノスミレ、キリガ

ミネスミレ、コミヤマスミレ、ナギソ

スミレ、ナガバタチツボスミレ、カク

マスミレ、アカネノジスミレ、フギレ

ミヤマスミレ、ミヤマスミレ、シコク

スミレ、シナノスミレ、マルバヒナス
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チョウセンキンミズヒキ、ハゴロモグ

サ、チョウノスケソウ、シモツケソウ、

アカバナシモツケ、シロバナノヘビイ

チゴ、ミヤマダイコンソウ、チングル

マ、イワキンバイ、キンロバイ、ハク

ロバイ、ミヤマキンバイ、ウラジロキ

ンバイ、ミネザクラ、チシマザクラ、

アカツキザクラ、リンボク、カシオザ

クラ、チチブザクラ、エボシザクラ、

ヤツガタケザクラ、ナルサワザクラ、

ニッコウザクラ、タカネイバラ、サナ

ギイチゴ、キソキイチゴ、コガネイチ

ゴ、ハスノハイチゴ、ミヤマモミジイ

チゴ、コジキイチゴ、タテヤマキンバ

イ、イワシモツケ、タイツリオウギ、

モメンヅル、リシリオウギ、シロウマ

オウギ、タヌキマメ、イワオウギ、レ

ンリソウ、イヌハギ、オヤマノエンド

ウ、ミヤマタニワタシ、ヤマフジ、オ

オヤマカタバミ、グンナイフウロ、イ

ヨフウロ、アサマフウロ、コフウロ、

ハクサンフウロ、ビッチュウフウロ、

マツバニンジン、ノウルシ、ニシキソ

ウ、ヒメナツトウダイ、ヒナノキンチ

ャク、シバタカエデ、ハナノキ、エン

シュウツリフネソウ、キソオニツルツ

ゲ、ムラサキマユミ、ゴンズイ、ツゲ、

ミヤマクマヤナギ、アマヅル、チョウ

センナニワズ、キバナノコマノツメ、

アカイシキバナノコマノツメ、ウスバ

スミレ、ヒメミヤマスミレ、キクバワ

カミヤスミレ、ヒラツカスミレ、アソ

キクバスミレ、キクバヒナスミレ、フ

ギレサクラスミレ、ワカミヤスミレ、

フギレアカネスミレ、ウンゼンスミレ、

アルガスミレ、コワシミズスミレ、ヤ

シュウスミレ、キタザワスミレ、ミハ

シスミレ、サクラマルバスミレ、アカ

ネマルバスミレ、オノスミレ、キリガ

ミネスミレ、コミヤマスミレ、ナギソ

スミレ、ナガバタチツボスミレ、カク

マスミレ、アカネノジスミレ、フギレ

ミヤマスミレ、ミヤマスミレ、シコク

スミレ、シナノスミレ、マルバヒナス

ミレ、オサカスミレ、フクザワスミレ、

フイリヤシロスミレ、マキノヒナスミ

レ、ヒメスミレサイシン、フイリシハ

イマキノスミレ、フイリシハイヒナス

ミレ、サクラヒカゲスミレ、スワタチ

ツボスミレ、スワキクバスミレ、コマ

ガタケスミレ、スルガキクバスミレ、

キソスミレ、アスマスミレ、スワスミ

レ、ニオイエゾノタチツボスミレ、マ

ルバタチツボ、フイリカツラギスミレ、

オクハラスミレ、ミツモリスミレ、オ

クタマスミレ、フイリフギレシハイス

ミレ、カワギシスミレ、カラスウリ、

ヒメキカシグサ、ミズキカシグサ、ヒ

メビシ、ヤナギラン、アシボソアカバ

ミレ、オサカスミレ、フクザワスミレ、

フイリヤシロスミレ、マキノヒナスミ

レ、ヒメスミレサイシン、フイリシハ

イマキノスミレ、フイリシハイヒナス

ミレ、サクラヒカゲスミレ、スワタチ

ツボスミレ、スワキクバスミレ、コマ

ガタケスミレ、スルガキクバスミレ、

キソスミレ、アスマスミレ、スワスミ

レ、ニオイエゾノタチツボスミレ、マ

ルバタチツボ、フイリカツラギスミレ、

オクハラスミレ、ミツモリスミレ、オ

クタマスミレ、フイリフギレシハイス

ミレ、カワギシスミレ、カラスウリ、

ヒメキカシグサ、ミズキカシグサ、ヒ

メビシ、エゾアカバナ、タチモ、フサ

モ、スギナモ、ミヤマウコギ、イワニ

ンジン、ミシマサイコ、ツボクサ、オ

オバチドメ、オオカサモチ、ヤマナシ

ウマノミツバ、クロバナウマノミツバ、

ナンカイイワカガミ、ヒメイワカガミ、

ヤマイワカガミ、イワカガミ、オオイ

ワカガミ、ウメガサソウ、シャクジョ

ウソウ、ギンリョウソウ、ベニバナイ

チヤクソウ、エゾイチヤクソウ、マル

バイチヤクソウ、サラサドウダン、ベ

ニドウダン、チチブドウダン、コアブ

ラツツジ、イワナンテン、ウスギヨウ

ラク、ウラジロヨウラク、アズマシャ

クナゲ、ミツバツツジ、サツキ、レン

ゲツツジ、ヒカゲツツジ、ダイセンミ

ツバツツジ、アカヤシオ、シロヤシオ、

オオヤマツツジ、コメツツジ、トウゴ

クミツバツツジ、ハンノウツツジ、ム

サシミツバツツジ、ミヤコツツジ、ク

ロマメノキ、ノジトラノオ、クリンソ

ウ、サクラソウ、クロミノニシゴリ、

ヒトツバタゴ、アイナエ、リンドウ、

コケリンドウ、チチブリンドウ、フナ

バラソウ、コバノカモメヅル、シロバ

ナカモメヅル、ビンゴムグラ、ハナム

グラ、フタバムグラ、ツルアリドオシ、

サワルリソウ、イヌムラサキ、ムラサ

キ、エゾムラサキ、ルリソウ、ハイル

リソウ、カリガネソウ、カイジンドウ、

ミヤマクルマバナ、フトボナギナタコ

ウジュ、シモバシラ、マネキグサ、ヤ

マジオウ、ミカエリソウ、ヤマジソ、

アキチョウジ、タカクマヒキオコシ、

イヌヤマハッカ、ナツノタムラソウ、

ダンドタムラソウ、キソキバナアキギ

リ、エゾタツナミソウ、イブキジャコ

ウソウ、オオマルバノホロシ、ハダカ

ホオズキ、アブノメ、シライワコゴメ

グサ、ツクシコゴメグサ、イナコゴメ

グサ、キクモ、ウリクサ、タカネママ

コナ、ツシマママコナ、スズメハコベ、

ハンカイシオガマ、トモエシオガマ、

ゴマノハグサ、イナサツキヒナノウス

ツボ、オオヒキヨモギ、グンバイヅル、
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ナ、ヒメアカバナ、ミヤマアカバナ、

エゾアカバナ、シロウマアカバナ、タ

チモ、フサモ、スギナモ、ゴゼンタチ

バナ、ミヤマウコギ、イワニンジン、

オオハクサンサイコ、ハクサンサイコ、

ミシマサイコ、ツボクサ、ミヤマゼン

ゴ、ミヤマセンキュウ、ホソバハナウ

ド、オオバチドメ、タカネイブキボウ

フウ、ミヤマニンジン、ハクサンボウ

フウ、オオカサモチ、ヤマナシウマノ

ミツバ、クロバナウマノミツバ、シラ

ネニンジン、 

イヌノフグリ、クガイソウ、イワタバ

コ、オオナンバンギセル、ヤマウツボ、

ケヤマウツボ、ハマウツボ、キヨスミ

ウツボ、タヌキモ、ミミカキグサ、ホ

ザキノミミカキグサ、コタヌキモ、ヒ

メタヌキモ、イヌタヌキモ、ムラサキ

ミミカキグサ、ベニバナノツクバネウ

ツギ、スルガヒョウタンボク、クロミ

ノウグイスカグラ、イボタヒョウタン

ボク、ニッコウヒョウタンボク、アラ

ゲヒョウタンボク、ソクズ、ゴマギ、

キバナウツギ、キンレイカ、ツルカノ

コソウ、 

p.8-4-2-54 

表 8-4-2-17(3)予測対象種

及び群落 

（植物に係る植物相（重要な種） 文献

調査において対象事業実施区域及びそ

の周囲に生育する可能性が高いと考え

られる重要な種の内、現地調査で確認

されなかった種） 

886 種 

（種名及び群落名） 

イブキゼリ、イワウメ、ナンカイイワ

カガミ、ヒメイワカガミ、ヤマイワカ

ガミ、イワカガミ、オオイワカガミ、

ウメガサソウ、シャクジョウソウ、ギ

ンリョウソウ、コイチヤクソウ、コバ

ノイチヤクソウ、ベニバナイチヤクソ

ウ、エゾイチヤクソウ、マルバイチヤ

クソウ、ジンヨウイチヤクソウ、コメ

バツガザクラ、ウラシマツツジ、イワ

ヒゲ、サラサドウダン、ベニドウダン、

チチブドウダン、コアブラツツジ、ハ

リガネカズラ、シラタマノキ、イワナ

ンテン、ミネズオウ、ウスギヨウラク、

ウラジロヨウラク、アオノツガザクラ、

オオツガザクラ、ツガザクラ、キバナ

シャクナゲ、ハクサンシャクナゲ、シ

ロバナシャクナゲ、ネモトシャクナゲ、

アズマシャクナゲ、キョウマルシャク

ナゲ、ミツバツツジ、サツキ、レンゲ

ツツジ、ヒカゲツツジ、ダイセンミツ

バツツジ、アカヤシオ、シロヤシオ、

オオヤマツツジ、コメツツジ、トウゴ

クミツバツツジ、ハンノウツツジ、ニ

ッコウキバナシャクナゲ、ムサシミツ

バツツジ、ミヤコツツジ、ミヤマホツ

ツジ、ヒメツルコケモモ、イワツツジ、

クロマメノキ、コケモモ、ガンコウラ

ン、ノジトラノオ、クリンソウ、オオ

サクラソウ、ユキワリソウ、クモイコ

ザクラ、サクラソウ、ツマトリソウ、

クロミノニシゴリ、ヒトツバタゴ、ア

イナエ、サンプクリンドウ、トウヤク

リンドウ、ヒナリンドウ、コヒナリン

ドウ、キタダケリンドウ、オヤマリン

ドウ、ミヤマリンドウ、リンドウ、コ

ケリンドウ、オノエリンドウ、チチブ

リンドウ、アカイシリンドウ、ヒメセ

ンブリ、イヌセンブリ、ミヤマアケボ

ノソウ、テングノコヅチ、フナバラソ

（植物に係る植物相（重要な種） 文献

調査において対象事業実施区域及びそ

の周囲に生育する可能性が高いと考え

られる重要な種の内、現地調査で確認

されなかった種） 

608 種 

（種名及び群落名） 

フクシマシャジン、イワシャジン、ヤ

マホタルブクロ、バアソブ、タニギキ

ョウ、ヌマダイコン、トダイハハコ、

タテヤマギク、カワラノギク、シオン、

カニコウモリ、ミヤマコウモリソウ、

オクヤマコウモリ、テバコモミジガサ、

ヒメガンクビソウ、リュウノウイワイ

ンチン、ハリカガノアザミ、リョウノ

ウアザミ、ヒダアザミ、キセルアザミ、

ワタムキアザミ、ホソバムカシヨモギ、

アズマギク、フジバカマ、ヤマジノギ

ク、スイラン、タカサゴソウ、キクバ

ヂシバリ、オオユウガギク、カントウ

ヨメナ、ムラサキニガナ、ウスユキソ

ウ、マルバダケブキ、オタカラコウ、

オオモミジガサ、ミヤマヨメナ、アカ

イシコウゾリナ、オオニガナ、コウシ

ュウヒゴタイ、ホクチアザミ、マルバ

ミヤコアザミ、アサマヒゴタイ、ヒメ

ヒゴタイ、タカオヒゴタイ、キクアザ

ミ、ホクチキクアザミ、コウリンカ、

アオヤギバナ、ヤマボクチ、ヒロハタ

ンポポ、ウスギタンポポ、オナモミ、

サジオモダカ、アギナシ、スブタ、ヤ

ナギスブタ、クロモ、ミズオオバコ、

セキショウモ、ホソバヒルムシロ、コ

バノヒルムシロ、ヒロハノエビモ、イ

トトリゲモ、イバラモ、トリゲモ、シ

ライトソウ、ツバメオモト、スズラン、

ヒメアマナ、ショウジョウバカマ、ユ

ウスゲ、イワギボウシ、ヒメユリ、サ

サユリ、コオニユリ、ホソバコオニユ

リ、クルマユリ、クルマバツクバネソ

ウ、サクライソウ、ヒロハノユキザサ、

オオバタケシマラン、イワショウブ、

ホトトギス、イワホトトギス、タマガ

ワホトトギス、エンレイソウ、シロバ

ナエンレイソウ、アマナ、タカネアオ

ヤギソウ、コバイケイソウ、ウラゲコ
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ウ、コバノカモメヅル、シロバナカモ

メヅル、ビンゴムグラ、ハナムグラ、

ヤツガタケムグラ、フタバムグラ、ツ

ルアリドオシ、ミヤマハナシノブ、サ

ワルリソウ、ミヤマムラサキ、イヌム

ラサキ、ムラサキ、エゾムラサキ、ル

リソウ、ハイルリソウ、カリガネソウ、

カイジンドウ、ミヤマクルマバナ、フ

トボナギナタコウジュ、シモバシラ、

マネキグサ、ヤマジオウ、ミカエリソ

ウ、ヤマジソ、アキチョウジ、タカク

マヒキオコシ、イヌヤマハッカ、ナツ

ノタムラソウ、ダンドタムラソウ、キ

ソキバナアキギリ、エゾタツナミソウ、

イブキジャコウソウ、オオマルバノホ

ロシ、ハダカホオズキ、アブノメ、ヒ

メコゴメグサ、シライワコゴメグサ、

ツクシコゴメグサ、イナコゴメグサ、

シソクサ、キクモ、ウリクサ、タカネ

ママコナ、ツシマママコナ、スズメハ

コベ、ミヤマシオガマ、ヨツバシオガ

マ、ハンカイシオガマ、セリバシオガ

マ、トモエシオガマ、タカネシオガマ、

エゾシオガマ、キタダケトラノオ、ミ

ヤマクワガタ、ゴマノハグサ、イナサ

ツキヒナノウスツボ、オオヒキヨモギ、

シナノヒメクワガタ、グンバイヅル、

イヌノフグリ、クガイソウ、セイタカ

スズムシソウ、イワタバコ、イワギリ

ソウ、ナンバンギセル、オオナンバン

ギセル、オニク、ヤマウツボ、ケヤマ

ウツボ、ハマウツボ、キヨスミウツボ、

ムシトリスミレ、タヌキモ、ミミカキ

グサ、ホザキノミミカキグサ、コタヌ

キモ、ヒメタヌキモ、イヌタヌキモ、

ムラサキミミカキグサ、ベニバナノツ

クバネウツギ、リンネソウ、スルガヒ

ョウタンボク、クロミノウグイスカグ

ラ、チシマヒョウタンボク、イボタヒ

ョウタンボク、コゴメヒョウタンボク、

ニッコウヒョウタンボク、アラゲヒョ

ウタンボク、オオヒョウタンボク、ソ

クズ、ゴマギ、キバナウツギ、キンレ

イカ、ツルカノコソウ、フクシマシャ

ジン、ヒメシャジン、ミヤマシャジン、

イワシャジン、ホウオウシャジン、シ

ライワシャジン、チシマギキョウ、イ

ワギキョウ、ヤマホタルブクロ、バア

ソブ、タニギキョウ、ヌマダイコン、

トダイハハコ、エゾウサギギク、ウサ

ギギク、ハハコヨモギ、キタダケヨモ

ギ、ミヤマオトコヨモギ、タカネヨモ

ギ、チシマヨモギ、タテヤマギク、カ

ワラノギク、サワシロギク、シオン、

タカネコンギク、カニコウモリ、ミヤ

マコウモリソウ、オクヤマコウモリ、

テバコモミジガサ、ヒメガンクビソウ、

リュウノウイワインチン、ウラジロカ

ガノアザミ、キソアザミ、ハリカガノ

バイケイ、ミカワバイケイソウ、ミズ

アオイ、オカスズメノヒエ、クロイヌ

ノヒゲモドキ、クロイヌノヒゲ、オオ

ムラホシクサ、ゴマシオホシクサ、エ

ゾヌカボ、ヒメコヌカグサ、セトガヤ、

ミギワトダシバ、イワタケソウ、ヒロ

ハノコヌカグサ、ヒゲノガリヤス、チ

シマガリヤス、ヒロハヌマガヤ、ヤマ

ムギ、エゾムギ、ムツオレグサ、ミヤ

マドジョウツナギ、ウキガヤ、ハイチ

ゴザサ、アゼガヤ、トウササクサ、タ

ツノヒゲ×ヒロハヌマガヤ、チャボチ

ヂミザサ、アワガエリ、イトイチゴツ

ナギ、ヒエガエリ、ハマヒエガエリ、

ヌメリグサ、フォーリーガヤ、ウシク

サ、ユモトマムシグサ、ウラシマソウ、

ザゼンソウ、ヒンジモ、ミクリ、ヤマ

トミクリ、タマミクリ、ヒメミクリ、

クロカワズスゲ、アワボスゲ、ヤマオ

オイトスゲ、サヤマスゲ、ハタベスゲ、

タチスゲ、ノゲヌカスゲ、マメスゲ、

ゴンゲンスゲ、エゾハリスゲ、ヌマガ

ヤツリ、ヒメマツカサススキ、コシン

ジュガヤ、イワチドリ、マメヅタラン、

ムギラン、エビネ、キンセイラン、ナ

ツエビネ、キソエビネ、サルメンエビ

ネ、ホテイラン、キンラン、アオチド

リ、コアツモリソウ、キバナノアツモ

リソウ、クマガイソウ、ホテイアツモ

リ、アツモリソウ、イチヨウラン、セ

ッコク、コイチヨウラン、エゾスズラ

ン、カキラン、トラキチラン、アオキ

ラン、ツチアケビ、オニノヤガラ、ア

ケボノシュスラン、ベニシュスラン、

ツリシュスラン、ヒメミヤマウズラ、

ミヤマウズラ、ノビネチドリ、テガタ

チドリ、ミヤマモジズリ、サギソウ、

ミズトンボ、ムカゴソウ、セイタカス

ズムシソウ、スズムシソウ、フタバラ

ン、ヒメフタバラン、ミヤマフタバラ

ン、ホザキイチヨウラン、アリドオシ

ラン、ヒメムヨウラン、サカネラン、

ムカゴサイシン、ヨウラクラン、ヒナ

チドリ、オノエラン、ニョホウチドリ、

ミズチドリ、ツレサギソウ、オオキソ

チドリ、ナガバキソチドリ、キソチド

リ、コバノトンボソウ、トキソウ、ヤ

マトキソウ、ベニカヤラン、モミラン、

クモラン、ヒロハトンボソウ、キバナ

ノショウキラン、シナノショウキラン、

ショウキラン 
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アザミ、ミヤマホソエノアザミ、リョ

ウノウアザミ、ヒダアザミ、センジョ

ウアザミ、キセルアザミ、ワタムキア

ザミ、イズハハコ、イワインチン、エ

ゾムカシヨモギ、ホソバムカシヨモギ、

アズマギク、フジバカマ、ヤマジノギ

ク、ミヤマコウゾリナ、スイラン、 

p.8-4-2-55 

表 8-4-2-17(4)予測対象種

及び群落 

「植物に係る植物相（重要な種）」を

削除 

－ 

表 8-4-2-55 

表 8-4-2-17(4)予測対象種

及び群落 

（蘚苔類（重要な種） 文献調査にお

いて対象事業実施区域及びその周囲に

生育する可能性が高いと考えられる重

要な種の内、現地調査で確認されなか

った種） 

29 種 

（種名及び群落名） 

ミズゴケ属、クマノチョウジゴケ、コ

バノキヌシッポゴケ、ヒナキヌシッポ

ゴケ、ハナシキヌシッポゴケ、サンカ

クキヌシッポゴケ、コキヌシッポゴケ、

ノグチゴケ（スガダイラゴケ)、タカネ

センボンゴケ、ハリロカイゴケ、イト

ヒキフタゴゴケ、ナガバハリイシバイ

ゴケ、ハリイシバイゴケ、ミヤマコネ

ジレゴケ、シナノセンボンゴケ、ミヤ

マヤリカツギ、コスナゴケ、コボレバ

ギボウシゴケ、シノブチョウチンゴケ、

ミヤマクサスギゴケ、クモマタマゴケ、

シライワスズゴケ、ツヤダシタカネイ

タチゴケ、オクヤマツガゴケ、ムチエ

ダイトゴケ、ホソバツヤゴケ（タチミ

ツヤゴケ）、オオシカゴケ、ムカシヒ

シャクゴケ、ミヤマミズゼニゴケ 

 

（地衣類（重要な種） 文献調査にお

いて対象事業実施区域及びその周囲に

生育する可能性が高いと考えられる重

要な種の内、現地調査で確認されなか

った種） 

5 種 

（種名及び群落名） 

ナナバケアカミゴケ、ホグロタテガミ

ゴケ、ヨコワサルオガセ、ヒゲサルオ

ガセ、フイリツメゴケ 

（蘚苔類（重要な種） 文献調査にお

いて対象事業実施区域及びその周囲に

生育する可能性が高いと考えられる重

要な種の内、現地調査で確認されなか

った種） 

22 種 

（種名及び群落名） 

ミズゴケ属、クマノチョウジゴケ、コ

バノキヌシッポゴケ、ヒナキヌシッポ

ゴケ、ハナシキヌシッポゴケ、サンカ

クキヌシッポゴケ、コキヌシッポゴケ、

ハリロカイゴケ、イトヒキフタゴゴケ、

ナガバハリイシバイゴケ、ハリイシバ

イゴケ、ミヤマコネジレゴケ、シナノ

センボンゴケ、シノブチョウチンゴケ、

ミヤマクサスギゴケ、シライワスズゴ

ケ、オクヤマツガゴケ、ムチエダイト

ゴケ、ホソバツヤゴケ（タチミツヤゴ

ケ）、オオシカゴケ、ムカシヒシャク

ゴケ、ミヤマミズゼニゴケ 

 

 

 

 

 

（地衣類（重要な種） 文献調査にお

いて対象事業実施区域及びその周囲に

生育する可能性が高いと考えられる重

要な種の内、現地調査で確認されなか

った種） 

3 種 

（種名及び群落名） 

ヨコワサルオガセ、ヒゲサルオガセ、

フイリツメゴケ 

p.8-4-2-63 

表 8-4-2-19(7)重要な種の

予測結果 

p.8-4-2-71 

表 8-4-2-19(27)重要な種

の予測結果 

p.8-4-2-72 

表 8-4-2-19(29)重要な種

の予測結果 

p.8-4-2-72 

表 8-4-2-19(30)重要な種

の予測結果 

p.8-4-2-73 

（予測結果 鉄道施設の存在） 

・工事の実施による生育環境の改変以

外に新たな改変はないことから、鉄

道施設の存在による生育環境の変

化は生じない。 

・したがって、生育環境に変化は生じ

ない。 

（予測結果 鉄道施設の存在） 

・工事の実施による生育環境の改変以

外に新たな改変はないことから、鉄

道施設の存在による生育環境の変

化は生じない。 

・トンネルの工事および鉄道施設（ト

ンネル）の存在により、破砕帯等の

周辺にある河川の一部において流

量への影響の可能性があるものの、

周辺に同様の環境が広く残される

ことから、本種の生育環境への影響

は小さい。 

・したがって、生育環境に変化は生じ
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表 8-4-2-19(31)重要な種

の予測結果 

p.8-4-2-76 

表 8-4-2-19(38)重要な種

の予測結果 

p.8-4-2-79 

表 8-4-2-19(45)重要な種

の予測結果 

p.8-4-2-81 

表 8-4-2-19(49)重要な種

の予測結果 

p.8-4-2-83 

表 8-4-2-19(54)重要な種

の予測結果 

p.8-4-2-85 

表 8-4-2-19(59)重要な種

の予測結果 

p.8-4-2-85 

表 8-4-2-19(60)重要な種

の予測結果 

p.8-4-2-88 

表 8-4-2-19(68)重要な種

の予測結果 

p.8-4-2-92 

表 8-4-2-19(80)重要な種

の予測結果 

ない。 

p.8-4-2-94 

ｲ)文献でのみ記載がある

重要な種及び群落の生育

環境への影響 

文献調査において対象事業実施区

域及びその周囲に生育する可能性が

高いと考えられる重要な種及び群落

の内、現地調査で確認されなかった重

要な種は、植物で 886 種類、群落で 1

群落、蘚苔類で 29 種類、地衣類で 5

種類であった。 

工事の実施（切土工等又は既存の工

作物の除去、トンネルの工事又は工事

施工ヤード及び工事用道路の設置）又

は鉄道施設（トンネル、地表式又は掘

割式、嵩上式、駅、変電施設、保守基

地）の存在により、重要な種及び群落

の生育環境の一部が消失、縮小する可

能性が考えられるが、周辺に同質の生

育環境が広く分布すること、工事に伴

う排水は必要に応じて沈砂池、濁水処

理装置を配置し処理することから生

育環境の消失、縮小は一部にとどめら

れる。また、事業実施区域の多くの植

物は雨水起源の土壌水で生育してい

ると考えられるため、地下水位の変化

による生育環境への影響は及ばない。

したがって、事業の実施による影響の

程度はわずかであり、重要な種及び群

落の生育環境は保全されると予測さ

れる。 

文献調査において対象事業実施区

域及びその周囲に生育する可能性が

高いと考えられる重要な種及び群落

の内、現地調査で確認されなかった重

要な種は、植物で 608 種類、群落で 1

群落、蘚苔類で 22 種類、地衣類で 3

種類であった。 

このうち、ヒメスギラン、マンネン

スギ、ヤマハナワラビ、エゾフユノハ

ナワラビ、フタツキジノオ、ハイホラ

ゴケ、チチブホラゴケ、キヨスミコケ

シノブ、オオフジシダ、アイフジシダ、

ホラシノブ、イヌイワガネソウ、シシ

ラン、ナカミシシラン、オオバノハチ

ジョウシダ、マツザカシダ、セフリイ

ノモトソウ、ヤマドリトラノオ、ヌリ

トラノオ、オクタマシダ、イヌチャセ

ンシダ、アオチャセンシダ、クモイワ

トラノオ、オオカナワラビ、ナンタイ

シダ、ツクシヤブソテツ、キノクニベ

ニシダ、イワカゲワラビ、エンシュウ

ベニシダ、ハコネオオクジャク、タカ

ヤマナライシダ、カタイノデ、ヤシャ

イノデ、トヨグチイノデ、フジイノデ、

オニイノデ、ヒメカナワラビ、ドウリ

ョウイノデ、ハコネイノデ、ハタジュ

クイノデ、フナコシイノデ、カタイノ

デモドキ、ナメライノデ、オンガタイ

ノデ、ツヤナシイノデモドキ、タカオ

イノデ、ゴテンバイノデ、ホシダ、ヨ

コグラヒメワラビ、ツクシヤワラシ

ダ、テバコワラビ、ユノツルイヌワラ

ビ、ヘビヤマイヌワラビ、タカオシケ
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チシダ、ナヨシダ、ムクゲシケシダ、

ウスバミヤマノコギリシダ、キタノミ

ヤマシダ、ヘラシダ、ノコギリシダ、

ダンドシダ、ウサギシダ、オオエビラ

シダ、ミヤマウラボシ、ウロコノキシ

ノブ、イナノキシノブ、クリハラン、

アオネカズラ、ヤツシロヒトツバ、イ

イダモミ、イラモミ、ヒメマツハダ、

ジゾウカンバ、アカガシ、ナラガシワ、

ムクノキ、タチゲヒカゲミズ、コケミ

ズ、ミヤマツチトリモチ、ハルトラノ

オ、マルミノヤマゴボウ、タガソデソ

ウ、センジュガンピ、エンビセンノウ、

シラオイハコベ、エゾオオヤマハコ

ベ、ミドリアカザ、オオヤマレンゲ、

ヤブニッケイ、シロダモ、レイジンソ

ウ、オンタケブシ、アズマレイジンソ

ウ、ミチノクフクジュソウ、ヒメイチ

ゲ、ミスミソウ、イチリンソウ、アズ

マイチゲ、サンリンソウ、レンゲショ

ウマ、ミヤマハンショウヅル、カザグ

ルマ、オウレン、バイカオウレン、サ

バノオ、チチブシロカネソウ、トウゴ

クサバノオ、ハイキツネノボタン、セ

ツブンソウ、マンセンカラマツ、ミヤ

マカラマツ、ヘビノボラズ、オオバメ

ギ、サンカヨウ、マルバウマノスズク

サ、オオバウマノスズクサ、ヤマシャ

クヤク、ベニバナヤマシャクヤク、ヒ

メシャラ、タコアシオトギリ、エゾエ

ンゴサク、ツルキケマン、ミツバコン

ロンソウ、キリシマミズキ、アオベン

ケイ、キバナハナネコノメ、ハナネコ

ノメ、ヒダボタン、タチネコノメソウ、

ヤワタソウ、ヤシャビシャク、エゾス

グリ、トガスグリ、チョウセンキンミ

ズヒキ、ミネザクラ、アカツキザクラ、

リンボク、カシオザクラ、チチブザク

ラ、ナルサワザクラ、ニッコウザクラ、

サナギイチゴ、キソキイチゴ、コガネ

イチゴ、ハスノハイチゴ、ミヤマモミ

ジイチゴ、コジキイチゴ、ミヤマタニ

ワタシ、ヤマフジ、オオヤマカタバミ、

コフウロ、ヒメナツトウダイ、エンシ

ュウツリフネソウ、キソオニツルツ

ゲ、ムラサキマユミ、ゴンズイ、ツゲ、

アマヅル、ヒメミヤマスミレ、キクバ

ワカミヤスミレ、ヒラツカスミレ、ア

ソキクバスミレ、キクバヒナスミレ、

フギレサクラスミレ、ワカミヤスミ

レ、フギレアカネスミレ、ウンゼンス

ミレ、コワシミズスミレ、キタザワス

ミレ、サクラマルバスミレ、アカネマ

ルバスミレ、オノスミレ、コミヤマス

ミレ、ナギソスミレ、ナガバタチツボ

スミレ、カクマスミレ、アカネノジス

ミレ、フギレミヤマスミレ、ミヤマス

ミレ、シコクスミレ、シナノスミレ、

マルバヒナスミレ、オサカスミレ、フ
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クザワスミレ、フイリヤシロスミレ、

マキノヒナスミレ、ヒメスミレサイシ

ン、フイリシハイマキノスミレ、フイ

リシハイヒナスミレ、サクラヒカゲス

ミレ、スワタチツボスミレ、スワキク

バスミレ、コマガタケスミレ、スルガ

キクバスミレ、キソスミレ、アスマス

ミレ、スワスミレ、ニオイエゾノタチ

ツボスミレ、マルバタチツボ、フイリ

カツラギスミレ、オクハラスミレ、ミ

ツモリスミレ、オクタマスミレ、フイ

リフギレシハイスミレ、カワギシスミ

レ、カラスウリ、ミヤマウコギ、ツボ

クサ、オオバチドメ、オオカサモチ、

ヤマナシウマノミツバ、クロバナウマ

ノミツバ、ナンカイイワカガミ、オオ

イワカガミ、ウメガサソウ、シャクジ

ョウソウ、ギンリョウソウ、ベニバナ

イチヤクソウ、エゾイチヤクソウ、マ

ルバイチヤクソウ、サラサドウダン、

ベニドウダン、チチブドウダン、コア

ブラツツジ、イワナンテン、ウスギヨ

ウラク、ウラジロヨウラク、アズマシ

ャクナゲ、ミツバツツジ、サツキ、レ

ンゲツツジ、ヒカゲツツジ、ダイセン

ミツバツツジ、アカヤシオ、シロヤシ

オ、オオヤマツツジ、コメツツジ、ト

ウゴクミツバツツジ、ハンノウツツ

ジ、ムサシミツバツツジ、ミヤコツツ

ジ、クロマメノキ、ヒトツバタゴ、チ

チブリンドウ、ビンゴムグラ、ツルア

リドオシ、サワルリソウ、エゾムラサ

キ、ルリソウ、ハイルリソウ、カリガ

ネソウ、カイジンドウ、フトボナギナ

タコウジュ、シモバシラ、マネキグサ、

ヤマジオウ、ミカエリソウ、ヤマジソ、

アキチョウジ、タカクマヒキオコシ、

イヌヤマハッカ、ナツノタムラソウ、

ダンドタムラソウ、キソキバナアキギ

リ、エゾタツナミソウ、ハダカホオズ

キ、タカネママコナ、ツシマママコナ、

ハンカイシオガマ、イナサツキヒナノ

ウスツボ、オオヒキヨモギ、クガイソ

ウ、ヤマウツボ、ケヤマウツボ、キヨ

スミウツボ、ベニバナノツクバネウツ

ギ、スルガヒョウタンボク、クロミノ

ウグイスカグラ、イボタヒョウタンボ

ク、ニッコウヒョウタンボク、アラゲ

ヒョウタンボク、ソクズ、ゴマギ、キ

バナウツギ、キンレイカ、ツルカノコ

ソウ、フクシマシャジン、イワシャジ

ン、ヤマホタルブクロ、バアソブ、タ

ニギキョウ、タテヤマギク、カニコウ

モリ、ミヤマコウモリソウ、オクヤマ

コウモリ、テバコモミジガサ、ヒメガ

ンクビソウ、リュウノウイワインチ

ン、ハリカガノアザミ、リョウノウア

ザミ、ヒダアザミ、ワタムキアザミ、

ムラサキニガナ、マルバダケブキ、オ
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オモミジガサ、ミヤマヨメナ、アサマ

ヒゴタイ、タカオヒゴタイ、ヤマボク

チ、シライトソウ、ツバメオモト、ス

ズラン、ショウジョウバカマ、ササユ

リ、クルマユリ、クルマバツクバネソ

ウ、サクライソウ、ヒロハノユキザサ、

オオバタケシマラン、ホトトギス、タ

マガワホトトギス、エンレイソウ、シ

ロバナエンレイソウ、オカスズメノヒ

エ、イワタケソウ、ヒロハノコヌカグ

サ、ヒゲノガリヤス、ヒロハヌマガヤ、

ヤマムギ、エゾムギ、トウササクサ、

チャボチヂミザサ、フォーリーガヤ、

ユモトマムシグサ、ウラシマソウ、ザ

ゼンソウ、アワボスゲ、ヤマオオイト

スゲ、サヤマスゲ、ゴンゲンスゲ、マ

メヅタラン、ムギラン、エビネ、キン

セイラン、ナツエビネ、キソエビネ、

サルメンエビネ、ホテイラン、キンラ

ン、アオチドリ、コアツモリソウ、キ

バナノアツモリソウ、クマガイソウ、

ホテイアツモリ、アツモリソウ、イチ

ヨウラン、セッコク、コイチヨウラン、

エゾスズラン、カキラン、トラキチラ

ン、アオキラン、ツチアケビ、オニノ

ヤガラ、アケボノシュスラン、ベニシ

ュスラン、ツリシュスラン、ヒメミヤ

マウズラ、ミヤマウズラ、ノビネチド

リ、ミヤマモジズリ、セイタカスズム

シソウ、スズムシソウ、フタバラン、

ヒメフタバラン、ミヤマフタバラン、

ホザキイチヨウラン、アリドオシラ

ン、ヒメムヨウラン、サカネラン、ム

カゴサイシン、ヨウラクラン、ヒナチ

ドリ、ツレサギソウ、オオキソチドリ、

ナガバキソチドリ、キソチドリ、ベニ

カヤラン、モミラン、クモラン、ヒロ

ハトンボソウ、キバナノショウキラ

ン、シナノショウキラン、ショウキラ

ン、クマノチョウジゴケ、ムチエダイ

トゴケ、ムカシヒシャクゴケ、ミヤマ

ミズゼニゴケ、ヨコワサルオガセ、ヒ

ゲサルオガセ、フイリツメゴケの 401

種(植物 394 種、蘚苔類 4 種、地衣類 3

種)は、山地や里地・里山の樹林が主

な生育環境である。 

コハナヤスリ、ウナギツカミ、ヒメ

タデ、ヤナギヌカボ、サデクサ、ヌカ

ボタデ、ノダイオウ、エンコウソウ、

オキナグサ、イワカラマツ、ウマノス

ズクサ、アカテンオトギリ、アゼオト

ギリ、ジロボウエンゴサク、ミヤマハ

タザオ、ハナチダケサシ、シラヒゲソ

ウ、ウメバチソウ、タコノアシ、シモ

ツケソウ、アカバナシモツケ、シロバ

ナノヘビイチゴ、モメンヅル、タヌキ

マメ、レンリソウ、イヌハギ、グンナ

イフウロ、イヨフウロ、ビッチュウフ

ウロ、マツバニンジン、ノウルシ、ニ
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シキソウ、ヒナノキンチャク、シバタ

カエデ、ハナノキ、アルガスミレ、ヤ

シュウスミレ、ミハシスミレ、キリガ

ミネスミレ、ヒメキカシグサ、ミズキ

カシグサ、エゾアカバナ、ミシマサイ

コ、ノジトラノオ、クリンソウ、サク

ラソウ、クロミノニシゴリ、アイナエ、

リンドウ、コケリンドウ、フナバラソ

ウ、コバノカモメヅル、シロバナカモ

メヅル、ハナムグラ、フタバムグラ、

イヌムラサキ、ムラサキ、ミヤマクル

マバナ、イブキジャコウソウ、オオマ

ルバノホロシ、アブノメ、ツクシコゴ

メグサ、イナコゴメグサ、キクモ、ウ

リクサ、スズメハコベ、トモエシオガ

マ、ゴマノハグサ、イヌノフグリ、オ

オナンバンギセル、ミミカキグサ、ホ

ザキノミミカキグサ、ムラサキミミカ

キグサ、ヌマダイコン、シオン、キセ

ルアザミ、アズマギク、フジバカマ、

ヤマジノギク、スイラン、タカサゴソ

ウ、キクバヂシバリ、オオユウガギク、

カントウヨメナ、ウスユキソウ、オタ

カラコウ、アカイシコウゾリナ、オオ

ニガナ、ホクチアザミ、マルバミヤコ

アザミ、ヒメヒゴタイ、キクアザミ、

ホクチキクアザミ、コウリンカ、ヒロ

ハタンポポ、ウスギタンポポ、オナモ

ミ、サジオモダカ、アギナシ、スブタ、

ヤナギスブタ、ミズオオバコ、ホソバ

ヒルムシロ、コバノヒルムシロ、ヒロ

ハノエビモ、イトトリゲモ、イバラモ、

トリゲモ、ヒメアマナ、ユウスゲ、ヒ

メユリ、コオニユリ、イワショウブ、

アマナ、タカネアオヤギソウ、コバイ

ケイソウ、ウラゲコバイケイ、ミカワ

バイケイソウ、ミズアオイ、クロイヌ

ノヒゲモドキ、クロイヌノヒゲ、オオ

ムラホシクサ、ゴマシオホシクサ、エ

ゾヌカボ、ヒメコヌカグサ、セトガヤ、

チシマガリヤス、ムツオレグサ、ミヤ

マドジョウツナギ、ウキガヤ、ハイチ

ゴザサ、アゼガヤ、タツノヒゲ×ヒロ

ハヌマガヤ、アワガエリ、イトイチゴ

ツナギ、ヒエガエリ、ハマヒエガエリ、

ヌメリグサ、ウシクサ、ミクリ、ヤマ

トミクリ、タマミクリ、ヒメミクリ、

クロカワズスゲ、ハタベスゲ、タチス

ゲ、ノゲヌカスゲ、マメスゲ、エゾハ

リスゲ、ヌマガヤツリ、ヒメマツカサ

ススキ、コシンジュガヤ、テガタチド

リ、サギソウ、ミズトンボ、ムカゴソ

ウ、オノエラン、ニョホウチドリ、ミ

ズチドリ、コバノトンボソウ、トキソ

ウ、ヤマトキソウ、ミズゴケ属の 163

種(植物 162 種、蘚苔類 1 種)は、山地

や里地・里山の草地や湿地が主な生育

環境である。 

イワハタザオ、シライワコゴメグ



 

14-59 

補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
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サ、グンバイヅル、ハマウツボ、トダ

イハハコ、カワラノギク、ホソバムカ

シヨモギ、ミギワトダシバの 8 種(植

物 8 種)は、裸地が主な生育環境であ

る。 

ヒモカズラ、シモツケヌリトラノ

オ、トキワトラノオ、クモノスシダ、

トヨグチウラボシ、コマイワヤナギ、

ビランジ、イワアカザ、ヘラハタザオ、

マルバマンネングサ、エチゼンダイモ

ンジソウ、ダイモンジソウ、ウチワダ

イモンジソウ、クロクモソウ、イワキ

ンバイ、ミヤマクマヤナギ、チョウセ

ンナニワズ、イワニンジン、ヒメイワ

カガミ、ヤマイワカガミ、イワカガミ、

イワタバコ、コウシュウヒゴタイ、ア

オヤギバナ、イワギボウシ、ホソバコ

オニユリ、イワホトトギス、イワチド

リ、コバノキヌシッポゴケ、ヒナキヌ

シッポゴケ、ハナシキヌシッポゴケ、

サンカクキヌシッポゴケ、コキヌシッ

ポゴケ、ハリロカイゴケ、イトヒキフ

タゴゴケ、ナガバハリイシバイゴケ、

ハリイシバイゴケ、ミヤマコネジレゴ

ケ、シナノセンボンゴケ、シノブチョ

ウチンゴケ、ミヤマクサスギゴケ、シ

ライワスズゴケ、オクヤマツガゴケ、

ホソバツヤゴケ（タチミツヤゴケ）、

オオシカゴケの 45 種(植物 28 種、蘚

苔類 17 種)は、岩場が主な生育環境で

ある。 

デンジソウ、サンショウモ、オオア

カウキクサ、ジュンサイ、マツモ、ヒ

メビシ、タチモ、フサモ、スギナモ、

タヌキモ、コタヌキモ、ヒメタヌキモ、

イヌタヌキモ、クロモ、セキショウモ、

ヒンジモの 16 種(植物 16 種)は、水域

が主な生育環境である。 

「赤石山脈の自然植生」に係る特定

植物群落生育地域の一部は対象事業

実施区域に含まれるが、トンネルで通

過する。 

このため、工事の実施（切土工等又

は既存の工作物の除去、トンネルの工

事又は工事施工ヤード及び工事用道

路の設置）又は鉄道施設（トンネル、

地表式又は掘割式、嵩上式、駅、変電

施設、保守基地）の存在により、重要

な種及び群落の生育環境の一部が消

失、縮小する可能性が考えられるが、

周辺に同質の生育環境が広く分布す

ること、工事に伴う排水は必要に応じ

て沈砂池、濁水処理装置を配置し処理

することから生育環境の消失、縮小は

一部にとどめられる。また、事業実施

区域の多くの植物は雨水起源の土壌

水で生育していると考えられるため、

地下水位の変化による生育環境への

影響は及ばない。 
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したがって、事業の実施による影響

の程度はわずかであり、重要な種及び

群落の生育環境は保全されると予測

される。 

p.8-4-2-98 

ア.環境保全措置の検討の

状況 

本事業では、計画の立案の段階にお

いて、植物に係る環境影響を回避又は

低減するため「工事に伴う改変区域を

できる限り小さくする」「林縁保護植

栽等による重要な種の生育環境の確

保」について検討した。さらに、事業

者により実行可能な範囲内で、工事の

実施（切土工又は既存の工作物の除

去、トンネルの工事又は工事施工ヤー

ド及び工事用道路の設置）及び鉄道施

設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩

上式、駅、変電施設、保守基地）の存

在による植物に係る環境影響を回避

又は低減することを目的として、環境

保全措置の検討を行った。 

 

本事業では、計画の立案の段階にお

いて、植物に係る環境影響を回避又は

低減するため「工事に伴う改変区域を

できる限り小さくする」「林縁保護植

栽等による重要な種の生育環境の確

保」について検討した。さらに、事業

者により実行可能な範囲内で、工事の

実施（切土工又は既存の工作物の除

去、トンネルの工事又は工事施工ヤー

ド及び工事用道路の設置）及び鉄道施

設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩

上式、駅、変電施設、保守基地）の存

在による植物に係る環境影響を回避

又は低減することを目的として、環境

保全措置の検討を行った。 

検討にあたっては、「工事に伴う改

変区域をできる限り小さくする」を基

本とした上で、さらに影響を低減させ

る措置を実施する。また、その結果を

踏まえ、必要な場合には、損なわれる

環境の有する価値を代償するための

措置を検討した。 

p.8-4-2-99 

表 8-4-2-20(1)環境保全措

置の検討の状況 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

生育環境の改変をできる限り小さく

することで、重要な種への影響を回避

又は低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

 

 

 

 

（林縁保護植栽等による重要な種の

生育環境の確保 適否の理由） 

改変された区域の一部に林縁保護植

栽等を図ることで、自然環境を確保で

きることから、環境保全措置として採

用する。 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、生育環境の改変

をできる限り小さくすることで、重要

な種への影響を回避又は低減できる

ことから、環境保全措置として採用す

る。 

 

（林縁保護植栽等による重要な種の

生育環境の確保 適否の理由） 

改変された区域の一部に周辺の植生

を考慮したうえで、定期的に下刈りを

行うなど、適切に管理しながら林縁保

護植栽等を図り、その効果を確認する

ことで、自然環境を確保できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

（保全対象種） 

トンネルからの湧水を放流する河川

を生育環境とする保全対象種全般 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢

の温度への影響の可能性があるよう

な場合は、河川・沢の流量を考慮して

放流箇所を調整するとともに、難しい



 

14-61 

補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

 
 

 

 

 

（外来種の拡大抑制 適否の理由） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

タイヤ洗浄や工事後の施工ヤードの

速やかな在来種による緑化等に努め

ることで、外来種の拡大を抑制できる

ことから、環境保全措置として採用す

る。 

場合は外気に晒して温度を河川と同

程度にしてから放流することで、水生

生物への影響を低減できることから、

環境保全措置として採用する。 

 

（外来種の拡大抑制 適否の理由） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

タイヤ洗浄や工事後の施工ヤードの

速やかな在来種による緑化等に努め

る。また作業員に対し、外来種拡大防

止対策の重要性について教育を行う

ことで、外来種の拡大を抑制し、生育

環境への影響を回避又は低減できる

ことから、環境保全措置として採用す

る。 

p.8-4-2-100 

表 8-4-2-20(2)環境保全措

置の検討の状況 

（重要な種の移植・播種 適否の理由）

重要な種を移植・播種することで、種

の消失による影響を低減できること

から環境保全措置として採用する。 

（重要な種の移植・播種 適否の理由）

回避、低減のための措置を講じても生

育環境の一部がやむを得ず消失する

場合において、重要な種を移植・播種

することで、種の消失による影響を低

減できることから環境保全措置とし

て採用する。 

p.8-4-2-100 

ア．環境保全措置の検討の

状況 

－ 工事計画を検討するにあたり、重要

な種の生育状況を踏まえ、環境影響を

可能な限り回避又は低減し、必要な場

合には損なわれる環境の有する価値

を代償するための措置を講じていく。

 

重要な種の移植・播種にあたって

は、専門家等の助言を踏まえ、対象種

ごとに、移植・播種の場所、時期、方

法、監視方法等を含む実施計画を作成

のうえ、実施する。 

p.8-4-2-100 

表 8-4-2-21(1)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

生育環境の改変をできる限り小さく

することで、重要な種への影響を回避

又は低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、生育環境の改変

をできる限り小さくすることで、重要

な種への影響を回避又は低減できる。

p.8-4-2-101 

表 8-4-2-21(2)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

改変された区域の一部に林縁保護植

栽等を図ることで、自然環境を確保で

きる。 

（環境保全措置の効果） 

改変された区域の一部に周辺の植生

を考慮したうえで、定期的に下刈りを

行うなど、適切に管理しながら林縁保

護植栽等を図り、その効果を確認する

ことで、自然環境を確保できる。 

p.8-4-2-101 

表 8-4-2-21(4)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-4-2-102 

表 8-4-2-21(5)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

タイヤ洗浄や工事後の施工ヤードの

速やかな在来種による緑化等に努め

ることで、外来種の拡大を抑制でき

る。 

（環境保全措置の効果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

タイヤ洗浄や工事後の施工ヤードの

速やかな在来種による緑化等に努め

る。また作業員に対し、外来種拡大防

止対策の重要性について教育を行う

ことで、外来種の拡大を抑制し、生育

環境への影響を回避又は低減できる。

p.8-4-2-102 

表 8-4-2-21(6)環境保全措

（環境保全措置の効果） 

非常口（山岳部）、地上部及び変電施

（環境保全措置の効果） 

非常口（山岳部）、地上部及び変電施
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置の内容 設の位置や形状の観点から、そこに生

育する重要な種の一部は、やむを得ず

消失することとなるため、代償措置と

して、消失する環境の近傍において、

消失する環境に類似した環境（植生、

光及び水分等の条件等）を持つ場所へ

移植を行うことで、重要な種の生育環

境への影響を代償することができる。

なお、重要な種の移植は、事例等から

知見が得られており、専門家の助言を

得ながら行うことで、効果が期待でき

る。 

設の位置や形状の観点から、そこに生

育する重要な種の一部は、やむを得ず

消失することとなるため、代償措置と

して、消失する環境の近傍において、

消失する環境に類似した環境（植生、

光及び水分等の条件等）を持つ場所へ

移植を行うことで、重要な種の生育環

境への影響を代償することができる。

なお、重要な種の移植・播種は工事実

施前に対象個体を確定し、生育環境の

詳細な調査（コドラート調査等）を実

施した上で、専門家の技術的助言を踏

まえながら、対象種に係る移植・播種

地や手法等の検討を行う。また、移

植・播種後においても、生育状況の確

認を行うことから、効果が期待でき

る。 

p.8-4-2-103 

イ.事後調査の項目及び手

法 

 実 施 する 事後 調 査の 内容 を表

8-4-2-22 に示す。 

 実 施 する 事後 調 査の 内容 を表

8-4-2-22 に示す。なお、移植・播種の

事例については資料編に示すとおり

である。 

p.8-4-2-103 

ウ.事後調査の結果により

環境影響の程度が著しい

ことが判明した場合の対

応の方針 

事後調査の結果について、環境影響

の程度が著しいと判明した場合は、そ

の原因の解明に努めるとともに改善

を図るものとする。 

事後調査の結果について、環境影響

の程度が著しいと判明した場合は、そ

の原因の解明に努めるとともに、専門

家の助言も踏まえ、必要な場合には種

の特性に合わせた改変時期の設定や

改変期間の短縮についても検討し、改

善を図るものとする。 

p.8-4-3-21 

b)注目種等の選定 

表 8-4-3-4 で示した地域を特徴づけ

る生態系の状況を踏まえ、表 8-4-3-5

における注目種等の選定の観点によ

り表8-4-3-6に示す注目種等を選定し

た。 

表 8-4-3-4で示した地域を特徴づけ

る生態系の状況を踏まえ、表 8-4-3-5

における注目種等の選定の観点によ

り表8-4-3-6に示す注目種等を選定し

た。 

なお、注目種は異なる生態系区分に

おいて、それぞれ上位性、典型性、特

殊性の観点から該当する生態系区分

を指標する種を選定しており、双方の

生態系区分において確認されている

場合において必ずしも双方において

注目種とならない場合がある。 

P.8-4-3-161 

ア.環境保全措置の検討 

本事業では、計画の立案の段階にお

いて、生態系に係る環境影響を回避又

は低減するため、「工事に伴う改変区

域をできる限り小さくする」「資材運

搬等の適切化」「防音シート、低騒音・

低振動型の建設機械の採用」及び「工

事施工ヤード等の緑化、林縁保護植栽

による自然環境の確保」について検討

した。さらに、事業者により実行可能

な範囲内で、工事の実施（建設機械の

稼働、資材及び機械の運搬に用いる車

両の運行、切土工等又は既存の工作物

の除去、トンネルの工事又は工事施工

ヤード及び工事用道路の設置）及び鉄

道施設(トンネル、非常口（山岳部）、

地表式又は掘割式、嵩上式、駅、変電

施設、保守基地)の存在による生態系

に係る環境影響を回避又は低減する

本事業では、計画の立案の段階にお

いて、生態系に係る環境影響を回避又

は低減するため、「工事に伴う改変区

域をできる限り小さくする」「資材運

搬等の適切化」「防音シート、低騒音・

低振動型の建設機械の採用」及び「工

事施工ヤード等の林縁保護植栽等に

よる動物の生息環境の確保」について

検討した。さらに、事業者により実行

可能な範囲内で、工事の実施（建設機

械の稼働、資材及び機械の運搬に用い

る車両の運行、切土工等又は既存の工

作物の除去、トンネルの工事又は工事

施工ヤード及び工事用道路の設置）及

び鉄道施設(トンネル、非常口（山岳

部）、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、

変電施設、保守基地)の存在による生

態系に係る環境影響を回避又は低減
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ことを目的として、環境保全措置の検

討を行った。 

  

することを目的として、環境保全措置

の検討を行った。 

 検討にあたっては、「工事に伴う改

変区域をできる限り小さくする」を基

本とした上で、さらに影響を低減させ

る措置を実施する。また、その結果を

踏まえ、必要な場合には、損なわれる

環境の有する価値を代償するための

措置を検討した。 

p.8-4-3-162 

表 8-4-3-110(1)環境保全

措置の検討の状況 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 保全対象種） 

クマタカ 

 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

注目種等の生息地への影響を回避又

は低減できることから、環境保全措置

として採用する。 

 

 

 

 

（小動物等の移動経路の確保 保全

対象種） 

アカハライモリ、トノサマガエル 

（小動物等の移動経路の確保 適否

の理由） 

注目種等（両生類）の移動経路を確保

できることから、環境保全措置として

採用する。 

 

（環境保全措置） 

工事施工ヤード等の緑化、林縁保護植

栽による自然環境の確保 

（適否の理由） 

工事の実施に際し使用した工事施工

ヤード等の緑化や林縁保護植栽を実

施することにより、重要な種の生息環

境の変化に伴う動物への影響を低減

できることから環境保全措置として

採用する。 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 保全対象種） 

クマタカ、ノスリ、アカハライモリ、

トノサマガエル 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより注目種等の生息

地への影響を回避又は低減できるこ

とから、環境保全措置として採用す

る。 

 

（小動物等の移動経路の確保 保全

対象種） 

両生類等の保全対象種全般 

（小動物等の移動経路の確保 適否

の理由） 

注目種等の移動経路を確保できるこ

とから、環境保全措置として採用す

る。 

 

（環境保全措置） 

工事施工ヤード等の林縁保護植栽等

による動物の生息環境の確保 

（適否の理由） 

改変する区域の一部に工事の実施に

際し、周辺の植生を考慮した上で、使

用した工事施工ヤード等の定期的な

下刈りや、適切に管理しながら林縁保

護植栽等を図り、その効果を確認する

ことにより、林内環境への影響を軽減

し、重要な種の生息環境への影響を低

減できることから環境保全措置とし

て採用する。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

（保全対象種） 

トンネルからの湧水を放流する河川

を生息環境とする保全対象種全般 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢

の温度への影響の可能性があるよう

な場合は、河川・沢の流量を考慮して

放流箇所を調整するとともに、難しい

場合は外気に晒して温度を河川と同
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程度にしてから放流することで、水生

生物への影響を低減できることから、

環境保全措置として採用する。 

p.8-4-3-163 

表 8-4-3-110(2)環境保全

措置の検討の状況 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（代替巣の設置 適否の理由） 

注目種等（鳥類等）の繁殖活動におい

て、より良い環境を創出できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

 

 

 

 

（動物の生息環境の創出 保全対象

種） 

アカハライモリ、トノサマガエル 

 

（動物の生息環境の創出 適否の理

由） 

注目種等の生息環境を創出すること

により、注目種等の生息環境を代償で

きることから、環境保全措置として採

用する。 

以下を追記 

（環境保全措置） 

外来種の拡大抑制 

（保全対象種） 

－ 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

タイヤ洗浄や工事後の施工ヤードの

速やかな在来種による緑化等に努め

る。また作業員に対し、外来種拡大防

止対策の重要性について教育を行う

ことで、外来種の拡大を抑制できるこ

とから、環境保全措置として採用す

る。 

 

（代替巣の設置 適否の理由） 

回避、低減のための措置を講じても生

息環境の一部がやむを得ず消失する

場合において、注目種等（鳥類等）の

繁殖活動において、より良い環境を創

出できることから、環境保全措置とし

て採用する。 

 

（動物の生息環境の創出 保全対象

種） 

ホンシュウカヤネズミ、アカハライモ

リ、ツチガエル、トノサマガエル等 

（動物の生息環境の創出 適否の理

由） 

回避、低減のための措置を講じても生

息環境の一部がやむを得ず消失する

場合において、注目種等の生息環境を

創出することにより、注目種等の生息

環境を代償できることから、環境保全

措置として採用する。 

P.8-4-3-163 

ア.環境保全措置の検討 

－ 工事計画を検討するにあたっては、

注目種等の生息・生育状況及び専門家

の助言を踏まえ、環境影響を可能な限

り回避又は低減したうえで、必要な場

合には損なわれる環境の有する価値

を代償するための措置を講じていく。

 

小動物の移動経路を分断する場合

の措置については、今後施設や工事の

計画を詳細に検討していく段階で、専

門家の意見を踏まえ、生息環境の状況

が適切に把握できるようなモニタリ

ングを継続して実施した上で検討を

進め、その内容については重要種の位

置情報に係る情報を除いて公表して

いく。 

また両生類、爬虫類のうち、一部の

冬眠する重要種については、過去の事
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例や専門家の意見も踏まえ、確認位置

から重要種の生息地の分布範囲を推

定し、改変の可能性のある範囲との関

係から、一部改変の可能性のある範囲

で確認されるものの殆どは同質の生

息環境が広がり、地域個体群に影響を

与える程度ではなく、種として生息環

境は保全されると予測している。一方

で、同質の生息環境が限られている場

合は一部保全されないものと予測し、

該当する重要種に対しては工事前に

移植や生息環境の創出などの環境保

全措置を実施する。個体レベルでの影

響については、環境保全措置である

「工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする」や「工事施工ヤード等の

林縁保護植栽等による動物の生息環

境の確保」などを実施することで、改

変の可能性のある範囲で確認されて

いる個体への影響の低減を図るが、今

後、事業計画を具体的に検討する段階

において、必要に応じて専門家の助言

を受け、さらに検討を進める。 

P.8-4-3-164 

イ．環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、工事の実施（建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬に伴う車

両の運行、切土工等又は既存の工作物

の除去、トンネルの工事又は工事施工

ヤード及び工事用道路の設置）及び鉄

道施設（トンネル、非常口（山岳部）、

地表式又は掘割式、嵩上式、駅、変電

施設、保守基地）の存在による注目種

等への環境影響を低減させるため、環

境保全措置として、「工事に伴う改変

区域をできる限り小さくする」「小動

物等の移動経路の確保」「資材運搬等

の適切化」「代替巣の設置」「動物の

生息環境の創出」「防音シート、低騒

音・低振動型の建設機械の採用」「コ

ンディショニングの実施」「工事従事

者への講習・指導」及び「工事施工ヤ

ード等の緑化、林縁保護植栽による自

然環境の確保」を実施する。 

環境保全措置の内容を表 8-4-3-111

に示す。 

 

本事業では、工事の実施（建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬に伴う車

両の運行、切土工等又は既存の工作物

の除去、トンネルの工事又は工事施工

ヤード及び工事用道路の設置）及び鉄

道施設（トンネル、非常口（山岳部）、

地表式又は掘割式、嵩上式、駅、変電

施設、保守基地）の存在による注目種

等への環境影響を低減させるため、環

境保全措置として、「工事に伴う改変

区域をできる限り小さくする」「小動

物等の移動経路の確保」「資材運搬等

の適切化」「防音シート、低騒音・低

振動型の建設機械の採用」「コンディ

ショニングの実施」「工事従事者への

講習・指導」「工事施工ヤード等の林

縁保護植栽等による動物の生息環境

の確保」「放流時の放流箇所及び水温

の調整」「外来種の拡大抑制」「代替

巣の設置」及び「動物の生息環境の創

出」を実施する。 

環境保全措置の内容を表 8-4-3-111

に示す。 

p.8-4-3-164 

表 8-4-3-111(1)環境保全

措置の内容 

（保全対象種） 

クマタカ 

（環境保全措置の効果） 

注目種等の生息地への影響を回避又

は低減できる。 

（保全対象種） 

クマタカ、ノスリ、アカハライモリ、

トノサマガエル 

（環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより注目種等の生息

地への影響を回避又は低減できる。 

p.8-4-3-164 

表 8-4-3-111(2)環境保全

措置の内容 

（保全対象種） 

アカハライモリ、トノサマガエル 

（保全対象種） 

両生類等の保全対象種全般 

p.8-4-3-166 （実施内容 種類・方法） （実施内容 種類・方法） 
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表 8-4-3-111(7)環境保全

措置の内容 

工事施工ヤード等の緑化、林縁保護植

栽による自然環境の確保 

（環境保全措置の効果） 

工事の実施に際し使用した工事施工

ヤード等の緑化や林縁保護植栽を実

施することにより、重要な種の生息環

境の変化に伴う動物への影響を低減

できる。 

工事施工ヤード等の林縁保護植栽等

による動物の生息環境の確保 

（環境保全措置の効果） 

改変する区域の一部に工事の実施に

際し、周辺の植生を考慮した上で、使

用した工事施工ヤード等の定期的な

下刈りや、適切に管理しながら林縁保

護植栽等を図り、その効果を確認する

ことにより、林内環境への影響を軽減

し、重要な種の生息環境への影響を低

減できる。 

p.8-4-3-166、167 

表 8-4-3-111(8)(9)環境保

全措置の内容 

－ 追記 

p.8-4-3-167 

表 8-4-3-111(11)環境保全

措置の内容 

（保全対象種） 

アカハライモリ、トノサマガエル 

（保全対象種） 

ホンシュウカヤネズミ、アカハライモ

リ、ツチガエル、トノサマガエル等 

p.8-5-1-3 

表 8-5-1-1 主要な眺望点の

状況 

－ 以下を追記 

（地点番号） 

02 

（名称（所在地）） 

県道 253 号（赤石岳公園線）（大鹿村）

（主要な眺望点と鉄道施設及び運行

ルートとの位置関係） 

橋梁 水平距離約 200m 

本道路が運行ルート 

（主要な眺望点の状況） 

本道路上の主要な眺望点として、上

蔵地区と釜沢地区の間の小渋川右岸

高台に位置する日向休がある。 

p.8-5-1-5 

表 8-5-1-4 主要な眺望景観

の状況 

－ 以下を追記 

（地点番号） 

02 

（主要な眺望点） 

県道 253 号（赤石岳公園線） 

（主要な眺望景観の状況） 

自然環境景観資源である赤石岳、小渋

川が眺望できる。 

（視認できる景観資源） 

赤石岳、小渋川 

（視対象となる鉄道施設又は運行ル

ート） 

県道 253 号 

p.8-5-1-7 

図 8-5-1-1(1)主要な眺望

点及び日常的な視点場の

状況 

－ 地点番号 02 を追記 

p.8-5-1-12 

表 8-5-1-6 主要な眺望景観

の予測地点の選定 

－ 以下を追記 

（地点番号） 

02 

（眺望点（所在地）） 

県道 253 号（赤石岳公園線） 

（景観資源） 

赤石岳、小渋川 

（視認できる 寄の運行ルート） 

県道 253 号 

（眺望点から 寄運行ルートまでの

距離） 
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0m 

p.8-5-1-13 

ｶ) 予測条件の設定 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行の際には、車両の運

行ルートの設定、配車計画を適切に行

うことを予測の前提条件とした。 

 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行の際には、車両の運

行ルートの設定、配車計画を適切に行

うこと、工事の平準化及び発生集中交

通量の削減を予測の前提条件とした。

P.8-5-1-13 

ｷ) 予測結果 

主要な眺望点から資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行ルートまで

の距離は 短でも 500m 以上あり、資

材及び機械の運搬に用いる車両の大

きさは高さ 4m 程度であるため、ほぼ

視認することはできない。 

一方、日常的な視点場は資材及び機

械の運搬に用いる車両の運行ルート

が近景となり、資材及び機械の運搬に

用いる車両を視認することができる。

しかし、本事業では車両の運行ルート

の設定、配車計画を適切に行うこと

で、資材及び機械の運搬に用いる車両

を局所的に集中させないことから、景

観の変化に及ぼす影響は小さいもの

と予測する。 

 

県道 253 号（赤石岳公園線）を除く

主要な眺望点から資材及び機械の運

搬に用いる車両の運行ルートまでの

距離は 短でも 500m 以上あり、資材

及び機械の運搬に用いる車両の大き

さは高さ 4m 程度であるため、ほぼ視

認することはできない。また県道 253

号（赤石岳公園線）は資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行ルートであ

るものの、日向休の視界が開けた景観

資源を眺望しやすい道路脇からは資

材及び機械の運搬に用いる車両を視

認することなく景観資源を眺望でき

ることから、景観の変化は小さいと予

測する。 

一方、日常的な視点場は資材及び機

械の運搬に用いる車両の運行ルート

が近景となり、資材及び機械の運搬に

用いる車両を視認することができる。

しかし、本事業では車両の運行ルート

の設定、配車計画を適切に行うこと、

工事の平準化により資材及び機械の

運搬に用いる車両を局所的に集中さ

せないことや発生集中交通量の削減

を図ることから、景観の変化に及ぼす

影響は小さいものと予測する。 

p.8-5-1-14 

表 8-5-1-8 環境保全措置の

検討の状況 

－ 以下を追記 

（環境保全措置） 

発生集中交通量の削減 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、主要な眺望点及

び日常的な視点場からの景観への影

響を低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

p.8-5-1-14 

ｲ)環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行による景観等に係

る環境影響を低減させるため、環境保

全措置として「資材及び機械の運搬に

本事業では、資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行による景観等に係る

環境影響を低減させるため、環境保全

措置として「資材及び機械の運搬に用
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用いる車両の運行計画の配慮」及び

「工事の平準化」を実施する。 

いる車両の運行計画の配慮」「工事の

平準化」及び「発生集中交通量の削減」

を実施する。 

p.8-5-1-15 

表 8-5-1-9(3)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-5-1-16 

a)回避又は低減に係る評

価  

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行に係る景観等への

影響について、一部の地域において影

響があると予測したものの、「資材及

び機械の運搬に用いる車両の運行計

画の配慮」及び「工事の平準化」の環

境保全措置を確実に実施することか

ら、景観等に係る環境影響の低減が図

られていると評価する。 

 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行に係る景観等への

影響について、一部の地域において影

響があると予測したものの、「資材及

び機械の運搬に用いる車両の運行計

画の配慮」「工事の平準化」及び「発

生集中交通量の削減」の環境保全措置

を確実に実施することから、景観等に

係る環境影響の低減が図られている

と評価する。 

p.8-5-1-18 

表 8-5-1-11 主要な眺望景

観の予測地点の選定 

p.8-5-1-23 

表 8-5-1-17 主要な眺望景

観の予測地点の選定 

p.8-5-1-28 

表 8-5-1-23 主要な眺望景

観の予測地点の選定 

 

－ 以下を追記 

（地点番号） 

02 

（主要な眺望点（所在地）） 

県道 253 号（赤石岳公園線）（大鹿村）

（景観資源） 

赤石岳、小渋川 

p.8-5-1-19 

b)主要な眺望景観及び日

常的な視点場からの景観

の変化 

大西公園からは切土工等又は既存

の工作物の除去の実施箇所を視認す

ることができないため、景観の変化は

ない。またその他の主要な眺望点から

は、切土工等又は既存の工作物の除去

の実施箇所が遠景又は中景となり、ほ

ぼ視認することができない。一方、日

常的な視点場からは切土工等又は既

存の工作物の除去の実施箇所が視認

できるものの、本事業では、切土工等

又は既存の工作物の除去の実施箇所

について、必要に応じて適切な仮囲い

の設置等の配慮をすることから、景観

の変化に及ぼす影響は小さいものと

予測する。 

大西公園及び県道 253 号（赤石岳公

園線）からは切土工等又は既存の工作

物の除去の実施箇所を視認すること

ができないため、景観の変化はない。

またその他の主要な眺望点からは、切

土工等又は既存の工作物の除去の実

施箇所が遠景又は中景となり、ほぼ視

認することができない。一方、日常的

な視点場からは切土工等又は既存の

工作物の除去の実施箇所が視認でき

るものの、本事業では、切土工等又は

既存の工作物の除去の実施箇所につ

いて、必要に応じて適切な仮囲いの設

置等の配慮をすることから、景観の変

化に及ぼす影響は小さいものと予測

する。 

p.8-5-1-20 

表 8-5-1-14 環境保全措置

の検討の状況 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事計画において改変区域をできる

限り小さくすることで、景観等への影

響を回避又は低減できることから、環

境保全措置として採用する。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事計画において設置する諸設備を

検討し、設置する設備やその配置を工

夫することなどにより改変区域をで

きる限り小さくすることで、景観等へ

の影響を回避又は低減できることか

ら、環境保全措置として採用する。 

p.8-5-1-20 

表 8-5-1-15(1) 環境保全

措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事計画において改変区域をできる

限り小さくすることで、景観等への影

響を回避又は低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事計画において設置する諸設備を

検討し、設置する設備やその配置を工

夫することなどにより改変区域をで

きる限り小さくすることで、景観等へ

の影響を回避又は低減できる。 

p.8-5-1-24 

b)主要な眺望景観及び日

大西公園からは工事施工ヤード及

び工事用道路の設置箇所は視認する

大西公園及び県道 253 号（赤石岳公

園線）からは工事施工ヤード及び工事
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常的な視点場からの景観

の変化 

ことができないため、景観の変化はな

い。またその他の主要な眺望点から

は、工事施工ヤード及び工事用道路の

設置箇所が遠景又は中景となり、ほぼ

視認することができない。一方、日常

的な視点場からは工事施工ヤード及

び工事用道路の設置箇所が視認でき

るものの、本事業では、工事施工ヤー

ド及び工事用道路の設置箇所につい

て、必要に応じて適切な仮囲いの設置

等の配慮をすることから、景観の変化

に及ぼす影響は小さいものと予測す

る。 

用道路の設置箇所は視認することが

できないため、景観の変化はない。ま

たその他の主要な眺望点からは、工事

施工ヤード及び工事用道路の設置箇

所が遠景又は中景となり、ほぼ視認す

ることができない。一方、日常的な視

点場からは工事施工ヤード及び工事

用道路の設置箇所が視認できるもの

の、本事業では、工事施工ヤード及び

工事用道路の設置箇所について、必要

に応じて適切な仮囲いの設置等の配

慮をすることから、景観の変化に及ぼ

す影響は小さいものと予測する。 

p.8-5-1-25 

表 8-5-1-20 環境保全措置

の検討の状況 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事計画において改変区域をできる

限り小さくすることで、景観等への影

響を回避又は低減できることから、環

境保全措置として採用する。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事計画において工事ヤード内に設

置する諸設備を検討し、設置する設備

やその配置を工夫することなどによ

り改変区域をできる限り小さくする

ことで、景観等への影響を回避又は低

減できることから、環境保全措置とし

て採用する。 

p.8-5-1-25 

表 8-5-1-21(1) 環境保全

措置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事計画において改変区域をできる

限り小さくすることで、景観等への影

響を回避又は低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事計画において工事ヤード内に設

置する諸設備を検討し、設置する設備

やその配置を工夫することなどによ

り改変区域をできる限り小さくする

ことで、景観等への影響を回避又は低

減できる。 

p.8-5-1-29 

b)主要な眺望景観及び日

常的な視点場からの景観

の変化 

主要な眺望景観及び日常的な視点

場からの景観の変化の予測結果を図

8-5-1-2 及び図 8-5-1-3 に示す。また、

実際の視覚的印象に近いとされる大

きさのフォトモンタージュを「資料編

17-2 拡大したフォトモンタージュ」

に示す。 

なお、これらのフォトモンタージュ

は、概略条件下で基本事項を踏まえて

検討したものであり、 終的な形式及

び形状等は今後の詳細検討や設計を

経て確定していく。 

大西公園から赤石岳を望む小渋川

沿いに鉄道施設（変電施設）が存在す

るが、地形上、大西公園からは鉄道施

設（変電施設）を視認することはでき

ないため、景観の変化はない。 

主要な眺望景観及び日常的な視点

場からの景観の変化の予測結果を図

8-5-1-2 及び図 8-5-1-3 に示す。また、

実際の視覚的印象に近いとされる大

きさのフォトモンタージュを「資料編

17-2 拡大したフォトモンタージュ」

に示す。 

なお、これらのフォトモンタージュ

は、概略条件下で基本事項を踏まえて

検討したものであり、 終的な形式及

び形状等は今後の詳細検討や設計を

経て確定していく。 

大西公園から赤石岳を望む小渋川

沿いに鉄道施設（変電施設）が存在す

るが、地形上、大西公園からは鉄道施

設（変電施設）を視認することはでき

ないため、景観の変化はない。また、

県道 253 号（赤石岳公園線）の日向休

の視界が開けた景観資源を眺望しや

すい道路脇からは地形及び周囲の樹

木で遮られ、鉄道施設(橋梁)を視認す

ることはできないため、景観の変化な

い。 

p.8-5-1-30 

図 8-5-1-2(1)主要な眺望

景観の変化の予測結果 

p.8-5-1-33～38 

図 8-5-1-2(4)～(9)主要な

眺望景観の変化の予測結

－ 以下を追記 

（撮影条件） 

撮影日：平成 24 年 8 月、天候：晴れ

使用カメラ：PENTAX Optio WG-2 

レンズ焦点距離：5mm、35mm フィルム

換算焦点距離：28mm 
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果 

 

 

編集：上下約 7%カット、左右約 25%カ

ット 

※横縦比 16:9 で撮影したものをワ

イド四つ切りサイズの比率とする

ため 

p.8-5-1-31 

図 8-5-1-2(2)主要な眺望

景観の変化の予測結果 

p.8-5-1-32 

図 8-5-1-2(3)主要な眺望

景観の変化の予測結果 

－ 以下を追記 

（撮影条件） 

撮影日：平成 24 年 8 月、天候：晴れ

使用カメラ：PENTAX Optio WG-1 

レンズ焦点距離：5mm、35mm フィルム

換算焦点距離：28mm 

編集：上下約 7%カット 

※横縦比 4:3で撮影したものをワイ

ド四つ切りサイズの比率とするた

め 

p.8-5-1-39 

図 8-5-1-3(1)日常的な視

点場からの景観の変化の

予測結果 

p.8-5-1-40 

図 8-5-1-3(2)日常的な視

点場からの景観の変化の

予測結果 

p.8-5-1-41 

図 8-5-1-3(3)日常的な視

点場からの景観の変化の

予測結果 

p.8-5-1-43 

図 8-5-1-3(5)日常的な視

点場からの景観の変化の

予測結果 

p.8-5-1-44 

図 8-5-1-3(6)日常的な視

点場からの景観の変化の

予測結果 

p.8-5-1-45 

図 8-5-1-3(7)日常的な視

点場からの景観の変化の

予測結果 

－ 以下を追記 

（撮影条件） 

撮影日：平成 24 年 9 月、天候：晴れ

使用カメラ：PENTAX Optio WG-2 

レンズ焦点距離：5mm、35mm フィルム

換算焦点距離：28mm 

編集：上下約 7%カット 

※横縦比 4:3で撮影したものをワイ

ド四つ切りサイズの比率とするた

め 

p.8-5-1-42 

図 8-5-1-3(4)日常的な視

点場からの景観の変化の

予測結果 

 

－ 以下を追記 

（撮影条件） 

撮影日：平成 24 年 6 月、天候：晴れ

使用カメラ：PENTAX Optio WG-1 

レンズ焦点距離：5mm、35mm フィルム

換算焦点距離：28mm 

編集：上下約 7%カット 

※横縦比 4:3で撮影したものをワイ

ド四つ切りサイズの比率とするた

め 

p.8-5-2-2 

表 8-5-2-1 調査地点 

－ 以下を追記 

（地点番号） 

02 

（調査地点） 

県道 253 号（赤石岳公園線） 

（計画施設） 

非常口（山岳部）、橋梁、変電施設、

工事用道路 

p.8-5-2-3 － 地点番号 02 を追記 
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図 8-5-2-1(1)主要な人と

自然との触れ合いの活動

の場 

p.8-5-2-9 

表 8-5-2-2(2)主要な人と

自然との触れ合いの活動

の場の分布、利用の状況及

び利用環境の状況 

－ 追記 

p.8-5-2-16 

ｱ)予測項目 

予測項目は、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行に係る主要な人と

自然との触れ合いの活動の場への影

響として、利用性の変化とした。 

予測項目は、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行に係る主要な人と

自然との触れ合いの活動の場への影

響として、利用性の変化及び快適性の

変化とした。 

p.8-5-2-16 

b)快適性の変化 

－ 追記 

p.8-5-2-16 

ｶ)予測条件の設定 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行の際には、車両の運

行ルートの設定、配車計画を適切に行

うことを予測の前提条件とした。 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行の際には、車両の運

行ルートの設定、配車計画を適切に行

うこと、工事の平準化及び発生集中交

通量の削減を予測の前提条件とした。

p.8-5-2-17 

表 8-5-2-3(1)主要な人と

自然との触れ合いの活動

の場への影響の予測結果

（大西公園） 

－ 以下を追記 

（快適性の変化の程度 予測結果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

高さは 4m 程度であるが、車両の運行

ルート（国道 152 号）は約 300m 以上

離れているため、同車両の視認性は低

く、快適性の変化は小さいと予測す

る。 

p.8-5-2-17 

表 8-5-2-3(2)主要な人と

自然との触れ合いの活動

の場への影響の予測結果

（県道 253 号（赤石岳公園

線）） 

－ 追記 

p.8-5-2-17 

表 8-5-2-3(3)主要な人と

自然との触れ合いの活動

の場への影響の予測結果

（天竜川親水施設） 

－ 以下を追記 

（快適性の変化の程度 予測結果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

高さは 4m 程度であるが、車両の運行

ルート（国道 153 号）は約 500m 以上

離れているため、同車両の視認性は低

く、快適性の変化は小さいと予測す

る。 

p.8-5-2-18 

表 8-5-2-3(4)主要な人と

自然との触れ合いの活動

の場への影響の予測結果

（元善光寺） 

－ 以下を追記 

（快適性の変化の程度 予測結果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

高さは 4m 程度であるが、車両の運行

ルート（国道 153 号）は約 500m 以上

離れているため、同車両の視認性は低

く、快適性の変化は小さいと予測す

る。 

p.8-5-2-18 

表 8-5-2-3(5)主要な人と

自然との触れ合いの活動

の場への影響の予測結果

（中山道） 

－ 以下を追記 

（快適性の変化の程度 予測結果） 

中山道において、資材及び機械の運搬

に用いる車両を視認する地点は、車両

の運行ルート（国道 256 号）が中山道

を横断する箇所のみである。国道 256

号は、既に多くの車両が運行している

状況であり、さらに、配車計画を適切
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に行うことで、資材及び機械の運搬に

用いる車両を局所的に集中させない

ことから、利用者が視認する景観の変

化は小さいため、快適性の変化は小さ

いと予測する。 

p.8-5-2-19 

表 8-5-2-4 環境保全措置の

検討の状況 

（資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 適否の理由） 

資材及び機械の運搬に用いる車両、運

行ルート及び時間帯の分散化等を考

慮した運行計画とし、車両を集中させ

ないことで、利用性への影響を低減で

きることから、環境保全措置として採

用する。 

 

（工事の平準化 適否の理由） 

工事の平準化により資材及び機械の

運搬に用いる車両が集中しないこと

で、利用性への影響を低減できること

から、環境保全措置として採用する。

 

 

－ 

（資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 適否の理由） 

資材及び機械の運搬に用いる車両、運

行ルート及び時間帯の分散化等を考

慮した運行計画とし、車両を集中させ

ないことで、利用性及び快適性への影

響を低減できることから、環境保全措

置として採用する。 

 

（工事の平準化 適否の理由） 

工事の平準化により資材及び機械の

運搬に用いる車両が集中しないこと

で、利用性及び快適性への影響を低減

できることから、環境保全措置として

採用する。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

発生集中交通量の削減 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、利用性及び快適

性への影響を低減できることから、環

境保全措置として採用する。 

p.8-5-2-19 

ｲ)環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行による主要な人と

自然との触れ合いの活動の場に係る

環境影響を低減させるため、環境保全

措置として「資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行計画の配慮」及び「工

事の平準化」を実施する。 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行による主要な人と

自然との触れ合いの活動の場に係る

環境影響を低減させるため、環境保全

措置として「資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行計画の配慮」「工事の

平準化」及び「発生集中交通量の削減」

を実施する。 

p.8-5-2-19 

表 8-5-2-5(1)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両、運

行ルート及び時間帯の分散化等を考

慮した運行計画とし、車両を集中させ

ないことで、利用性への影響を低減で

きる。 

（環境保全措置の効果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両、運

行ルート及び時間帯の分散化等を考

慮した運行計画とし、車両を集中させ

ないことで、利用性及び快適性への影

響を低減できる。 

p.8-5-2-20 

表 8-5-2-5(2)環境保全措

（環境保全措置の効果） 

工事の平準化により資材及び機械の

（環境保全措置の効果） 

工事の平準化により資材及び機械の
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置の内容 運搬に用いる車両が集中しないこと

で、利用性への影響を低減できる。 

運搬に用いる車両が集中しないこと

で、利用性及び快適性への影響を低減

できる。 

p.8-5-2-20 

表 8-5-2-5(3)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-5-2-21 

a)回避又は低減に係る評

価  

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行に係る人と自然と

の触れ合いの活動の場への影響につ

いて、一部の地域において影響がある

と予測したものの、「資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行計画の配慮」

及び「工事の平準化」の環境保全措置

を確実に実施することから、人と自然

との触れ合いの活動の場に係る環境

影響の低減が図られていると評価す

る。 

本事業では、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行に係る人と自然と

の触れ合いの活動の場への影響につ

いて、一部の地域において影響がある

と予測したものの、「資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行計画の配慮」

「工事の平準化」及び「発生集中交通

量の削減」の環境保全措置を確実に実

施することから、人と自然との触れ合

いの活動の場に係る環境影響の低減

が図られていると評価する。 

p.8-5-2-23 

表 8-5-2-6(1)主要な人と

自然との触れ合いの活動

の場への影響の予測結果

（県道 253 号（赤石岳公園

線）） 

－ 追記 

p.8-5-2-24 

表 8-5-2-7 環境保全措置の

検討の状況 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事計画において改変区域をできる

限り小さくすることで、改変及び利用

性への影響を回避又は低減できるこ

とから、環境保全措置として採用す

る。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 適否の理由） 

工事計画において設置する諸設備を

検討し、設置する設備やその配置を工

夫することなどにより改変区域をで

きる限り小さくすることで、改変及び

利用性への影響を回避又は低減でき

ることから、環境保全措置として採用

する。 

p.8-5-2-25 

表 8-5-2-8(1)環境保全措

置の内容 

（環境保全措置の効果） 

工事計画において改変区域をできる

限り小さくすることで、改変及び利用

性への影響を回避又は低減できる。 

（環境保全措置の効果） 

工事計画において設置する諸設備を

検討し、設置する設備やその配置を工

夫することなどにより改変区域をで

きる限り小さくすることで、改変及び

利用性への影響を回避又は低減でき

る。 

p.8-5-2-28 

表 8-5-2-9(1) 主要な人と

自然との触れ合いの活動

の場への影響の予測結果

（県道 253 号（赤石岳公園

線）） 

－ 追記 

p.8-5-2-33 

表 8-5-2-12(1) 主要な人

と自然との触れ合いの活

動の場への影響の予測結

果（県道 253 号（赤石岳公

園線）） 

－ 追記 

p.8-5-2-34 

表 8-5-2-13 環境保全措置

の検討の状況 

（鉄道施設の形式等の工夫による周

辺景観への調和の配慮 適否の理由）

鉄道施設の形状等の工夫による周辺

景観への調和の配慮は、快適性への影

響を低減する効果があることから、環

境保全措置として採用する。 

（鉄道施設の形式等の工夫による周

辺景観への調和の配慮 適否の理由）

鉄道施設の形状、配置の工夫による周

辺景観への調和の配慮は、快適性への

影響を低減する効果があることから、

環境保全措置として採用する。 

p.8-5-2-34 （環境保全措置の効果） （環境保全措置の効果） 
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表 8-5-2-14(2)環境保全措

置の内容 

鉄道施設の形状等の工夫による周辺

景観への調和の配慮で、快適性への影

響を低減することができる。 

鉄道施設の形状、配置の工夫による周

辺景観への調和の配慮で、快適性への

影響を低減することができる。 

p.8-6-1-2 

表 8-6-1-2 環境保全措置の

検討の状況 

p.8-6-1-6 

表 8-6-1-6 環境保全措置の

検討の状況 

－ 以下を追記 

（環境保全措置） 

発生土を有効利用する事業者への情

報提供 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

発生土を他事業において有効利用す

るにあたっては、当該事業者が発生土

の管理方法について判断できるよう

に、発生土の自然由来重金属等の含有

状況等に係る情報提供を徹底するこ

とで、二次的な土壌汚染を回避でき

る。また、動植物の重要な生息地・生

育地や自然度の高い区域等の改変を

防止するための措置についても情報

提供を行うことで、動植物への影響を

回避又は低減できるため、環境保全措

置として採用する。 

p.8-6-1-2 

b)環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、切土工等又は既存の工

作物の除去による建設工事に伴う副

産物に係る環境影響を低減させるた

め、環境保全措置として「建設発生土

の再利用」「副産物の分別・再資源化」

を実施する。 

 

本事業では、切土工等又は既存の工

作物の除去による建設工事に伴う副

産物に係る環境影響を低減させるた

め、環境保全措置として「建設発生土

の再利用」「副産物の分別・再資源化」

及び「発生土を有効利用する事業者へ

の情報提供」を実施する。 

また、工事施工ヤード周辺に設置さ

れる事務所、作業員宿舎に宿泊する工

事従事者へ、衛生環境保全や廃棄物減

量化について講習・指導を実施し、廃

棄物の減量に努める。 

p.8-6-1-3 

表 8-6-1-3(3)環境保全措

置の内容 

p.8-6-1-7 

表 8-6-1-7(4)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-6-1-4 

b)評価結果  

本事業では、切土工等又は既存の工

作物の除去に係る建設工事に伴う副

産物が発生するものの、「建設発生土

の再利用」「副産物の分別・再資源化」

の環境保全措置を確実に実施する。な

お、再利用及び再資源化できない場合

は、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和 45 年法律第 137 号、改正 平

成 24 年法律第 53 号）等の関係法令を

遵守し適正に処理、処分するととも

に、基準不適合土壌が発見された場合

には、土壌汚染対策法ほか、関係法令

等を遵守し適正に処理、処分する

（「8-3-4 土壌汚染」参照）。 

また、副産物の減量化、再資源化に

あたっては、表 8-6-1-4 に示す「長野

県建設リサイクル推進指針」を目標と

して実施する。 

本事業では、切土工等又は既存の工

作物の除去に係る建設工事に伴う副

産物が発生するものの、「建設発生土

の再利用」「副産物の分別・再資源化」

及び「発生土を有効利用する事業者へ

の情報提供」の環境保全措置を確実に

実施する。なお、再利用及び再資源化

できない場合は、「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律」（昭和 45 年法律

第 137 号、改正 平成 24 年法律第 53

号）等の関係法令を遵守し適正に処

理、処分するとともに、基準不適合土

壌が発見された場合には、土壌汚染対

策法ほか、関係法令等を遵守し適正に

処理、処分する（「8-3-4 土壌汚染」

参照）。 

また、副産物の減量化、再資源化に

あたっては、表 8-6-1-4 に示す「長野
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したがって、廃棄物に係る環境影響

の低減が図られていると評価する。 

 

県建設リサイクル推進指針」を目標と

して実施する。 

したがって、廃棄物に係る環境影響

の低減が図られていると評価する。 

 

なお、当社が新たに発生土置き場を

計画する場合には、第 10 章に示すと

おり調査及び影響検討を実施し、第 9

章に示す環境保全措置を詳細なもの

にしていくとともに、それらの内容に

ついては、関係自治体と調整のうえ

で、関係自治体及び地域にお住まいの

住民の方への公表を行っていく。 

p.8-6-1-6 

b)環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、トンネルの工事による

建設工事に伴う副産物に係る環境影

響を低減させるため、環境保全措置と

して「建設発生土の再利用」「建設汚

泥の脱水処理」及び「副産物の分別・

再資源化」を実施する。 

 

本事業では、トンネルの工事による

建設工事に伴う副産物に係る環境影

響を低減させるため、環境保全措置と

して「建設発生土の再利用」「建設汚

泥の脱水処理」「副産物の分別・再資

源化」及び「発生土を有効利用する事

業者への情報提供」を実施する。 

また、工事施工ヤード周辺に設置さ

れる事務所、作業員宿舎に宿泊する工

事従事者へ、衛生環境保全や廃棄物減

量化について講習・指導を実施し、廃

棄物の減量に努める。 

p.8-6-1-8 

b)評価結果  

本事業では、トンネルの工事に係る

建設工事に伴う副産物が発生するも

のの、「建設発生土の再利用」「建設

汚泥の脱水処理」及び「副産物の分

別・再資源化」の環境保全措置を確実

に実施する。なお、再利用及び再資源

化できない場合は、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律（昭和 45 年法律第

137 号、改正 平成 24 年法律第 53 号）

等の関係法令を遵守し適正に処理、処

分するとともに、基準不適合土壌が発

見された場合には、土壌汚染対策法ほ

か、関係法令等を遵守し適正に処理、

処分する（「8-3-4 土壌汚染」参照）。

また、副産物の減量化、再資源化に

あたっては、表 8-6-1-4 に示す「長野

県建設リサイクル推進指針」を目標と

して実施する。 

したがって、廃棄物に係る環境影響

の低減が図られていると評価する。 

 

本事業では、トンネルの工事に係る

建設工事に伴う副産物が発生するも

のの、「建設発生土の再利用」「建設

汚泥の脱水処理」及び「副産物の分

別・再資源化」及び「発生土を有効利

用する事業者への情報提供」の環境保

全措置を確実に実施する。なお、再利

用及び再資源化できない場合は、「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」

（昭和 45 年法律第 137 号、改正 平

成 24 年法律第 53 号）等の関係法令を

遵守し適正に処理、処分するととも

に、基準不適合土壌が発見された場合

には、土壌汚染対策法ほか、関係法令

等を遵守し適正に処理、処分する

（「8-3-4 土壌汚染」参照）。 

また、副産物の減量化、再資源化に

あたっては、表 8-6-1-4 に示す「長野

県建設リサイクル推進指針」を目標と

して実施する。 

したがって、廃棄物に係る環境影響

の低減が図られていると評価する。 

 

なお、当社が新たに発生土置き場を

計画する場合には、第 10 章に示すと

おり調査及び影響検討を実施し、第 9

章に示す環境保全措置を詳細なもの

にしていくとともに、それらの内容に

ついては、関係自治体と調整のうえ

で、関係自治体及び地域にお住まいの

住民の方への公表を行っていく。 

p.8-6-2-1 

8-6-2 温室効果ガス 
工事の実施（建設機械の稼働、資材

及び機械の運搬に用いる車両の運行）

工事の実施（建設機械の稼働、資材

及び機械の運搬に用いる車両の運行、
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及び鉄道施設（駅）の供用により、温

室効果ガスを発生することから、環境

影響評価を行った。 

建設資材の使用及び廃棄物の発生）及

び鉄道施設（駅）の供用により、温室

効果ガスを発生することから、環境影

響評価を行った。 

p.8-6-2-1 

(1)予測及び評価 
1)建設機械の稼働、資材及び機械の運

搬に用いる車両の運行 

1)工事の実施 

p.8-6-2-1 

ｲ)予測の基本的な手法 

工事の実施において建設機械の稼

働、資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行に伴う温室効果ガス排出量を

積算する方法により定量的に検討し、

温室効果ガス排出量の削減への取り

組みを勘案して定性的に予測した。予

測対象とした温室効果ガスの対象物

質は、工事の実施において建設機械の

稼働、資材及び機械の運搬に用いる車

両の運行により発生する二酸化炭素

（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒

素（N2O）の 3 物質とした。温室効果ガ

ス排出量は、二酸化炭素（CO2）換算で

算出した。 

 

工事の実施において建設機械の稼

働、資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行、建設資材の使用及び廃棄物の

発生に伴う温室効果ガス排出量を積

算する方法により定量的に検討し、温

室効果ガス排出量の削減への取り組

みを勘案して定性的に予測した。予測

対象とした温室効果ガスの対象物質

は、工事の実施において建設機械の稼

働、資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行、建設資材の使用及び廃棄物の

発生により発生する二酸化炭素（CO2）、

メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）

の 3 物質とした。温室効果ガス排出量

は、二酸化炭素（CO2）換算で算出した。

p.8-6-2-2 

表 8-6-2-1(1)建設機械の

稼働に伴う温室効果ガス

（CO2）排出量：燃料消費 

（クレーンその他の荷役機械 延べ燃

料消費量(L)） 

9,200,000 

（クレーンその他の荷役機械 CO2排出

量(kgCO2)） 

23,736,000 

（合計（CO2総排出量）（tCO2）） 

234,092 

（クレーンその他の荷役機械 延べ燃

料消費量(L)） 

9,300,000 

（クレーンその他の荷役機械 CO2排出

量(kgCO2)） 

23,994,000 

（合計（CO2総排出量）（tCO2）） 

234,350 

p.8-6-2-2 

表 8-6-2-1(2)建設機械の

稼働に伴う温室効果ガス

（N2O）排出量（CO2換算）：

燃料消費 

（クレーンその他の荷役機械 延べ燃

料消費量(L)） 

9,200,000 

（クレーンその他の荷役機械 CO2排出

量(kgCO2)） 

182,528 

（合計（CO2総排出量）（tCO2）） 

1,800 

（クレーンその他の荷役機械 延べ燃

料消費量(L)） 

9,300,000 

（クレーンその他の荷役機械 CO2排出

量(kgCO2)） 

184,512 

（合計（CO2総排出量）（tCO2）） 

1,802 

p.8-6-2-4 

c)建設資材の使用 

－ 追記 

p.8-6-2-4 

d)廃棄物の発生 

－ 追記 

p.8-6-2-5 

e)工事の実施による温室

効果ガス 

以上より、工事の実施（建設機械の

稼働、資材及び機械の運搬に用いる車

両の運行）に伴い発生する温室効果ガ

ス排出量を表 8-6-2-3 に示す。また、

この数量は関係法令により定められ

ている排出係数等から算出したもの

であることから、適切な環境保全措置

を実施することにより更なる低減が

図られると予測する。 

以上より、工事の実施（建設機械の

稼働、資材及び機械の運搬に用いる車

両の運行、建設資材の使用及び廃棄物

の発生）に伴い発生する温室効果ガス

排出量を表 8-6-2-3 に示す。また、こ

の数量は関係法令により定められて

いる排出係数等から算出したもので

ある。適切な環境保全措置を実施する

ことにより更なる低減が図られると

予測する。 

p.8-6-2-5 

表 8-6-2-5 工事の実施に

伴い発生する温室効果ガ

ス（CO2換算）排出量 

 

－ 

 

 

 

 

 

以下を追記 

（区分） 

建設資材の使用 CO2 

（温室効果ガス（CO2 換算）排出量

（tCO2）小計） 

640,000 
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（合計（CO2換算総排出量）（tCO2））

530,000 

（年間 CO2排出量（平均）（tCO2/年））

37,863 

（温室効果ガス（CO2 換算）排出量

（tCO2）行為別合計） 

640,000 

（区分） 

廃棄物の発生 焼却 CO2、N2O 

       埋立 CH4 

（焼却 CO2 温室効果ガス（CO2 換算）

排出量（tCO2）小計） 

670 

（焼却 N2O 温室効果ガス（CO2 換算）

排出量（tCO2）小計） 

54 

（埋立 CH4 温室効果ガス（CO2 換算）

排出量（tCO2）小計） 

42,000 

（廃棄物の発生 温室効果ガス（CO2換

算）排出量（tCO2）行為別合計） 

42,724 

 

（合計（CO2換算総排出量）（tCO2））

1,212,809 

（年間 CO2排出量（平均）（tCO2/年））

86,629 

p.8-6-2-5 

ｱ)環境保全措置の検討の

状況  

本事業では、計画の立案の段階にお

いて、温室効果ガスに係る環境影響を

回避又は低減するため「低炭素型建設

機械の選定」「高負荷運転の抑制」及

び「低燃費車種の選定、積載の効率化、

運搬計画の合理化による運搬距離の

適化」について検討した。さらに、

事業者により実行可能な範囲内で、工

事の実施（建設機械の稼働、資材及び

機械の運搬に用いる車両の運行）によ

る温室効果ガスに係る環境影響を回

避又は低減することを目的として、環

境保全措置の検討を行った。 

本事業では、計画の立案の段階にお

いて、温室効果ガスに係る環境影響を

回避又は低減するため「低炭素型建設

機械の採用」「高負荷運転の抑制」及

び「低燃費車種の選定、積載の効率化、

運搬計画の合理化による運搬距離の

適化」について検討した。さらに、

事業者により実行可能な範囲内で、工

事の実施（建設機械の稼働、資材及び

機械の運搬に用いる車両の運行、建設

資材の使用及び廃棄物の発生）による

温室効果ガスに係る環境影響を回避

又は低減することを目的として、環境

保全措置の検討を行った。 

p.8-6-2-6 

表 8-6-2-6 環境保全措置の

検討の状況 

 

（環境保全措置） 

低炭素型建設機械の選定 

（適否の理由） 

低炭素型建設機械（例えば油圧ショベ

ルでは CO2排出量が従来型に比べ 10％

低減）の採用により、排出される温室

効果ガスの低減が見込まれるため、環

境保全措置として採用する。 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境保全措置） 

低炭素型建設機械の採用 

（適否の理由） 

低炭素型建設機械（例えば油圧ショベ

ルでは CO2排出量が従来型に比べ 10％

低減）の採用により、温室効果ガスの

排出量を低減できることから、環境保

全措置として採用する。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

建設機械の高負荷運転の抑制、建設機

械及び資材及び機械の運搬に用いる

車両の点検・整備について、工事従事

者への講習・指導を実施することによ

り、温室効果ガス排出量の低減が見込

まれることから、環境保全措置として
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－ 

 

 

採用する。 

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

副産物の分別・再資源化 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

場内で細かく分別し、再資源化に努め

ることで、取り扱う副産物（廃棄物含

む）の量を低減でき、温室効果ガスの

排出量を低減できるため、環境保全措

置として採用する。 

p.8-6-2-6 

ｲ)環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、工事の実施（建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行）による温室効果ガスに係

る環境影響を低減させるため、環境保

全措置として「低炭素型建設機械の選

定」「高負荷運転の抑制」「工事規模

に合わせた建設機械の設定」「建設機

械の点検・整備による性能維持」「資

材及び機械の運搬に用いる車両の点

検・整備による性能維持」及び「低燃

費車種の選定、積載の効率化、運搬計

画の合理化による運搬距離の 適化」

を実施する。 

 

本事業では、工事の実施（建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行、建設資材の使用及び廃棄

物の発生）による温室効果ガスに係る

環境影響を低減させるため、環境保全

措置として「低炭素型建設機械の採

用」「高負荷運転の抑制」「工事規模

に合わせた建設機械の設定」「建設機

械の点検・整備による性能維持」「資

材及び機械の運搬に用いる車両の点

検・整備による性能維持」「低燃費車

種の選定、積載の効率化、運搬計画の

合理化による運搬距離の 適化」「工

事従事者への講習・指導」及び「副産

物の分別・再資源化」を実施する。 

p.8-6-2-7 

表 8-6-2-7(1)環境保全措

置の内容 

（実施内容 種類・方法） 

低炭素型建設機械の選定 

（実施内容 種類・方法） 

低炭素型建設機械の採用 

p.8-6-2-8 

表 8-6-2-7(7)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-6-2-8 

表 8-6-2-7(8)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-6-2-9 

a)回避又は低減に係る評

価 

本事業では、工事の実施（建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行）に伴う温室効果ガスが排

出されるものの、本事業における温室

効果ガス年平均排出量は、長野県にお

ける 1 年間あたりの温室効果ガス

14,884 千 tCO2
(1)と比較すると 0.25%程

度であり、表 8-6-2-5 に示す環境保全

措置を確実に実施することから、温室

効果ガスに係る環境影響の低減が図

られていると評価する。 

本事業では、工事の実施（建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行、建設資材の使用及び廃棄

物の発生）に伴う温室効果ガスが排出

されるものの、表 8-6-2-7 に示す環境

保全措置を確実に実施することから、

温室効果ガスに係る環境影響の低減

が図られていると評価する。 

p.8-6-2-10 

ｲ)予測の基本的な手法 

鉄道施設（駅）の供用において、排

出される温室効果ガス排出量を積算

する方法により定量的に検討し、温室

効果ガス排出量の削減への取り組み

を勘案して定性的に予測した。予測対

象とした温室効果ガスの対象物質は、

鉄道施設（駅）の供用により発生する

二酸化炭素（CO2）とした。 

鉄道施設（駅）の供用において、排

出される温室効果ガス排出量を積算

する方法により定量的に検討し、温室

効果ガス排出量の削減への取り組み

を勘案して定性的に予測した。予測対

象とした温室効果ガスの対象物質は、

鉄道施設（駅）の供用により発生する

二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）及

び一酸化二窒素（N2O）の 3 物質とした。

温室効果ガス排出量は、二酸化炭素
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（CO2）換算で算出した。 

p.8-6-2-11 

b)駅施設における廃棄物

の発生 

－ 追記 

p.8-6-2-11 

c)鉄道施設（駅）の供用に

伴い発生する温室効果ガ

ス 

以上より、鉄道施設（駅）の供用に

伴い発生する温室効果ガスの排出量

を表 8-6-2-7 に示す。また、この数量

は関係法令により定められている排

出係数等から算出したものであるこ

とから、適切な環境保全措置を実施す

ることにより更なる低減が図られる

と予測する。 

以上より、鉄道施設（駅）の供用に

伴い発生する温室効果ガスの排出量

を表 8-6-2-7 に示す。また、この数量

は関係法令により定められている排

出係数等から算出したものである。適

切な環境保全措置を実施することに

より更なる低減が図られると予測す

る。 

p.8-6-2-11 

表 8-6-2-10 鉄道施設（駅）

の供用に伴い発生する温

室効果ガス（CO2 換算）排

出量 
 

p.8-6-2-12 

表 8-6-2-11 環境保全措置

の検討の状況 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

以下を追記 

（環境保全措置） 

廃棄物の分別・再資源化 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

分別回収施設の設置や利用者への周

知を行い、分別・再資源化の徹底を図

ることで、取り扱う廃棄物の量を低減

でき、温室効果ガスの排出量を低減で

きるため、環境保全措置として採用す

る。  

 

以下を追記 

（環境保全措置） 

廃棄物の処理・処分の円滑化 

（実施の適否） 

適 

（適否の理由） 

廃棄物保管場所について、利用者の利

便性や収集作業の効率性を考慮した

配置とするとともに、仕切りの設置、

色彩または形状の工夫等で区別しや

すいようにすることにより、廃棄物の

処理、処分の円滑化を図ることで、分

別、再資源化及び適正処理を徹底する

ことができ、取り扱う廃棄物の量を低

減できることから、温室効果ガスの排

出量を低減できるため、環境保全措置

として採用する。 

p.8-6-2-12 

ｲ)環境保全措置の実施主

体、方法その他の環境保全

措置の実施の内容 

本事業では、鉄道施設（駅）の供用に

よる温室効果ガスに係る環境影響を

低減させるため、環境保全措置として

「省エネルギー型製品の導入」「温室

効果ガスの排出抑制に留意した施設

の整備及び管理」及び「設備機器の点

検・整備による性能維持」を実施する。

 

本事業では、鉄道施設（駅）の供用に

よる温室効果ガスに係る環境影響を

低減させるため、環境保全措置として

「省エネルギー型製品の導入」「温室

効果ガスの排出抑制に留意した施設

の整備及び管理」「設備機器の点検・

整備による性能維持」「廃棄物の分

別・再資源化」及び「廃棄物の処理・

処分の円滑化」を実施する。 

区分 
温室効果ガス（CO2換算）

排出量（tCO2/年） 

駅施設において使用する

設備機器 
CO2 

電 気 13,000 

灯 油 5,500 

合計（CO2換算総排出量）（tCO2/年） 18,500 

 

区分 
温室効果ガス（CO2換算）

排出量（tCO2/年） 

駅施設において使用する

設備機器 
CO2 

電 気 13,000 

灯 油 5,500 

駅施設における廃棄物の

発生 
焼却 

CO2 17 

CH4 0 

N2O 1 

合計（CO2換算総排出量）（tCO2/年） 18,518 
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p.8-6-2-13 

表 8-6-2-12(4)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-6-2-13 

表 8-6-2-12(5)環境保全措

置の内容 

－ 追記 

p.8-6-2-14 

a)回避又は低減に係る評

価 

本事業では、鉄道施設（駅）の供用

に伴う温室効果ガスが排出されるも

のの、本事業における温室効果ガス年

平均排出量は、長野県における 1 年間

あたりの温室効果ガス 14,884 千

tCO2
(1)と比較すると0.12%程度であり、

「省エネルギー型製品の導入」「温室

効果ガスの排出抑制に留意した施設

の整備及び管理」及び「設備機器の点

検・整備による性能維持」の環境保全

措置を確実に実施することから、温室

効果ガスに係る環境影響の低減が図

られていると評価する。 

本事業では、鉄道施設（駅）の供用

に伴う温室効果ガスが排出されるも

のの、「省エネルギー型製品の導入」

「温室効果ガスの排出抑制に留意し

た施設の整備及び管理」「設備機器の

点検・整備による性能維持」「廃棄物

の分別・再資源化」及び「廃棄物の処

理・処分の円滑化」の環境保全措置を

確実に実施することから、温室効果ガ

スに係る環境影響の低減が図られて

いると評価する。 

p.9-3 

表 9-1-1(2)大気環境（二酸

化窒素及び浮遊粒子状物

質）に関する環境保全措置

の検討結果 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とにより、二酸化窒素及び浮遊粒子状

物質の発生を回避又は低減できる。 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき

る限り小さくすることで、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質の発生を回避又

は低減できる。 

 

以下を追記 

（検討の視点） 

発生量の低減 発生原単位の低減 

（環境保全措置） 

工事の平準化 

（環境保全措置の効果） 

工事の平準化により偏った施工を避

けることで、二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質の局地的な発生を低減できる。

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

 

以下を追記 

（検討の視点） 

発生量の低減 発生原単位の低減 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（環境保全措置の効果） 

建設機械の高負荷運転の抑制、建設機

械の点検及び整備について、工事従事

者への講習・指導を実施することによ

り、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の

発生の低減が見込まれる。 

（措置の区分） 
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低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

 

p.9-6 

表 9-1-1(5)大気環境（二酸

化窒素及び浮遊粒子状物

質）に関する環境保全措置

の検討結果 

（発生集中交通量の削減 環境保全措

置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整し、発生集中交通量を

削減することで、二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の発生を低減できる。 

 

 

 

 

 

－ 

（発生集中交通量の削減 環境保全措

置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の発生を低減できる。

 

以下を追記 

（検討の視点） 

発生量の低減 発生原単位の低減 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（環境保全措置の効果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備、環境負荷低減を意識し

た運転について、工事従事者への講

習・指導を実施することにより、二酸

化窒素及び浮遊粒子状物質の発生の

低減が見込まれる。 
（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-7 

表 9-1-2(1) 大気環境（粉

じん等）に関する環境保全

措置の検討結果 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とにより、粉じん等の発生を低減でき

る。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき

る限り小さくすることで、粉じん等の

発生を低減できる。 

 

p.9-11 

表 9-1-3(2)大気環境（騒

音）に関する環境保全措置

の検討結果 

（改変区域をできる限り小さくする

環境保全措置の効果） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とにより、建設機械の稼働を抑えるこ

とができ、騒音の発生を回避又は低減

（改変区域をできる限り小さくする

環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、改変区域をでき
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できる。 

 

 

 

（工事の平準化 環境保全措置の効

果） 

工事の平準化により偏った施工を避

けることで、騒音の局地的な発生を回

避できる。 

 

－ 

る限り小さくすることで、建設機械の

稼働を抑えることができ、騒音の発生

を回避又は低減できる。 

 

（工事の平準化 環境保全措置の効

果） 

工事の平準化により偏った施工を避

けることで、騒音の局地的な発生を低

減できる。 

 

以下を追記 

（検討の視点） 

発生量の低減 発生原単位の低減 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（環境保全措置の効果） 

建設機械の高負荷運転の抑制、建設機

械の点検及び整備について、工事従事

者への講習・指導を実施することによ

り、騒音の発生の低減が見込まれる。

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-13 

表 9-1-3(4)大気環境（騒

音）に関する環境保全措置

の検討結果 

（発生集中交通量の削減 環境保全措

置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整し、発生集中交通量を

削減することで、騒音の発生を低減で

きる。 

 

 

 

 

 

－ 

（発生集中交通量の削減 環境保全措

置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、騒音の発生を低

減できる。 

 

以下を追記 

（検討の視点） 

発生量の低減 発生原単位の低減 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（環境保全措置の効果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備、環境負荷低減を意識し

た運転について、工事従事者への講

習・指導を実施することにより、騒音

の発生の低減が見込まれる。 

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 
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a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-15 

表 9-1-3(6)大気環境（騒

音）に関する環境保全措置

の検討結果 

（個別家屋対策 環境保全措置の効

果） 

家屋の防音工事等を行うことにより、

騒音の影響を低減できる。 

 

 

 

（個別家屋対策 環境保全措置の効

果） 

対象となる家屋の所有者と調整した

上で、防音型アルミサッシへの取替や

防振パッキングといった家屋の防音

工事等を行うことにより、騒音の影響

を低減できる。 

p.9-15 

表 9-1-3(6)大気環境（騒

音）に関する環境保全措置

の検討結果 

（沿線の土地利用対策 環境保全措置

の効果） 

新幹線計画と整合した公共施設（道

路、公園、緑地等）を配置する等の土

地利用対策を推進することで、鉄道施

設との距離を確保することにより、住

居等における騒音を低減できる。 

（沿線の土地利用対策 環境保全措置

の効果） 

新幹線計画と整合した開発の抑制や

公共施設（道路、公園、緑地等）の配

置等の土地利用対策を推進すること

で、鉄道施設との距離を確保すること

により、住居等における騒音を低減で

きる。 

p.9-16 

表 9-1-4(1)大気環境（振

動）に関する環境保全措置

の検討結果 

（改変区域をできる限り小さくする

環境保全措置の効果） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とにより、建設機械の稼働を 小限に

抑えることで、振動の発生を回避又は

低減できる。 

（改変区域をできる限り小さくする

環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより改変区域をでき

る限り小さくすることで、建設機械の

稼働を 小限に抑えることで、振動の

発生を回避又は低減できる。 

p.9-17 

表 9-1-4(2)大気環境（振

動）に関する環境保全措置

の検討結果 

（工事の平準化 環境保全措置の効

果） 

工事の平準化により偏った施工を避

けることで、振動の局地的な発生を回

避できる。 

（工事の平準化 措置の区分） 

回避 

 

－ 

（工事の平準化 環境保全措置の効

果） 

工事の平準化により偏った施工を避

けることで、振動の局地的な発生を低

減できる。 

（工事の平準化 措置の区分） 

低減 

 

以下を追記 

（検討の視点） 

発生量の低減 発生原単位の低減 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（環境保全措置の効果） 

建設機械の高負荷運転の抑制、建設機

械の点検及び整備について、工事従事

者への講習・指導を実施することによ

り、振動の発生の低減が見込まれる。

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-19 

表 9-1-4(4)大気環境（振

動）に関する環境保全措置

の検討結果 

（発生集中交通量の削減 環境保全措

置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

（発生集中交通量の削減 環境保全措

置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置
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き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整し、発生集中交通量を

削減することで、振動の発生を低減で

きる。 

 

 

 

 

 

－ 

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、振動の発生を低

減できる。 

 

以下を追記 

（検討の視点） 

発生量の低減 発生原単位の低減 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（環境保全措置の効果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備、環境負荷低減を意識し

た運転について、工事従事者への講

習・指導を実施することにより、振動

の発生の低減が見込まれる。 

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-24 

表 9-2-1(1)水環境（水質）

に関する環境保全措置の

検討結果 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の濁りの発生を低

減することができる。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

設置する諸設備を検討し、設置する設

備やその配置を工夫することなどに

より工事に伴う改変区域をできる限

り小さくすることで、水の濁りの発生

を低減することができる。 

p.9-27 

表 9-2-1(4)水環境（水質）

に関する環境保全措置の

検討結果 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の濁りの発生を低

減することができる。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより工事に伴う改変

区域をできる限り小さくすることで、

水の濁りの発生を低減することがで

きる。 

p.9-25 

表 9-2-1(2)水環境（水質）

に関する環境保全措置の

検討結果 

p.9-27 

表 9-2-1(4)水環境（水質）

に関する環境保全措置の

検討結果 

p.9-29 

表 9-2-1(6)水環境（水質）

に関する環境保全措置の

（下水道への排水 環境保全措置の

効果） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議し、処理したうえで下

水道へ排水することで、公共用水域へ

の影響を回避又は低減することがで

きる。 

（下水道への排水 環境保全措置の

効果） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議して処理方法を確定

し、処理したうえで下水道へ排水する

ことで、公共用水域への影響を回避又

は低減することができる。 
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検討結果 

p.9-35 

p.9-2-4(2) 水環境（水資

源）に関する環境保全措置

の検討結果 

p.9-40 

p.9-2-4(7) 水環境（水資

源）に関する環境保全措置

の検討結果 

p.9-26 

表 9-2-1(3)水環境（水質）

に関する環境保全措置の

検討結果 

 

－ 以下を追記 

（検討の視点） 

水の濁りの低減 

（環境保全措置） 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

（環境保全措置の効果） 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢

の温度への影響の可能性があるよう

な場合は、河川・沢の流量を考慮して

放流箇所を調整するとともに、難しい

場合は外気に晒して温度を河川と同

程度にしてから放流することで、公共

用水域への影響を低減できる。 

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-28 

表 9-2-1(5)水環境（水質）

に関する環境保全措置の

検討結果 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の汚れの発生を低

減することができる。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

設置する諸設備を検討し、設置する設

備やその配置を工夫することなどに

より工事に伴う改変区域をできる限

り小さくすることで、水の汚れの発生

を低減することができる。 

p.9-29 

表 9-2-1(6)水環境（水質）

に関する環境保全措置の

検討結果 

－ 以下を追記 

（検討の視点） 

水の汚れの低減 

（環境保全措置） 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

（環境保全措置の効果） 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢

の温度への影響の可能性があるよう

な場合は、河川・沢の流量を考慮して

放流箇所を調整するとともに、難しい

場合は外気に晒して温度を河川と同

程度にしてから放流することで、公共

用水域への影響を低減できる。 

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 
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p.9-30 

表 9-2-1(7)水環境（水質）

に関する環境保全措置の

検討結果 

（下水道への排水 環境保全措置の

効果） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議し、処理したうえで下

水道へ排水することで、公共用水域へ

の影響を回避することができる。 

（下水道への排水 環境保全措置の

効果） 

下水道の利用が可能な地域では、下水

道管理者と協議して処理方法を確定

し、処理したうえで下水道へ排水する

ことで、公共用水域への影響を回避す

ることができる。 

p.9-32 

表 9-2-3(1)水環境（地下水

の水質及び水位）に関する

環境保全措置の検討結果 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、地下水の水質及び水

位への影響を低減することができる。

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

設置する諸設備を検討し、設置する設

備やその配置を工夫することなどに

より工事に伴う改変区域をできる限

り小さくすることで、地下水の水質及

び水位への影響を低減することがで

きる。 

p.9-33 

表 9-2-3(2)水環境（地下水

の水質及び水位）に関する

環境保全措置の検討結果 

（適切な構造及び工法の採用 環境保

全措置の効果） 

工事の施工に先立ち地質、地下水の調

査を実施し、覆工コンクリート、防水

シートの設置等を行うとともに、必要

に応じて薬液注入工法を実施するこ

となどにより、地下水への影響を低減

できる。 

（適切な構造及び工法の採用 環境保

全措置の効果） 

本線トンネルや先進坑は、工事の施工

に先立ち事前に先進ボーリング等、

先端の探査技術を用いて地質や地下

水の状況を把握したうえで、必要に応

じて薬液注入を実施することや、覆工

コンクリート、防水シートを設置する

ことにより、地下水への影響を低減で

きる。 

また、非常口（山岳部）についても、

工事前から工事中にかけて河川流量

や井戸の水位等の調査を行うととも

に、掘削中は湧水量や地質の状況を慎

重に確認し、浅層と深層の帯水層を貫

く場合は水みちが生じないように必

要に応じて薬液注入を実施するとと

もに、帯水層を通過し湧水量の多い箇

所に対しては、覆工コンクリートや防

水シートを設置し地下水の流入を抑

えることなどにより、地下水への影響

を低減できる。 

p.9-34 

表 9-2-4(1)水環境（水資

源）に関する環境保全措置

の検討結果 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくすることで、水の濁りの発生、地

下水の水質及び水位への影響を低減

することができる。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

設置する諸設備を検討し、設置する設

備やその配置を工夫することなどに

より工事に伴う改変区域をできる限

り小さくすることで、水の濁りの発

生、地下水の水質及び水位への影響を

低減することができる。 

p.9-36 

表 9-2-4(3)水環境（水資

源）に関する環境保全措置

の検討結果 

－ 以下を追記 

（検討の視点） 

水資源利用への影響の低減 

（環境保全措置） 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

（環境保全措置の効果） 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢

の温度への影響の可能性があるよう

な場合は、河川・沢の流量を考慮して

放流箇所を調整するとともに、難しい

場合は外気に晒して温度を河川と同

程度にしてから放流することで、公共

用水域への影響を低減できる。 



 

14-87 

補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-37 

表 9-2-4(4)水環境（水資

源）に関する環境保全措置

の検討結果 

（適切な構造及び工法の採用 環境保

全措置の効果） 

工事の施工に先立ち地質、地下水の調

査を実施し、覆工コンクリート、防水

シートの設置等を行うとともに、必要

に応じて薬液注入工法を実施するこ

となどにより、地下水への影響を低減

できる。 

（適切な構造及び工法の採用 環境保

全措置の効果） 

本線トンネルや先進坑は、工事の施工

に先立ち事前に先進ボーリング等、

先端の探査技術を用いて地質や地下

水の状況を把握したうえで、必要に応

じて薬液注入を実施することや、覆工

コンクリート、防水シートを設置する

ことにより、地下水への影響を低減で

きる。 

また、非常口（山岳部）についても、

工事前から工事中にかけて河川流量

や井戸の水位等の調査を行うととも

に、掘削中は湧水量や地質の状況を慎

重に確認し、浅層と深層の帯水層を貫

く場合は水みちが生じないように必

要に応じて薬液注入を実施するとと

もに、帯水層を通過し湧水量の多い箇

所に対しては、覆工コンクリートや防

水シートを設置し地下水の流入を抑

えることなどにより、地下水への影響

を低減できる。 

p.9-39 

表 9-2-4(6)水環境（水資

源）に関する環境保全措置

の検討結果 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事に伴う改変区域を必要 小限と

することで、水の濁りの発生、地下水

の水質及び水位への影響を低減する

ことができる。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより工事に伴う改変

区域をできる限り小さくすることで、

水の濁りの発生、地下水の水質及び水

位への影響を低減することができる。

p.9-41 

表 9-3-1 土壌環境（重要な

地形及び地質）に関する環

境保全措置の検討結果 

（地形の改変をできる限り小さくし

た工事施工ヤード及び工事用道路の

計画 環境保全措置の効果） 

工事施工ヤード及び工事用道路の設

置に際し、地形の改変をできる限り小

さくする計画とすることで、重要な地

形及び地質への影響を回避又は低減

できる。 

（地形の改変をできる限り小さくし

た工事施工ヤード及び工事用道路の

計画 環境保全措置の効果） 

工事施工ヤード及び工事用道路の設

置に際し、設置する諸設備を検討し、

設置する設備やその配置を工夫する

ことなどにより地形の改変をできる

限り小さくする計画とすることで、重

要な地形及び地質への影響を回避又

は低減できる。 

p.9-44 

表 9-3-4(1)土壌環境（土壌

汚染）に関する環境保全措

置の検討結果 

p.9-46 

表 9-3-4(3)土壌環境（土壌

汚染）に関する環境保全措

置の検討結果 

（発生土を有効利用する事業者への

土壌汚染に関する情報提供の徹底） 

（環境保全措置の効果） 

発生土を他事業において有効利用す

るにあたっては、当該事業者が発生土

の管理方法について判断できるよう

に、発生土の自然由来重金属の含有状

況等に係る情報提供を徹底すること

で、二次的な土壌汚染を回避又は低減

できる。 

（発生土を有効利用する事業者への

情報提供） 

（環境保全措置の効果） 

発生土を他事業において有効利用す

るにあたっては、当該事業者が発生土

の管理方法について判断できるよう

に、発生土の自然由来重金属等の含有

状況等に係る情報提供を徹底するこ

とで、二次的な土壌汚染を回避でき

る。また、動植物の重要な生息地・生
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（措置の区分） 

回避・低減 

育地や自然度の高い区域等の改変を

防止するための措置についても情報

提供を行うことで、動植物への影響を

回避又は低減できる。 

（措置の区分） 

回避 

p.9-45 

表 9-3-4(2)土壌環境（土壌

汚染）に関する環境保全措

置の検討結果 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

以下を追記 

（検討の視点） 

土壌汚染の回避 

（環境保全措置） 

仮置場における発生土の適切な管理 

（環境保全措置の効果） 

発生土の仮置場に屋根、側溝、シート

覆いを設置する等の管理を行うこと

で、重金属等の有無を確認するまでの

間の雨水等による重金属等の流出を

防止し、土壌汚染を回避できる。 

（措置の区分） 

回避 

（事業主体） 

 a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

 

以下を追記 

（検討の視点） 

土壌汚染の回避 

（環境保全措置） 

工事排水の適切な処理 

（環境保全措置の効果） 

工事排水について、処理施設により法

令に基づく排水基準等を踏まえ、水質

の改善を図るための処理をしたうえ

で排水することで、土壌汚染を回避で

きる。 

（措置の区分） 

回避 

（事業主体） 

 a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-50 

表 9-3-7(1)その他（文化

財）に関する環境保全措置

の検討結果 

p.9-52 

表 9-3-7(3)その他（文化

財）に関する環境保全措置

の検討結果 

（改変区域をできる限り小さくする

環境保全措置の効果） 

工事の施工範囲をできる限り小さく

することにより、文化財の改変区域を

回避又は低減できる。 

（改変区域をできる限り小さくする

環境保全措置の効果） 

工事の施工範囲に設置する諸設備を

検討し、設置する設備やその配置を工

夫することなどにより、改変区域をで

きる限り小さくすることで、文化財へ

の影響を回避又は低減できる。 

p.9-55 

表 9-4-1(1)動物に関する

環境保全措置の検討結果 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

重要な種の生息地への影響を回避又

は低減できる。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、重要な種の生息
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地への影響を回避又は低減できる。 

p.9-56 

表 9-4-1(2)動物に関する

環境保全措置の検討結果 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

以下を追記 

（検討種） 

オビカゲロウ、ノギカワゲラなどの重

要な走光性昆虫類等 

（影響） 

工事に伴う生息環境への影響 

（検討の視点） 

工事に伴う生息環境への影響の低減

（環境保全措置） 

照明の工夫 

（環境保全措置の効果） 

専門家等の助言を得つつ、設置する照

明については、極力外部に向けないよ

うな配慮による漏れ光の抑制、昆虫類

等の誘引効果が少ない照明の採用、適

切な照度の設定等を行うとともに、管

理上支障のない範囲で夜間は消灯す

るなど点灯時間への配慮を行うこと

で、走光性の重要な昆虫類等の生息環

境への影響を低減できる。 

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

あり 

（他の環境要素への影響） 

なし 

 

以下を追記 

（検討種） 

トンネルからの湧水を放流する河川

を生息環境とする保全対象種全般 

（影響） 

工事に伴う生息環境への影響 

（検討の視点） 

工事に伴う生息環境への影響の低減

（環境保全措置） 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

（環境保全措置の効果） 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢

の温度への影響の可能性があるよう

な場合は、河川・沢の流量を考慮して

放流箇所を調整するとともに、難しい

場合は外気に晒して温度を河川と同

程度にしてから放流することで、水生

生物への影響を低減できる。 

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-58 

表 9-4-2(1)植物に関する

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 
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環境保全措置の検討結果 生育環境の改変をできる限り小さく

することで、重要な種への影響を回避

又は低減できる。 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより、生育環境の改変

をできる限り小さくすることで、重要

な種への影響を回避又は低減できる。

p.9-59 

表 9-4-2(2)植物に関する

環境保全措置の検討結果 

（林縁保護植栽等による重要な種の

生育環境の確保 環境保全措置の効

果） 

改変された区域の一部に林縁保護植

栽等を図ることで、自然環境を確保で

きる。 

（林縁保護植栽等による重要な種の

生育環境の確保 環境保全措置の効

果） 

改変された区域の一部に周辺の植生

を考慮したうえで、定期的に下刈りを

行うなど、適切に管理しながら林縁保

護植栽等を図り、その効果を確認する

ことで、自然環境を確保できる。 

p.9-60 

表 9-4-2(3)植物に関する

環境保全措置の検討結果 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下を追記 

（検討種） 

トンネルからの湧水を放流する河川

を生育環境とする保全対象種全般 

（影響） 

工事の実施による生育環境への影響 

（検討の視点） 

工事の実施に伴う生育環境への影響

の低減 

（環境保全措置） 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

（環境保全措置の効果） 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢

の温度への影響の可能性があるよう

な場合は、河川・沢の流量を考慮して

放流箇所を調整するとともに、難しい

場合は外気に晒して温度を河川と同

程度にしてから放流することで、水生

生物への影響を低減できる。 

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

 

以下を追記 

（検討種） 

－ 

（影響） 

工事の実施による生育環境への影響 

（検討の視点） 

工事の実施に伴う生育環境への影響

の低減 

（環境保全措置） 

外来種の拡大抑制 

（環境保全措置の効果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

タイヤ洗浄や工事後の施工ヤードの

速やかな在来種による緑化等に努め

る。また作業員に対し、外来種拡大防

止対策の重要性について教育を行う

ことで、外来種の拡大を抑制し、生育
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環境への影響を回避又は低減できる。

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-61 

表 9-4-2(4)植物に関する

環境保全措置の検討結果 

（重要な種の移植・播種 環境保全措

置の効果） 

非常口（山岳部）、地上部及び変電施

設の位置や形状の観点から、そこに生

育する重要な種の一部は、やむを得ず

消失することとなるため、代償措置と

して、消失する環境の近傍において、

消失する環境に類似した環境（植生、

光及び水分等の条件等）を持つ場所へ

移植を行うことで、重要な種の生育環

境への影響を代償することができる。

なお、重要な種の移植は、事例等から

知見が得られており、専門家の助言を

得ながら行うことで、効果が期待でき

る。 

（重要な種の移植・播種 環境保全措

置の効果） 

非常口（山岳部）、地上部及び変電施

設の位置や形状の観点から、そこに生

育する重要な種の一部は、やむを得ず

消失することとなるため、代償措置と

して、消失する環境の近傍において、

消失する環境に類似した環境（植生、

光及び水分等の条件等）を持つ場所へ

移植を行うことで、重要な種の生育環

境への影響を代償することができる。

なお、重要な種の移植・播種は工事実

施前に対象個体を確定し、生育環境の

詳細な調査（コドラート調査等）を実

施した上で、専門家の技術的助言を踏

まえながら、対象種に係る移植・播種

地や手法等の検討を行う。また、移

植・播種後においても、生育状況の確

認を行うことから、効果が期待でき

る。 

p.9-62 

表 9-4-3(1)生態系に関す

る環境保全措置の検討結

果 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 検討種） 

クマタカ 

 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

注目種等の生息地への影響を回避又

は低減できる。 

 

 

 

（環境保全措置） 

小動物の移動経路の確保 

（小動物の移動経路の確保 検討種）

アカハライモリ、トノサマガエル 

 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 検討種） 

クマタカ、ノスリ、アカハライモリ、

トノサマガエル 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事ヤード内に設置する諸設備を検

討し、設置する設備やその配置を工夫

することなどにより注目種等の生息

地への影響を回避又は低減できる。 

 

（環境保全措置） 

小動物等の移動経路の確保 

（小動物等の移動経路の確保 検討

種） 

両生類等の保全対象種全般 

p.9-63 

表 9-4-3(2)生態系に関す

る環境保全措置の検討結

果 

（環境保全措置） 

工事施工ヤード等の緑化、林縁保護植

栽による自然環境の確保 

（工事施工ヤード等の緑化、林縁保護

植栽による自然環境の確保 環境保

全措置の効果） 

工事の実施に際し使用した工事施工

ヤード等の緑化や林縁の保護植栽を

図ることにより、重要な種の生息環境

の変化に伴う動物への影響を低減で

きる。 

 

 

（環境保全措置） 

工事施工ヤード等の林縁保護植栽等

による動物の生息・生育環境の確保 

（工事施工ヤード等の緑化、林縁保護

植栽による動物の生息環境の確保

環境保全措置の効果） 

改変する区域の一部に工事の実施に

際し、周辺の植生を考慮した上で、使

用した工事施工ヤード等の定期的な

下刈りや、適切に管理しながら林縁保

護植栽等を図り、その効果を確認する

ことにより、林内環境への影響を軽減

し、重要な種の生息環境への影響を低
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－ 

減できる。 

 

以下を追記 

（検討種） 

トンネルからの湧水を放流する河川

を生息環境とする保全対象種全般 

（影響） 

工事に伴う生息環境への影響 

（検討の視点） 

工事に伴う生息環境への影響の低減 

（環境保全措置） 

放流時の放流箇所及び水温の調整 

（環境保全措置の効果） 

トンネルからの湧水量が多く河川・沢

の温度への影響の可能性があるよう

な場合は、河川・沢の流量を考慮して

放流箇所を調整するとともに、難しい

場合は外気に晒して温度を河川と同

程度にしてから放流することで、水生

生物への影響を低減できる。 

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-64 

表 9-4-3(3) 生態系に関す

る環境保全措置の検討結

果 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境保全措置） 

代替巣等の設置 

以下を追記 

（検討種） 

－ 

（影響） 

工事に伴う生息・生育環境への影響 

（検討の視点） 

工事に伴う生息・生育環境への影響の

低減 

（環境保全措置） 

外来種の拡大抑制 

（環境保全措置の効果） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

タイヤ洗浄や工事後の施工ヤードの

速やかな在来種による緑化等に努め

る。また作業員に対し、外来種拡大防

止対策の重要性について教育を行う

ことで、外来種の拡大を抑制できる。

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

 

（環境保全措置） 

代替巣の設置 

p.9-65 

表 9-4-3(4) 生態系に関す

（動物の生息環境の創出 検討種） 

トノサマガエル、アカハライモリ 

（動物の生息環境の創出 検討種） 

ホンシュウカヤネズミ、アカハライモ
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る環境保全措置の検討結

果 

リ、ツチガエル、トノサマガエル等 

p.9-66 

表 9-5-1(1)人と自然との

触れ合い（景観）に関する

環境保全措置の検討結果 

－ 以下を追記 

（検討の視点） 

景観への影響の低減 

（環境保全措置） 

発生集中交通量の削減 

（環境保全措置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、景観等への影響

を低減できる。 

（措置の区分） 

低減 

（事業主体） 

 a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-67 

表 9-5-1(2)人と自然との

触れ合い（景観）に関する

環境保全措置の検討結果 

 

（切土工等又は既存の工作物の除去

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくする 環境保全措置の効果） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とで、景観等への影響を回避又は低減

できる。 

 

 

 

（工事施工ヤード及び工事用道路の

設置 工事に伴う改変区域をできる限

り小さくする 環境保全措置の効果）

改変区域をできる限り小さくするこ

とで、景観等への影響を回避又は低減

できる。 

（切土工等又は既存の工作物の除去 

工事に伴う改変区域をできる限り小

さくする 環境保全措置の効果） 

工事計画において設置する諸設備を

検討し、設置する設備やその配置を工

夫することなどにより改変区域をで

きる限り小さくすることで、景観等へ

の影響を回避又は低減できる。 

 

（工事施工ヤード及び工事用道路の

設置 工事に伴う改変区域をできる限

り小さくする 環境保全措置の効果）

工事計画において工事ヤード内に設

置する諸設備を検討し、設置する設備

やその配置を工夫することなどによ

り改変区域をできる限り小さくする

ことで、景観等への影響を回避又は低

減できる。 

p.9-68 

表 9-5-1(3)人と自然との

触れ合い（景観）に関する

環境保全措置の検討結果 

 

（改変区域をできる限り小さくする

環境保全措置の効果） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とで、景観等への影響を回避又は低減

できる。 

 

 

（改変区域をできる限り小さくする

環境保全措置の効果） 

工事計画において設置する諸設備を

検討し、設置する設備やその配置を工

夫することなどにより改変区域をで

きる限り小さくすることで、景観等へ

の影響を回避又は低減できる。 

p.9-69、70 

表 9-5-2(1)、(2)人と自然

との触れ合い（人と自然と

（資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 環境保全措置の効

果） 

（資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 環境保全措置の効

果） 
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の触れ合いの活動の場）に

関する環境保全措置の検

討結果 

資材及び機械の運搬に用いる車両、運

行ルート及び時間帯の分散化等を考

慮した運行計画とし、車両を集中させ

ないことで、利用性への影響を低減で

きる。 

 

（工事の平準化 環境保全措置の効

果） 

工事の平準化により資材及び機械の

運搬に用いる車両が集中しないこと

で、利用性への影響を低減できる。 

 

 

－ 

資材及び機械の運搬に用いる車両、運

行ルート及び時間帯の分散化等を考

慮した運行計画とし、車両を集中させ

ないことで、利用性及び快適性への影

響を低減できる。 

 

（工事の平準化 環境保全措置の効

果） 

工事の平準化により資材及び機械の

運搬に用いる車両が集中しないこと

で、利用性及び快適性への影響を低減

できる。 

 

以下を追記 

（検討の視点） 

人と自然との触れ合いの場への影響

の低減 

（環境保全措置） 

発生集中交通量の削減 

（環境保全措置の効果） 

大鹿村、南木曽町などのトンネル発生

土については、ストックヤード（仮置

き場）の確保に努め、ストックヤード

が確保できた場合、トンネル掘削土が

多く発生する時には一時的にストッ

クヤードに仮置きを行い、ストックヤ

ードから発生土置き場へ向かう運搬

車両台数を調整する。また、工事施工

ヤードに発生土を再利用するコンク

リートプラントを設けることによる

運搬車両台数の削減について検討し

ていく。これらにより、発生集中交通

量を削減することで、利用性及び快適

性への影響を低減できる。 

（措置の区分） 

低減 

（実施主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-70 

表 9-5-2(2)人と自然との

触れ合い（人と自然との触

れ合いの活動の場）に関す

る環境保全措置の検討結

果 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

改変区域をできる限り小さくするこ

とで、改変及び利用性への影響を回避

又は低減できる。 

（工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 環境保全措置の効果） 

工事計画において設置する諸設備を

検討し、設置する設備やその配置を工

夫することなどにより改変区域をで

きる限り小さくすることで、改変及び

利用性への影響を回避又は低減でき

る。 

p.9-71 

表 9-5-2(3)人と自然との

触れ合い（人と自然との触

れ合いの活動の場）に関す

る環境保全措置の検討結

果 

（鉄道施設の形式等の工夫による周

辺景観への調和の配慮 環境保全措置

の効果） 

鉄道施設の形式等の工夫による周辺

景観への調和の配慮で、快適性への影

響を低減することができる。 

（鉄道施設の形式等の工夫による周

辺景観への調和の配慮 環境保全措置

の効果） 

鉄道施設の形式、配置の工夫による周

辺景観への調和の配慮で、快適性への

影響を低減することができる。 

p.9-72 

表 9-6-1(1) 環境への負荷

－ 以下を追記 

（検討の視点） 
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（建設工事による副産物）

に関する環境保全措置の

検討結果 

p.9-73 

表 9-6-1(2) 環境への負荷

（建設工事による副産物）

に関する環境保全措置の

検討結果 

 

土壌汚染の回避 

（環境保全措置） 

発生土を有効利用する事業者への情

報提供 

（環境保全措置の効果） 

発生土を他事業において有効利用す

るにあたっては、当該事業者が発生土

の管理方法について判断できるよう

に、発生土の自然由来重金属の含有状

況等に係る情報提供を徹底すること

で、二次的な土壌汚染を回避できる。

また、動植物の重要な生息地・生育地

や自然度の高い区域等の改変を防止

するための措置についても情報提供

を行うことで、動植物への影響を回避

又は低減できる。 

（措置の区分） 

回避 

（事業主体） 

 a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

p.9-75 

表 9-6-3(1)環境への負荷

（温室効果ガス）に関する

環境保全措置の検討結果 

（環境保全措置） 

低炭素型建設機械の選定 

（環境保全措置） 

低炭素型建設機械の採用 

p.9-76 

表 9-6-3(2)環境への負荷

（温室効果ガス）に関する

環境保全措置の検討結果 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

以下を追記 

（影響要因） 

工事の実施 

（検討の視点） 

発生量の低減 

（環境保全措置） 

工事従事者への講習・指導 

（環境保全措置の効果） 

建設機械の高負荷運転の抑制、建設機

械並びに資材及び機械の運搬に用い

る車両の点検・整備について、工事従

事者への講習・指導を実施することに

より、温室効果ガスの排出量の低減が

見込まれる。 

（措置の区分） 

低減 

（事業主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

 

以下を追記 

（影響要因） 

工事の実施 

（検討の視点） 

発生量の低減 

（環境保全措置） 

副産物の分別・再資源化 
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－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

（環境保全措置の効果） 

場内で細かく分別し、再資源化に努め

ることで、取り扱う副産物（廃棄物含

む）の量を低減でき、温室効果ガスの

排出量を低減できる。 

（措置の区分） 

低減 

（事業主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

 

以下を追記 

（影響要因） 

土地又は工作物の存在及び供用 

（検討の視点） 

発生量の低減 

（環境保全措置） 

廃棄物の分別・再資源化 

（環境保全措置の効果） 

分別回収施設の設置や利用者への周

知を行い、分別・再資源化の徹底を図

ることで、取り扱う廃棄物の量を低減

でき、温室効果ガスの排出量を低減で

きる。 

（措置の区分） 

低減 

（事業主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 

なし 

 

以下を追記 

（検討の視点） 

発生量の低減 

（環境保全措置） 

廃棄物の処理・処分の円滑化 

（環境保全措置の効果） 

廃棄物保管場所について、利用者の利

便性や収集作業の効率性を考慮した

配置とするとともに、仕切りの設置、

色彩または形状の工夫等で区別しや

すいようにすることにより、廃棄物の

処理、処分の円滑化を図ることで、分

別、再資源化及び適正処理を徹底する

ことができ、取り扱う廃棄物の量を低

減できることから、温室効果ガスの排

出量を低減できる。 

（措置の区分） 

低減 

（事業主体） 

a 

（効果の不確実性） 

なし 

（他の環境要素への影響） 
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なし 

p.9-94～95 

表 9-7-12(1)(2)環境への

負荷（発生土置き場）に関

する環境保全措置の検討

結果【温室効果ガス】 

－ 追記 

p.10-1 

10-1-2 事後調査の項目及

び手法 

事後調査の項目及び手法を、表

10-1-1 に示す。 

 

事後調査の項目及び手法を、表

10-1-1 に示す。 

なお、調査地点等の詳細について

は、事業の詳細な計画の進捗にあわせ

て順次決定していく。 

p.10-3 

表 10-1-1(1)事後調査の概

要 

（水環境、井戸の水位、湧水の流量、

調査内容、調査範囲及び地点） 

・準備書における文献調査及び現地調

査で把握した井戸 

・予測検討範囲内で、工事着手前の井

戸の利用状況等の調査を踏まえ、井戸

の分布状況、標高、地形や地質、トン

ネルとの位置関係等を考慮の上、一定

の集落の単位で調査地点を検討する。

・地域の意見を踏まえ、必要に応じて

予測検討範囲の周囲についても調査

地点を検討する。 

 

 

 

（水環境、地表水の流量、調査内容、

調査範囲及び地点） 

・トンネルの工事に伴い影響が生じる

可能性があると想定した河川、沢を対

象にその流域の下流地点等 

 

 

 

（水環境、地表水の流量、調査内容、

項目） 

地表水の流量 

（水環境、地表水の流量、調査内容、

手法） 

「地下水調査及び観測指針（案）」 

（平成 5 年 建設省河川局）に準拠 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（水環境、井戸の水位、湧水の流量、

調査内容、調査範囲及び地点） 

・準備書における文献調査及び現地調

査で把握した井戸 

・非常口（山岳部）を含む予測検討範

囲内で、工事着手前の井戸の利用状況

等の調査を踏まえ、井戸の分布状況、

標高、地形や地質、トンネルとの位置

関係等を考慮の上、一定の集落の単位

で調査地点を検討する。 

・断層や破砕帯の性状や連続性、及び

地域の意見を踏まえ、必要に応じて予

測検討範囲の周囲についても調査地

点を検討する。 

 

（水環境、地表水の流量、調査内容、

調査範囲及び地点） 

・断層や破砕帯の性状や連続性も考慮

のうえで、非常口（山岳部）を含むト

ンネルの工事に伴い影響が生じる可

能性があると想定した河川、沢を対象

にその流域の下流地点等 

 

（水環境、地表水の流量、調査内容、

項目） 

地表水の流量※ 

（水環境、地表水の流量、調査内容、

手法） 

「地下水調査及び観測指針（案）」 

（平成 5 年 建設省河川局）に準拠 

※なお、河川における調査について

は、定常的なものと考えられる流水等

が新たに確認された場合はその流量

等の把握を行ったうえで、水系ごと

に、流量の少ない源流部や支流部を含

めて複数の地点を定める。 

 

以下を追記 

（環境要素の区分） 

地盤沈下 地表面の沈下 

（影響要因の区分） 

（工事の実施） 

・トンネルの工事（山岳部） 

（事後調査時期及び頻度） 

工事着手前：工事着手前に１回 

工事中：トンネルの切羽が測定地点か

ら一定の範囲内にある期間にある期
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－ 

間は月 1 回程度の計測を継続、及び掘

削工事完了後、覆工コンクリートの施

工が完了するまでの期間中に１回 

（事後調査を行うこととした理由） 

採用した予測手法は、その予測精度に

係る知見が十分に蓄積されていると

判断でき、予測の不確実性の程度が小

さい。また、採用した環境保全措置に

ついても効果に係る知見が十分に蓄

積されている。しかしながら、トンネ

ル（山岳部）の土被りの小さな区間に

おいては、地表面の沈下量の予測に不

確実性があることから、事後調査を実

施する。 

（調査内容、項目） 

地表面の沈下量 

（調査内容、調査範囲及び地点） 

土被りが小さく、地質的に未固結であ

るトンネル区間（山岳部）のうち、地

上に住宅等が存在する区間から選定 

（調査内容、手法） 

変位計測の実施 

 

脚注に以下を追記 

※地表水の流量の測定にあたっては、

専門家等の助言を踏まえて計測地点

や計測頻度に係る計画を策定のうえ

で、実施する。 

p.10-5 

表 10-1-1(2)事後調査の概

要 

－ 以下を追記 

（環境要素の区分） 

動物 重要な種及び注目すべき生息地

（事後調査時期及び頻度） 

工事中及び工事完了後※ 

（調査内容、項目） 

照明の漏れ出し範囲における昆虫類

等の生息状況の確認 

（調査内容、手法） 

任意観察等による生息状況の確認 

※専門家の助言を踏まえながら実施

する。 

p.10-5 

表 10-1-1(2)事後調査の概

要 

P10-7 

表 10-1-1(3)具体的な位

置・規模等の計画を明らか

にすることが困難な付帯

施設（発生土置き場）に関

する事後調査の概要 

－ （事後調査時期及び頻度） 

表中に※を追記 

脚注に以下を追記 

※期間や実施頻度は種によって異な

るため、専門家等にも相談しながら、

決定する。 

p.10-9 

10-2 具体的な位置・規模等

の計画を明らかにするこ

とが困難な付帯施設に関

する環境保全措置の内容

をより詳細なものにする

ための調査 

発生土については、本事業内での再

利用を図る他、関係自治体の協力を得

て他の公共事業や民間事業の事業主

体と調整を行い、これらの事業での有

効利用を進めていくことを考えてい

る。その際当社（東海旅客鉄道株式会

社）は、事業主体の計画に基づき、事

業主体が実施する環境保全のための

調査及び影響検討に協力していく。 

発生土については、本事業内での再

利用を図る他、関係自治体の協力を得

て他の公共事業や民間事業の事業主

体と調整を行い、これらの事業での有

効利用を進めていくことを考えてい

る。その際当社（東海旅客鉄道株式会

社）は、事業主体の計画に基づき、事

業主体が実施する環境保全のための

調査及び影響検討に協力していく。 
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その上で、本評価書において具体的

な位置・規模等の計画を明らかにする

ことが困難かつ環境への影響が大き

い付帯施設である発生土置き場を新

たに当社が今後計画する場合には、場

所の選定、関係者との調整を行った後

に、以下の通り環境保全措置の内容を

詳細なものにするための調査及び影

響検討を、事後調査として実施する。

 

その上で、本評価書において具体的

な位置・規模等の計画を明らかにする

ことが困難かつ環境への影響が大き

い付帯施設である発生土置き場を新

たに当社が今後計画する場合には、場

所の選定、関係者との調整を行った後

に、以下の通り環境保全措置の内容を

詳細なものにするための調査及び影

響検討を、事後調査として実施する。

なお、場所の選定にあたっては、生

物多様性の保全上重要な自然環境・地

域を出来る限り避けるとともに、本章

に示す調査及び影響検討を実施し、第

9 章に示す環境保全措置を詳細なもの

にしていく所存である。 

p.10-23 

10-2-5 結果の公表の方法 

 各調査結果、影響検討の結果、環境

保全措置の計画及び実施する場合の

事後調査の計画については、関係自治

体と調整のうえで、関係自治体及び地

域にお住まいの住民の方への公表を

行う。 

発生土置き場の位置や規模、調査結

果、影響検討の結果、環境保全措置の

計画及び実施する場合の事後調査の

計画については、関係自治体と調整の

うえで、関係自治体及び地域にお住ま

いの住民の方への公表を行う。 

p.11-3 

表 11-1(1)対象事業に係る

環境影響の総合的な評価 

（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 建

設機械の稼働 環境保全措置） 

①排出ガス対策型建設機械の稼働 

②工事規模に合わせた建設機械の設

定 

③建設機械の使用時における配慮 

④建設機械の点検及び整備による性

能維持 

⑤工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

⑥揮発性有機化合物（以下、「VOC」

という。）の排出抑制 

 

 

 

（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 資

材及び機械の運搬に用いる車両の運

行 環境保全措置） 

①資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持 

②資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

③環境負荷低減を意識した運転の徹

底 

④VOC の排出抑制 

⑤工事の平準化 

⑥発生集中交通量の削減 

（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 建

設機械の稼働 環境保全措置） 

①排出ガス対策型建設機械の稼働 

②工事規模に合わせた建設機械の設

定 

③建設機械の使用時における配慮 

④建設機械の点検及び整備による性

能維持 

⑤工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

⑥揮発性有機化合物（以下、「VOC」

という。）の排出抑制 

⑦工事の平準化 

⑧工事従事者への講習・指導 

 

（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 資

材及び機械の運搬に用いる車両の運

行 環境保全措置） 

①資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持 

②資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

③環境負荷低減を意識した運転の徹

底 

④VOC の排出抑制 

⑤工事の平準化 

⑥発生集中交通量の削減 

⑦工事従事者への講習・指導 

p.11-5 

表 11-1(2)対象事業に係る

環境影響の総合的な評価 

（騒音 建設機械の稼働 環境保全措

置） 

①低騒音型建設機械の採用 

②仮囲い・防音シート等の設置による

遮音対策 

③工事規模に合わせた建設機械の設

定 

④建設機械の使用時における配慮 

⑤建設機械の点検及び整備による性

（騒音 建設機械の稼働 環境保全措

置） 

①低騒音型建設機械の採用 

②仮囲い・防音シート等の設置による

遮音対策 

③工事規模に合わせた建設機械の設

定 

④建設機械の使用時における配慮 

⑤建設機械の点検及び整備による性
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能維持 

⑥改変区域をできる限り小さくする 

⑦工事の平準化 

 

 

（騒音 資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行 環境保全措置） 

①資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持 

②資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

③環境負荷低減を意識した運転の徹

底 

④工事の平準化 

⑤発生集中交通量の削減 

 

能維持 

⑥改変区域をできる限り小さくする 

⑦工事の平準化 

⑧工事従事者への講習・指導 

 

（騒音 資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行 環境保全措置） 

①資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持 

②資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

③環境負荷低減を意識した運転の徹

底 

④工事の平準化 

⑤発生集中交通量の削減 

⑥工事従事者への講習・指導 

p.11-7 

表 11-1(3)対象事業に係る

環境影響の総合的な評価 

（振動 建設機械の稼働 環境保全措

置） 

①低振動型建設機械の採用 

②工事規模に合わせた建設機械の設

定 

③建設機械の使用時における配慮 

④建設機械の点検及び整備による性

能維持 

⑤改変区域をできる限り小さくする 

⑥工事の平準化 

 

 

（振動 資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行 環境保全措置） 

①資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持 

②資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

③環境負荷低減を意識した運転の徹

底 

④工事の平準化 

⑤発生集中交通量の削減 

 

（振動 建設機械の稼働 環境保全措

置） 

①低振動型建設機械の採用 

②工事規模に合わせた建設機械の設

定 

③建設機械の使用時における配慮 

④建設機械の点検及び整備による性

能維持 

⑤改変区域をできる限り小さくする 

⑥工事の平準化 

⑦工事従事者への講習・指導 

 

（振動 資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行 環境保全措置） 

①資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検及び整備による性能維持 

②資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

③環境負荷低減を意識した運転の徹

底 

④工事の平準化 

⑤発生集中交通量の削減 

⑥工事従事者への講習・指導 

p.11-11 

表 11-1(5)対象事業に係る

環境影響の総合的な評価 

（水質 水の濁り トンネルの工事 環

境保全措置） 

①工事排水の適切な処理 

②工事排水の監視 

③処理装置の点検・整備による性能維

持 

（水質 水の濁り トンネルの工事 環

境保全措置） 

①工事排水の適切な処理 

②工事排水の監視 

③処理装置の点検・整備による性能維

持 

④放流時の放流箇所及び水温の調整 

p.11-13 

表 11-1(6)対象事業に係る

環境影響の総合的な評価 

（水質 水の汚れ トンネルの工事 環

境保全措置） 

①工事排水の適切な処理 

②工事排水の監視 

③処理装置の点検・整備による性能維

持 

（水質 水の汚れ トンネルの工事 環

境保全措置） 

①工事排水の適切な処理 

②工事排水の監視 

③処理装置の点検・整備による性能維

持 

④放流時の放流箇所及び水温の調整 

p.11-21 

表 11-1(10)対象事業に係

る環境影響の総合的な評

価 

（水資源 トンネルの工事、鉄道施設

（トンネル）の存在 環境保全措置）

①工事排水の適切な処理 

②工事排水の監視 

③処理装置の点検・整備による性能維

（水資源 トンネルの工事、鉄道施設

（トンネル）の存在 環境保全措置）

①工事排水の適切な処理 

②工事排水の監視 

③処理装置の点検・整備による性能維
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持 

④適切な構造及び工法の採用 

⑤薬液注入工法における指針の順守 

⑥地下水等の監視 

⑦応急措置の体制整備 

⑧代替水源の確保 

持 

④放流時の放流箇所及び水温の調整 

⑤適切な構造及び工法の採用 

⑥薬液注入工法における指針の順守 

⑦地下水等の監視 

⑧応急措置の体制整備 

⑨代替水源の確保 

p.11-25 

表 11-1(12)対象事業に係

る環境影響の総合的な評

価 

（地盤沈下 予測結果） 

予測地域は、概ね岩盤で、地山が安定

しているため、地盤沈下の生じるおそ

れはないと予測する。 

また、土被りが小さい区間等で地山が

緩むおそれのある箇所では、地質の状

況に応じて適切な補助工法を採用し、

地山の安定を確保するため、地盤沈下

はないと予測する。 

 

（地盤沈下 評価結果） 

土被りが小さい区間等で地山が緩む

おそれのある箇所では、地質の状況に

応じて環境保全措置を確実に実施す

ることから、事業者により実行可能な

範囲内で、環境影響の回避又は低減が

図られているものと判断した。 

 

 

 

（地盤沈下事後調査計画） 

計画しない。 

 

（土壌汚染 環境保全措置） 

①有害物質の有無の確認と汚染土壌

の適切な処理 

②薬液注入工法における指針の順守 

③発生土を有効利用する事業者への

土壌汚染に関する情報提供の徹底 

（地盤沈下 予測結果） 

予測地域は、概ね岩盤で、地山が安定

しているため、地盤沈下の生じるおそ

れはないと予測する。 

また、土被りが小さい区間等で地山が

緩むおそれのある箇所では、地質の状

況に応じて適切な補助工法を採用し、

地山の安定を確保するため、地盤沈下

は小さいと予測する。 

 

（地盤沈下 評価結果） 

土被りが小さい区間等で地山が緩む

おそれのある箇所では、地質の状況に

応じて環境保全措置を確実に実施す

ることから、事業者により実行可能な

範囲内で、環境影響の回避又は低減が

図られているものと判断した。 

なお、予測に不確実性があるため、事

後調査を実施する。 

 

（地盤沈下事後調査計画） 

①地表面の変位計測 

 

（土壌汚染 環境保全措置） 

①有害物質の有無の確認と汚染土壌

の適切な処理 

②薬液注入工法における指針の順守 

③発生土を有効利用する事業者への

情報提供 

④仮置場における掘削土砂の適切な

管理 

⑤工事排水の適切な処理 

p.11-31 

表 11-1(15)対象事業に係

る環境影響の総合的な評

価 

（動物 調査結果） 

【文献調査及び現地調査】 

哺乳類 5 目 8 科 16 種 

（動物 調査結果） 

【文献調査及び現地調査】 

哺乳類 5 目 9 科 15 種 

p.11-31 

表 11-1(15)対象事業に係

る環境影響の総合的な評

価 

（動物 環境保全措置） 

①工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

②資材運搬等の適切化 

③防音シート、低騒音・低振動型の建

設機械の採用 

④工事従事者への講習・指導 

⑤コンディショニングの実施 

⑥代替巣の設置 

⑦代替生息地の確保（食草となる植物

の移植） 

⑧照明の工夫 

 

（事後調査計画） 

①工事前、工事中の生息状況及び繁殖

（動物 環境保全措置） 

①工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

②資材運搬等の適切化 

③防音シート、低騒音・低振動型の建

設機械の採用 

④工事従事者への講習・指導 

⑤コンディショニングの実施 

⑥照明の工夫 

⑦放流時の放流箇所及び水温の調整 

⑧代替巣の設置 

⑨代替生息地の確保（食草となる植物

の移植） 

（事後調査計画） 

①オオタカ、ノスリ、クマタカの生息
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の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

状況の確認 

②工事完了後の繁殖状況の確認 

③工事前、工事中、工事完了後の目視

観察等による生息状況の確認 

状況調査 

②ミヤマシジミの生息状況調査 

③照明の漏れ出し範囲における昆虫

類等の生息状況調査 

p.11-33 

表 11-1(16)対象事業に係

る環境影響の総合的な評

価 

（植物 環境保全措置） 

①工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

②林縁保護植栽等による重要な種の

生育環境の確保 

③重要な種の移植・播種 

④工事従事者への講習・指導 

⑤外来種の拡大抑制 

 

 

（生態系 予測結果） 

大鹿：工事の実施及び鉄道施設の存在

により、地域を特徴づける山地の生態

系の一部の種に影響が生じる可能性

がある。 

飯田・天竜川：工事の実施及び鉄道施

設の存在により、地域を特徴づける里

地・里山、耕作地・市街地の生態系の

一部の種に影響が生じる可能性があ

る。 

阿智・南木曽：地域を特徴づける山地、

里地・里山の生態系は保全されると予

測する。 

（生態系 環境保全措置） 

①工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

②小動物の移動経路の確保 

③資材運搬等の適切化 

④代替巣の設置 

⑤動物の生息環境の創出 

⑥防音シート、防音扉、低騒音・低振

動型の建設機械の採用 

⑦コンディショニングの実施 

⑧工事従事者への講習・指導 

⑨工事施工ヤード等の緑化、林縁保護

植栽による自然環境の確保 

 

 

 

（景観 資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行 環境保全措置） 

①資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

②工事の平準化 

（植物 環境保全措置） 

①工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

②林縁保護植栽等による重要な種の

生育環境の確保 

③工事従事者への講習・指導 

④放流時の放流箇所及び水温の調整 

⑤外来種の拡大抑制 

⑥重要な種の移植・播種 

 

（生態系 予測結果） 

大鹿：工事の実施により、地域を特徴

づける山地の生態系の一部の種に影

響が生じる可能性がある。 

飯田・天竜川：工事の実施により、地

域を特徴づける里地・里山、耕作地・

市街地の生態系の一部の種に影響が

生じる可能性がある。 

阿智・南木曽：地域を特徴づける山地、

里地・里山の生態系は保全されると予

測する。 

 

 

（生態系 環境保全措置） 

①工事に伴う改変区域をできる限り

小さくする 

②小動物等の移動経路の確保 

③資材運搬等の適切化 

④防音シート、低騒音・低振動型の建

設機械の採用 

⑤コンディショニングの実施 

⑥工事従事者への講習・指導 

⑦工事施工ヤード等の林縁保護植栽

等による動物の生息環境の確保 

⑧放流時の放流箇所及び水温の調整 

⑨外来種の拡大抑制 

⑩代替巣の設置 

⑪動物の生息環境の創出 

 

（景観 資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行 環境保全措置） 

①資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

②工事の平準化 

③発生集中交通量の削減 

p.11-35 

表 11-1(17)対象事業に係

る環境影響の総合的な評

価 

（人と自然との触れ合いの活動の場 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行 環境保全措置） 

①資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

②工事の平準化 

（人と自然との触れ合いの活動の場 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行 環境保全措置） 

①資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行計画の配慮 

②工事の平準化 

③発生集中交通量の削減 

p.11-37 

表 11-1(18)対象事業に係

（廃棄物等 切土工等又は既存の工作

物の除去 環境保全措置） 

（廃棄物等 切土工等又は既存の工作

物の除去 環境保全措置） 
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の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

る環境影響の総合的な評

価 

①建設発生土の再利用 

②副産物の分別・再資源化 

 

 

 

（環境への負荷 廃棄物等 トンネル

の工事 環境保全措置） 

①建設発生土の再利用 

②建設汚泥の脱水処理 

③副産物の分別・再資源化 

①建設発生土の再利用 

②副産物の分別・再資源化 

③発生土を有効利用する事業者への

情報提供 

 

（環境への負荷 廃棄物等 トンネル

の工事 環境保全措置） 

①建設発生土の再利用 

②建設汚泥の脱水処理 

③副産物の分別・再資源化 

④発生土を有効利用する事業者への

情報提供 

p.11-39 

表 11-1(19)対象事業に係

る環境影響の総合的な評

価 

（温室効果ガス 影響要因の区分） 

建設機械の稼働 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行 

 

 

（温室効果ガス 建設機械の稼働、資

材及び機械の運搬に用いる車両の運

行 予測結果） 

建設機械の稼動、資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行に伴い発生する

温室効果ガスの排出量は約 38千 tCO2/

年であり、本事業における温室効果ガ

ス年平均排出量は、長野県における 1

年間あたりの温室効果ガス 14,884 千

tCO2/年と比較すると 0.25％程度にな

ると予測する。 

 

（温室効果ガス 建設機械の稼働、資

材及び機械の運搬に用いる車両の運

行 環境保全措置） 

①低炭素型建設機械の選定 

②高負荷運転の抑制 

③工事規模に合わせた建設機械の設

定 

④建設機械の点検・整備による性能維

持 

⑤資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検・整備による性能維持 

⑥低燃費車種の選定、積載の効率化、

運搬計画の合理化による運搬距離

の 適化 

 

 

 

 

（温室効果ガス 鉄道施設の供用（駅） 

予測結果） 

鉄道施設（駅）の供用に伴い発生する

温室効果ガスの排出量は約19千 tCO2/

年であり、本事業における温室効果ガ

ス年平均排出量は、長野県における 1

年間あたりの温室効果ガス 14,884 千

tCO2/年と比較すると 0.12％になると

予測する。 

 

（温室効果ガス 鉄道施設（駅）の供

（温室効果ガス 影響要因の区分） 

建設機械の稼働 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行 

建設資材の使用及び廃棄物の発生 

 

（温室効果ガス 建設機械の稼働、資

材及び機械の運搬に用いる車両の運

行 予測結果） 

建設機械の稼動、資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行、建設資材の使用

及び廃棄物の発生に伴い発生する温

室効果ガスの排出量は約87千 tCO2/年

になると予測する。 

 

 

 

 

（温室効果ガス 建設機械の稼働、資

材及び機械の運搬に用いる車両の運

行 建設資材の使用及び廃棄物の発生 

環境保全措置） 

①低炭素型建設機械の採用 

②高負荷運転の抑制 

③工事規模に合わせた建設機械の設

定 

④建設機械の点検・整備による性能維

持 

⑤資材及び機械の運搬に用いる車両

の点検・整備による性能維持 

⑥低燃費車種の選定、積載の効率化、

運搬計画の合理化による運搬距離

の 適化 

⑦工事従事者への講習・指導 

⑧副産物の分別・再資源化 

 

（温室効果ガス 鉄道施設の供用（駅） 

予測結果） 

鉄道施設（駅）の供用に伴い発生する

温室効果ガスの排出量は約19千 tCO2/

年になると予測する。 

 

 

 

 

 

（温室効果ガス 鉄道施設（駅）の供
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の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

用） 

①省エネルギー型製品の導入 

②温室効果ガスの排出抑制に留意し

た施設の整備及び管理 

③設備機器の点検・整備による性能維

持 

 

 

用） 

①省エネルギー型製品の導入 

②温室効果ガスの排出抑制に留意し

た施設の整備及び管理 

③設備機器の点検・整備による性能維

持 

④廃棄物の分別・再資源化 

⑤廃棄物の処理・処分の円滑化 
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表 14-1(2) 補正前の環境影響評価書からの主な相違点 

補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

事 7-1 

 

7 南アルプスエコパークについて 

 

7 南アルプスユネスコエコパークに

ついて 

事 7-1 

7 南アルプスユネスコエ

コパークについて 

南アルプス地区は昭和 39 年 6 月に

国立公園に指定されており、平成 25

年 9月にはエコパークとしてユネスコ

に推薦されるなど自然環境上重要な

地域である。 

南アルプスエコパークのうち「厳格

に保護され、長期的に保全される地域

である『核心地域』」については国立

公園区域内に計画されている。また

「教育、研修、エコツーリズム等の利

用がなされる『緩衝地域』」について

は主に国立公園区域の周辺、｢居住や

経済活動が可能な『移行地域』｣は｢緩

衝地域｣の周辺に計画されている。 

長野県内の対象事業実施区域につ

いては、トンネルで｢核心地域｣及び

｢緩衝地域｣を通過する。また、「移行

地域」はトンネルの他、一部を明かり

で通過するとともに、非常口及び変電

施設を設置する。エコパーク計画にお

ける地域分けは図 7-1 及び図 7-2 に示

すとおりである。 

エコパークの審査基準を表 7-1に示

す。移行地域の審査基準として「核心

地域及び緩衝地域の周囲又は隣接す

る地域であること」「緩衝地域を支援

する機能を有すること」「自然環境の

保全と調和した持続可能な発展のた

めのモデルとなる取組を推進してい

ること」の 3 点が示されている。 
工事の実施段階には大鹿村と情報

交換に努め、できるかぎり本事業とエ

コパーク計画との整合を図る予定で

あり、「緩衝地域を支援する機能」や

「自然環境の保全と調和した持続可

能な発展のためのモデルとなる取組

の推進」を阻害しないように計画でき

るものと考えている。 
 

南アルプス地区は昭和 39 年 6 月に

国立公園に指定されており、平成 26

年 6 月にはユネスコエコパーク（生物

圏保存地域）としてユネスコに登録さ

れるなど自然環境上重要な地域であ

る。 

南アルプスユネスコエコパークの

うち「厳格に保護され、長期的に保全

される地域である『核心地域』」につ

いては国立公園区域内に計画されて

いる。また「教育、研修、エコツーリ

ズム等の利用がなされる『緩衝地域』」

については主に国立公園区域の周辺、

｢居住や持続可能な資源管理活動が促

進・展開される『移行地域』｣は｢緩衝

地域｣の周辺に計画されている。 

長野県内の対象事業実施区域につ

いては、トンネルで｢核心地域｣及び

｢緩衝地域｣を通過する。また、「移行

地域」はトンネルの他、一部を明かり

で通過するとともに、非常口及び変電

施設を設置する。ユネスコエコパーク

計画における地域分けは図 7-1及び図

7-2 に示すとおりである。 

ユネスコエコパークの審査基準を

表 7-1 に示す。移行地域の審査基準と

して「核心地域及び緩衝地域の周囲又

は隣接する地域であること」「緩衝地

域を支援する機能を有すること」「自

然環境の保全と調和した持続可能な

発展のためのモデルとなる取組を推

進していること」の 3 点が示されてい

る。 
工事の実施段階には大鹿村と情報

交換に努め、できるかぎり本事業とユ

ネスコエコパーク計画との整合を図

る予定であり、「緩衝地域を支援する

機能」や「自然環境の保全と調和した

持続可能な発展のためのモデルとな

る取組の推進」を阻害しないように計

画できるものと考えている。 
なお、発生土置き場（仮置き場を含

む）については、今後長野県を窓口に

具体的な位置等を調整し確定してい

くが、極力、移行地域への設置は回避

するとともに、万が一、移行地域内で

の設置が必要な場合は、「自然環境の

保全と調和した持続可能な発展モデ

ルとなる取組の推進」に支障が生じな

いよう関係機関と十分調整の上、計画

を策定していく。 
また、対象事業実施区域及びその周

囲の一部が環境省の国立公園・国定公

園の新規の指定や大幅な拡張の対象

となり得る候補地に含まれているこ



14-106 

補正後の環境影響評価書 

の該当箇所 
補正前の環境影響評価書 補正後の環境影響評価書 

とは承知しており、関係機関と調整を

図りながら、貴重な自然環境が損なわ

れることがないよう配慮して、今後の

工事計画の具体化を進めていく。 

事 7-2 図 7-1 南アルプスエコパークのゾー

ニング 

図 7-1 南アルプスユネスコエコパー

クのゾーニング 

事 7-3 図 7-2 南アルプスエコパークのゾー

ニングほか（長野県部分） 

図 7-2 南アルプスユネスコエコパー

クのゾーニングほか（長野県部分） 

事 8-1 － 「【事業特性】8 これまでに実施した

地質調査の概要」を追記 

事 9-1 － 「【事業特性】9 大鹿村内における地

質調査の概要について」を追記 

事 10-1 － 「【事業特性】10 ストックヤードによ

る発生土運搬に関わる工事車両台数

の調整について」を追記 

事 11-1 － 「【事業特性】11 工事着手までの流れ

と関係地域住民への説明について」を

追記 

環 1-4-40 

図 1-4-2(16)建設機械の稼

働に係る大気質の距離減

衰の状況  

（予測地点 16 降下ばいじん（冬））

 

（予測地点 16 降下ばいじん（冬））

 
 

環 1-5-1 

1-5 使用する気象データの

期間代表性及び地域代表

性による誤差の程度につ

いて 

－ 大気質の予測にあたっては、年平均

濃度を予測するため、予測地点および

測定状況を踏まえ、下記の通り設定し

た。 

①予測対象地域において通年の現

地調査を実施している場合は、現

地調査で得られたデータを気象

条件として用いた。 

②現地調査が 4季連続 1週間測定の

予測地点については、周辺に一般

環境大気測定局があり、現地調査

結果との相関係数が0.7以上の場

合は、一般環境大気測定局の通年

データを現地測定結果で補正し、

気象条件として用いた。 

③現地調査が 4季連続 1週間測定の

予測地点のうち、周辺に一般環境

大気測定局がない場合及び周辺

にあっても相関係数が 0.7 を下

回る場合は、現地調査で得られた

4 季連続 1 週間のデータを用い

た。 

このうち、②および③については、

①の場合に比べて誤差のレベルが問

題とならないかの検証を行った。ま

ず、②の場合について、現地調査の 4

季連続1週間のデータによる予測結果

と、一般環境測定局の通年データ（風

向・風速）のうち同じ期間分のデータ、

すなわち 4季 1週間のデータを抜き出

して補正係数（一般環境測定局の風速
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が現地調査の風速の何倍になるかを

計算してもとめたもの）を乗じ、その

データによる予測結果との誤差を比

較することで、補正した一般環境測定

局のデータが現地の地域の気象を代

表するものとして用いることができ

るかを地域代表性と定義して、検討を

行った。 

次に、③の場合について、4 季 1 週

間のデータが通年のデータを代表で

きるかを期間代表性と定義して検討

を行った。具体的には、通年データの

ある現地調査箇所又は一般環境大気

測定局において、通年データによる予

測結果と、4 季 1 週間分のデータのみ

を抜き出しそれによる予測結果との

誤差を比較し検証を行った。以下にそ

れらの内容を示す。 

環 2-11-1 

2-11 地下の走行に伴う騒

音について 

非常口（山岳部）においては、トン

ネルから地上への換気経路となる部

分に、必要に応じて開閉設備、多孔板

を設置することに加え、本線トンネル

と非常口を接続するトンネルの壁面

凹凸の減衰効果等により、非常口（山

岳部）の外においては、列車がトンネ

ルを走行する際の騒音の影響は小さ

いと考える。 

非常口（山岳部）においては、トン

ネルから地上への換気経路となる部

分に、必要に応じて開閉設備、多孔板

を設置することに加え、本線トンネル

と非常口を接続するトンネルの壁面

凹凸の減衰効果等により、非常口（山

岳部）の外においては、列車がトンネ

ルを走行する際の騒音の影響は小さ

いと考える。 

以上より、地下における列車の走行

騒音については評価項目に選定しな

い。 

環 3-2-1 

3-2 環境振動現地調査結

果 

環境振動の現地調査結果を表 3-2-1

に示す。 

環境振動の現地調査結果を表 3-2-1

に示す。なお地盤の状況については、

「道路環境影響評価の技術手法」に基

づく予測に必要となる、地盤種別につ

いて調査を行った。 

環 3-3-1 

3-3 道路交通振動現地調

査結果 

道路交通振動の現地調査結果を表

3-3-1 に示す。なお、調査地点の断面

図は騒音と同様である。 

道路交通振動の現地調査結果を表

3-3-1 に示す。なお、調査地点の断面

図は騒音と同様である。地盤の状況に

ついては、「道路環境影響評価の技術

手法」に基づく予測に必要となる、地

盤種別及び地盤卓越振動数について

調査を行った。 

環 3-11-1～16 

 

－ 「【環境影響評価の結果の概要並びに

予測及び評価の結果】3-11 地盤等の

条件の違いによる影響について」を追

記 

環 4-3-1 

4-3-1 緩衝工 

山梨リニア実験線では数値解析や

走行試験等によって開発を推進し緩

衝工の効果を検証しており、中央新幹

線では図4-3-2に示す円形の形状の緩

衝工を設置することを計画している。

山梨リニア実験線では数値解析や

走行試験等によって開発を推進し緩

衝工の効果を検証しており、中央新幹

線では図4-3-2に示す円形の形状の緩

衝工を設置することを計画している。

山梨リニア実験線においても、緩衝工

を設置することで微気圧波を低減で

きることを確認している。また、試験

的に入口緩衝工の延長を約 3倍にした

場合、微気圧波が約 5 割低減できるこ

とを確認していることからも、緩衝工

を延長することで微気圧波を低減で
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きると考える。 

環 5-1-1 

5-1 列車走行に伴う低周波

音について 

後者については、これまで一般的な

地上走行区間での苦情は発生してい

ない。低周波音の評価については、列

車の様な移動する音源に対しての定

量的な指標がないこと、また、圧力変

動の継続時間が短いものであること

から、微気圧波の基準値である Pa 表

示の圧力レベルで比較した。山梨リニ

ア実験線における防音防災フード設

置区間での圧力変動の測定値は、図

5-1-1 に示すとおり 50m 離れで 1Pa 以

下、防音壁設置区間での測定値は 50m

離れで約 12Pa 程度である。これは、

建物のガタつきに関する目安値であ

る「トンネル坑口緩衝工の設置基準

（案）」（山岳トンネル設計施工標準・

同解説、鉄道建設・運輸施設整備支援

機構、平成 20 年 4 月）の、「民家近

傍で微気圧波のピーク値が 20Pa以上」

を下回っており、沿線への影響は小さ

く低周波音に関する苦情は発生して

いない。 

 

後者については、これまで一般的な

地上走行区間での苦情は発生してい

ない。低周波音の評価については、列

車の様な移動する音源に対しての定

量的な指標がないこと、また、圧力変

動の継続時間が短いものであること

から、微気圧波の基準値である Pa 表

示の圧力レベルで比較した。山梨リニ

ア実験線における防音防災フード設

置区間での圧力変動の測定値は、図

5-1-1 に示すとおり 50m 離れで 1Pa 以

下、防音壁設置区間での測定値は 50m

離れで約 12Pa 程度である。これは、

建物のガタつきに関する目安値であ

る「トンネル坑口緩衝工の設置基準

（案）」（山岳トンネル設計施工標準・

同解説、鉄道建設・運輸施設整備支援

機構、平成 20 年 4 月）の、「民家近

傍で微気圧波のピーク値が 20Pa以上」

を下回っており、沿線への影響は小さ

い。 

なお、万が一、列車走行により線路

近傍の民家において建具のガタつき

が発生した場合、列車走行との因果関

係を把握し、必要に応じ適切な対応を

行う。 

環 7-2-1 

7-2 高橋の水文学的方法

について 

高橋の水文学的方法は、トンネル掘

削時の恒常湧水量は、周辺沢の基底流

量に比例するという考え方に基づい

ている。地質は地形を反映しており、

また、地下水は地形に沿って流動する

と考え、流出幅を求めるものである。

以下に算出の手順を示す。 

高橋の水文学的方法は、トンネル掘

削時の恒常湧水量は、周辺沢の基底流

量に比例するという考え方に基づい

ている。地形は地質を反映しており、

また、地下水は地形に沿って流動する

と考え、流出幅を求めるものである。

以下に算出の手順を示す。 

環 7-4-1 

 

－ 「7-4 環境保全措置の具体的な内容」

を追記 

環 8-3-1 

8-3-1 実験線区間の水資源

等への影響検討について 

山梨リニア実験線においては、工事

に先立ち、実験線区間のトンネル掘削

に伴う水資源等への影響検討を行っ

ており、その結果は表 8-4-1 のとおり

である。 

山梨リニア実験線においては、工事に

先立ち、実験線区間のトンネル掘削に

伴う代表的な水資源等への影響検討

を行っており、その結果は表 8-4-1 の

とおりである。 

環 8-3-1～2 

表 8-3-1(1)(2)影響検討結

果 

－ 以下を追記 

「水資源の減少、枯渇等の状況」 

環 8-3-3 

8-3-2 工事中の影響及び対

応 

地元と協議の上、測定箇所を選定し

て継続的に流量観測を行い、減水の兆

候を事前に把握するよう努めた。ま

た、より精緻な調査のため一部の地区

については、観測用の井戸を設けるな

どの対応をとった。その結果、竹居～

上黒駒間のトンネル、上黒駒～奥野沢

間のトンネル、朝日曽雌～大の入川間

のトンネル、大の入川～安寺沢間のト

ンネルにおいて流量の減少等が観測

されたが、住民（水利用者）の生活に

支障をきたさぬよう、応急対策を実施

しており、その後も流量観測を継続

し、住民の皆様と協議をしながら、必

実験線の影響予測においては、一部

において影響があると予測されたこ

と、代表的な河川を抽出しており、そ

れ以外の河川に減渇水が生じる可能

性もあることから地元と協議の上、測

定箇所を選定して継続的に流量観測

を行い、減水の兆候を事前に把握する

よう努めた。また、より精緻な調査の

ため一部の地区については、観測用の

井戸を設けるなどの対応をとった。そ

の結果、竹居～上黒駒間のトンネル、

上黒駒～奥野沢間のトンネル、朝日曽

雌～大の入川間のトンネル、大の入川

～安寺沢間のトンネルにおいて流量
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要な恒久対策を実施している。 の減少等が観測されたが、住民（水利

用者）の生活に支障をきたさぬよう、

応急対策を実施しており、その後も流

量観測を継続し、住民の皆様と協議を

しながら、必要な恒久対策を実施して

いる。 

環 8-3-3 

8-3-3 トンネル工事実施時

の水資源に対する基本的

な考え方 

施工中は河川流量、井戸水位観測、

水質調査等の水文調査を継続的に行

い、トンネル掘削に伴う湧水で地表水

の枯渇減少等により地表水利用に対

する影響監視を継続的に実施する。工

事中に減水・渇水などの兆候が認めら

れた地区については、住民（水利用者）

の生活に支障をきたさぬよう、応急対

策を実施する。具体的には、揚水井戸

を設け水道設備に供給したり、トンネ

ル湧水を簡易水道に供給したりする

等の対策を実施する。 

万が一補償が必要な場合は、「公共

事業に係る工事の施工に起因する水

枯渇等により生ずる損害等に係る事

務処理について」 （「資料編 8-5

公共事業に係る工事の施工に起因す

る水枯渇等により生ずる損害等に係

る事務処理要領について」 参照）に

基づいて補償を行う。 

山梨リニア実験線区間での影響検

討と、本評価書における予測は、とも

に水文・地質学的検討を基本に定性的

に行っており、水収支解析を実施し定

量的に予測している南アルプス区間

を除き予測の考え方には基本的に違

いはない。そのため施工中は河川流

量、井戸水位観測、水質調査等の水文

調査を継続的に行い、トンネル掘削に

伴う湧水で地表水の枯渇減少等によ

り地表水利用に対する影響監視を継

続的に実施する。工事中に減水・渇水

などの兆候が認められた地区につい

ては、住民（水利用者）の生活に支障

をきたさぬよう、応急対策を実施す

る。具体的には、揚水井戸を設け水道

設備に供給したり、トンネル湧水を簡

易水道に供給したりする等の対策を

実施する。 

万が一補償が必要な場合は、「公共

事業に係る工事の施工に起因する水

枯渇等により生ずる損害等に係る事

務処理について」 （「資料編 8-5

公共事業に係る工事の施工に起因す

る水枯渇等により生ずる損害等に係

る事務処理要領について」 参照）に

基づいて補償を行う。 

環 10-1-1 

10-1 掘削土に含まれる自

然由来重金属等の調査に

ついて 

また、汚染のおそれのある掘削土が確

認された場合においては、現場内およ

び周辺への重金属等の拡散を防止す

るために、被覆、遮水工等の適切かつ

合理的な対策工を立案し、施工管理を

行うとともに、「汚染土壌の運搬に関

するガイドライン（環境省）」等を踏

まえながら、土壌汚染対策法等の関係

法令を遵守し、適切に運搬、処理を実

施していく。 

また、汚染のおそれのある掘削土が確

認された場合においては、現場内およ

び周辺への重金属等の拡散を防止す

るために、被覆、遮水工等の適切かつ

合理的な対策工を立案し、施工管理を

行うとともに、「汚染土壌の運搬に関

するガイドライン（環境省）」等を踏

まえながら、土壌汚染対策法等の関係

法令を遵守し、適切に運搬、処理を実

施していく。工事において基準不適合

土壌が発生した場合は、その都度、長

野県及び関係市町村に報告するとと

もに、地元の方々にもお知らせし、適

切な対策を講じる。 

環 13-1-2 

13-1-2 国際非電離放射線

防護委員会（ICNIRP）の基

準について 

なお、低レベルの磁界の長期曝露の

影響については、世界保健機関（WHO）

及び ICNIRP によりレビューが行われ

たが、明確な影響の証拠といえるもの

はなく、WHO は 2007 年 6 月のファクト

シート No.322 において、恣意的に低

いばく露制限値を採用する政策は是

認されるべきではないことを述べて

いる。 

なお、低レベルの磁界の長期曝露の

影響については、世界保健機関（WHO）

及び ICNIRP によりレビューが行われ

たが、明確な影響の証拠といえるもの

はなく、WHO は 2007 年 6 月のファクト

シート No.322 において、恣意的に低

いばく露制限値を採用する政策は是

認されるべきではないことを述べて

いる。長期暴露の影響については、今

後も知見の収集に努めていく。 

環 13-8-1 山梨リニア実験線で計測した磁界 山梨リニア実験線の沿線における磁
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13-8 磁界の測定結果につ

いて 

を付属資料 1～11 にしめす。各付属資

料の内容及びその測定箇所について

は下記のとおりである。なお、この測

定作業は、平成 25 年 12 月 5 日に沿線

各都県市（東京都、神奈川県、川崎市、

横浜市、相模原市、山梨県、静岡県、

静岡市、長野県、岐阜県、愛知県、名

古屋市）の環境審査会と自治体担当者

の計 20 名及び報道各社の立会のも

と、公開した。 

 

付属資料 1 超電導リニアの磁界測定

データについて 

付属資料 2 測定地点図 

付属資料 3 測定地点Ⅰ―都留保守基

地 

・環境影響評価準備書に記載の実測

値測定点 1（超電導磁石から水平

6m 地点） 

付属資料 4 測定地点Ⅱ―車両基地近

傍 

・浅深度地下トンネル模擬点・・・

トンネル上の土被り約 2m 地点の

地上高さ 0.5m 

付属資料 5 測定地点Ⅲ―乗降装置・

車内 

・駅の乗降装置内（高さ 0.5、 1.0、 

1.5m の 大値） 

・超電導リニア車両内（出入台、貫

通路、客室 2 か所の各箇所におけ

る高さ 0.3, 1.0, 1.5m での 大

値） 

付属資料 6 測定地点Ⅳ―都留市大原

・環境影響評価準備書に記載の予測

値予測地点 02・・・高架橋高さ約

25m 地点の地上高さ 1.5m 

付属資料 7 測定地点Ⅴ―大月市初狩

・環境影響評価準備書に記載の予測

値予測地点 03・・・高架橋高さ約

5m 地点の地上高さ 1.5m 

・環境影響評価準備書に記載の実測

値測定点 2（高架下 8m 地点） 

付属資料 8 測定地点Ⅵ―大月市黒野

田 

・大深度地下トンネル模擬点・・・

トンネル上の土被り約 37m 地点の

地上高さ 0.5m 

付属資料 9 (参考資料 1)磁界に関わ

る法令等及び当社の考え方 

付属資料10 (参考資料 2)使用した磁

界の測定機器と数値の読み取り 

付属資料11 (参考資料 3)磁界測定作

業公開時の配布資料に記載した 12/4

測定データ 

 

なお、心臓ペースメーカ等への対応

について、当日の測定結果をもとに整

理した結果を付属資料 13 に示す。 

 

界の測定データについては、環境影響

評価準備書において、測定点 1（超電

導磁石から水平 6m の位置：付属資料

4 を参照）で 0.19mT、測定点 2（高架

下 8m の位置：付属資料 8 を参照）で

0.02mT という結果を提示した。本測

定データ自体は、平成 9 年 3 月に山梨

県及び山梨大学の立会いのもとに当

社が計測したものであり、平成 10 年

6 月の（公財）鉄道総合技術研究所の

論 文 ”Environmental Magnetic 

Fields in the Yamanashi Test Line, 

T.SASAKAWA et al, QR of RTRI, 

Vol.39, No.2”（付属資料 1 を参照）

にて報告された公知のものである。 

 

また、山梨リニア実験線において、

平成 25 年 12 月 5 日に沿線各都県市

（東京都、神奈川県、川崎市、横浜市、

相模原市、山梨県、静岡県、静岡市、

長野県、岐阜県、愛知県、名古屋市）

の環境審査会と自治体担当者の計 20

名及び報道各社の立会のもと、公開で

実施した測定作業において計測した

磁界データを付属資料 2～12 に示す。

測定方法については、鉄道に関する技

術上の基準を定める省令等の解釈基

準の一部改正について（平成 24 年 8 

月 1 日国鉄技第 42 号）」によって通

達された「特殊鉄道告示の解釈基準」

に規定された IEC62110(2009)及び

IEC/TS62597(2011)に則っている。 

 

平成 25年 12月 5日の磁界測定公開

時の測定結果の有効性については、付

属資料 2 にも記載があるが、次のよう

に公知の事実となっている。 

・当社の測定方法が国際基準に則っ

た適切なものであることを、電磁

気学の専門家にご確認頂いた、具

体的には愛知県環境影響評価審査

会リニア中央新幹線部会委員の藤

原修・名古屋工業大学名誉教授（電

磁環境工学）から、国際基準に則

った方法により測定しているこ

と、測定方法に問題ないとのコメ

ントを頂いており新聞等で報道も

なされている。 

 

また、環境影響評価準備書における

実測値の有効性についても、次の事実

から明らかである。 

・環境影響評価準備書の測定点 1

（超電導磁石から水平 6m の位

置：付属資料 4 を参照）及び測定

点 2（高架下 8m の位置：付属資料

8 を参照）の山梨県及び山梨大学

立ち会いによる実測値に対して、

上記のとおり測定方法の有効性
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付属資料12 (参考資料 4)心臓ペース

メーカ等への対応について 

が確認された中で行われた平成

25 年 12 月 5 日の磁界測定の公開

における測定値は同等（測定点 1

＝0.19mT（準備書）、0.19mT（公

開時測定値）、測定点 2＝0.02mT

（準備書）、0.021mT（公開時測

定値））であり、値が一貫してい

ることを確認し、準備書に記載の

実測値についても改めて有効性

を確認した。 

 

なお、各付属資料の内容およびその

測定箇所については下記のとおりで

ある。 

 

付属資料 1 山梨リニア実験線におけ

る沿線磁界に関する論文 

付属資料 2 超電導リニアの磁界測定

データについて 

付属資料 3 測定地点図 

付属資料 4 測定地点Ⅰ―都留保守基

地 

・環境影響評価準備書に記載の実測

値測定点 1（超電導磁石から水平

6m 地点） 

付属資料 5 測定地点Ⅱ―車両基地近

傍 

・浅深度地下トンネル模擬点・・・

トンネル上の土被り約 2m 地点の

地上高さ 0.5m 

付属資料 6 測定地点Ⅲ―乗降装置・

車内 

・駅の乗降装置内（高さ 0.5、 1.0、 

1.5m の 大値） 

・超電導リニア車両内（出入台、貫

通路、客室 2 か所の各箇所におけ

る高さ 0.3, 1.0, 1.5m での 大

値） 

付属資料 7 測定地点Ⅳ―都留市大原

・環境影響評価準備書に記載の予測

値予測地点 02・・・高架橋高さ約

25m 地点の地上高さ 1.5m 

付属資料 8 測定地点Ⅴ―大月市初狩

・環境影響評価準備書に記載の予測

値予測地点 03・・・高架橋高さ約

5m 地点の地上高さ 1.5m 

・環境影響評価準備書に記載の実測

値測定点 2（高架下 8m 地点） 

付属資料 9 測定地点Ⅵ―大月市黒野

田 

・大深度地下トンネル模擬点・・・

トンネル上の土被り約 37m 地点の

地上高さ 0.5m 

付属資料10 (参考資料 1)磁界に関わ

る法令等及び当社の考え方 

付属資料11 (参考資料 2)使用した磁

界の測定機器と数値の読み取り 

付属資料12 (参考資料 3)磁界測定作

業公開時の配布資料に記載した 12/4
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測定データ 

 

資料の測定結果のうち、×印を付し

ている箇所は運営上の時間的な制約

から、12/4 及び 12/5 の測定を行わな

かった箇所である。 

 

なお、心臓ペースメーカ等への対応

について、当日の測定結果をもとに整

理した結果を付属資料 13 に示す。 

 

付属資料13 (参考資料 4)心臓ペース

メーカ等への対応について 

環 13-8-3 － 「付属資料 1 山梨リニア実験線にお

ける沿線磁界に関する論文」を追記 

環 13-9-1 － 「【環境影響評価の結果の概要並びに

予測及び評価の結果】13-9 磁界に関

する基本的な内容について」を追記 

環 14-1-1 No.25 ネコ目イタチ科チョウセンイ

タチ 

合計 7 目 16 科 46 種 

文献 No.11 19 

重要種選定基準⑩ 4 

削除 

 

合計 7 目 16 科 45 種 

文献 No.11 18 

重要種選定基準⑩ 3 

環 14-4-1 － 「【環境影響評価の結果の概要並びに

予測及び評価の結果】14-4 確認調査

（動物）の結果」を追記 

環 15-8-1 

 

－ 「【環境影響評価の結果の概要並びに

予測及び評価の結果】15-8 外来種の拡

大抑制に関する事例」を追記 

環 15-9-1 － 「【環境影響評価の結果の概要並びに

予測及び評価の結果】15-9 林縁保護

植栽の成功事例」を追記 

環 15-10-1 － 「【環境影響評価の結果の概要並びに

予測及び評価の結果】15-10 確認調査

（植物）の結果」を追記 

環 16-2-1 － 「【環境影響評価の結果の概要並びに

予測及び評価の結果】16-2 生態系にお

けるハビタットの機能等の変化に対

する予測について」を追記 

環 17-1-10 － 「17-1-2(3) 景観検討会における意

見の概要」を追記 

環 17-3-1 － 「【環境影響評価の結果の概要並びに

予測及び評価の結果】17-3 大西公園

から見る赤石岳の景観について」を追

記 

環 18-3-1 

 

18-4 廃棄物等の一般的な処理・処分の

方法 

18-3 廃棄物等の一般的な処理・処分

の方法 

環 18-4-1 － 「【環境影響評価の結果の概要並びに

予測及び評価の結果】18-4 新たな発

生土置き場等の取り扱い」を追記 

環 18-5-1 － 「【環境影響評価の結果の概要並びに

予測及び評価の結果】18-5 長野県内に

おける発生土活用先について」を追記

環 18-6-1 18-3 建設工事に伴う副産物の取扱い

について 

18-6 建設工事に伴う副産物の取扱い

について 

環 18-8-1 － 「18-8 廃棄物の再生利用の方法と目

標とする量」を追記 

環 19-3-1 － 「19-3 CO2削減のための具体的な取り
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組みとその効果について」を追記 

環 20-1 20 モニタリング等について 20 モニタリングについて 

環 20-1 

20 モニタリングについて 

本編第 10 章に示す事後調査とは別

に、工事中及び供用後の環境管理を適

切に行うことを目的に、事業者の自主

的な取組みとして表 20-1 に示す工事

期間中のモニタリング及び完成後の

測定を実施し、長野県と調整の上、希

少動植物に関する情報及び個人に関

する情報など非公開とすべき情報を

除き、結果について公表していく。 

また、本評価書において具体的な位

置・規模等の計画を明らかにすること

が困難かつ環境影響の大きい付帯施

設（発生土置き場）についても、表 20-2

を基本として実施することを考えて

いるが、地域の特性や発生土置き場の

改変の規模等により変更する場合が

あり、必要により専門家の助言等を踏

まえて実施し、結果について公表して

いく。 

なお、発生土置き場に関するモニタ

リングの計画については、環境保全措

置及び事後調査の計画に合わせて公

表を行う。 

本編第10章に示す事後調査とは別に、

工事中及び供用後の環境管理を適切

に行うことを目的に、事業者の自主的

な取組みとして表 20-1 に示す工事期

間中及び完成後のモニタリングを実

施し、長野県と調整の上、希少動植物

に関する情報及び個人に関する情報

など非公開とすべき情報を除き、結果

について公表していく。 

また、本評価書において具体的な位

置・規模等の計画を明らかにすること

が困難かつ環境影響の大きい付帯施

設（発生土置き場）についても、表 20-2

を基本として実施することを考えて

いるが、地域の特性や発生土置き場の

改変の規模等により変更する場合が

あり、必要により専門家の助言等を踏

まえて実施し、結果について公表して

いく。 

なお、事業開始後に本事業に係る環

境影響について、新たに対応すべき点

が生じた場合には、モニタリング調査

についても、必要に応じて項目や地点

数を追加するなどの検討を行ってい

く。 

また、発生土置き場に関するモニタ

リングの計画については、事業の詳細

な計画の進捗にあわせて順次、その具

体的な内容について決定し、環境保全

措置及び事後調査の計画に合わせて

公表を行う。 

環 20-1～4 表 20-1(1)～(4) モニタリングの計画 表 20-1(1)～(4) 工事期間中のモニタ

リングの計画 

環 20-2 

表 20-1(2)工事期間中のモ

ニタリングの計画 

－ 以下を追記 

（調査項目） 

水質 水温 

（調査地域・地点の考え方） 

切土工、トンネル工事、工事施工ヤー

ド及び工事用道路の設置に伴い工事

排水を放流する箇所の下流地点 

（調査期間の考え方） 

工事前に 1 回 

工事中に毎年 1 回渇水期に実施 

その他、排水放流時の水質については

継続的に測定 

（調査方法） 

「地下水調査及び観測指針（案）」に

定める測定方法 

環 20-3 

表 20-1(3)工事期間中のモ

ニタリングの計画 

以下を削除 

（調査項目） 

地盤沈下 

（調査地域・地点の考え方） 

被りの小さいトンネル区間のうち、地

上に住宅等が存在する区間から選定 

（調査期間の考え方） 

工事前に 1 回 

－ 
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工事中は継続的に実施 

（調査方法） 

変位計測の実施 

環 20-4 

表 20-1(4)工事期間中のモ

ニタリングの計画 

（調査項目 動物） 

河川の周辺に生息する重要種 

 

（調査項目 動物） 

河川の周辺に生息する重要種 

（魚類、底生動物を含む） 

環 20-4 

表 20-1(4)工事期間中のモ

ニタリングの計画 

－ 資材及び機械の運搬に用いる車両

の主要なルートに追加や変更があっ

た場合には、必要に応じて調査地点の

追加や変更を行う。 

なお、工事中のモニタリングの結果

により、必要となる場合には追加的な

環境保全措置の検討を行う。 

 

動物に関するモニタリングについ

ては、調査範囲を種ごとの特性、生息

環境に応じ、専門家等の助言を踏まえ

て設定していく。また、その結果につ

いて必要に応じて専門家の助言を得

て、適切な環境保全措置を検討する。

 

河川の周辺に生息・生育する重要な

動植物については、南アルプス国立公

園区域についても、水場付近など安全

にアプローチが可能な箇所を選定し、

工事着手前に状況を確認したうえで、

必要に応じモニタリングを実施する。

環 20-5 表 20-1(5) 完成後の測定の計画 表 20-1(5)完成後のモニタリング（測

定）の計画 

環 20-5 

表 20-1(5)完成後のモニタ

リング（測定）の計画 

－ モニタリングの結果、列車走行騒音

について「新幹線鉄道騒音に係る環境

基準」との整合が図られていない場合

及び列車走行振動について「環境保全

上緊急を要する新幹線鉄道振動対策

について（勧告）」に示す勧告値を上

回った場合には因果関係を把握し、必

要な環境保全措置を講じていく。 

また、列車走行に係る微気圧波につ

いても、測定値が予測値を大幅に上回

り、衝撃音（ドン音）や周辺家屋の窓

枠や戸が著しく振動する場合には因

果関係を把握し、必要な環境保全措置

を講じていく。 

環 20-6 

表 20-2(1)発生土置き場に

関するモニタリングの計

画 

－ 以下を追記 

（調査項目） 

水質 水素イオン濃度（pH） 

（調査地域・地点の考え方） 

発生土置き場の工事排水を放流する

箇所の下流地点 

（調査期間の考え方） 

工事前に 1 回 

工事中に毎年 1 回渇水期に実施 

その他、排水放流時の水質については

継続的に実施 

（調査方法） 

「水質汚濁に係る環境基準」に定める

測定方法 

 


